
厚生労働省独立行政法人評価委員会医療・福祉部会 (第 42回 )

議 事 次 第

平成 21年 2月 18日 (水 )

9:00～ 12:00

共 用 第 7会 議 室

「平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価

の結果等についての意見について」について (報告)

(2)福祉医療機構関係

① 評価の視点 (案)について

② 業務方法書の変更 (案)について

③ 平成21年度長期借入金計画、債券発行計画、償還計画 (案)、 平成20年度

長期借入金及び債券発行報告について

(3)医薬品医療機器総合機構関係

① 第二期中期目標 (案)・ 中期計画 (案)について            ,
② 業務方法書の変更 (案)について

③ 中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の取扱いについて

(4)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園関係

① 評価の視点 (案)について

②
‐
中期計画の変更 (案)について

(5)その他
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月 26日

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委 員 長  井 原  哲 夫

政策評価・独立行政法人評価委員会

委 員 長  大 橋  洋

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績

に関する評価の結果等についての意見にういて

当委員会は、平成20年 8月 18日付けをもつて貴委員会から通知のあつた

「厚生労働省の所管する独立行政法人の平成 19年度の業務実績の評価結果

について」等に関して、別紙1のとおり意見を取りまとめましたので、通知

しますしあわせて、独立行政法人等の給与水準及び総人件費改革に関する評

価の結果について別紙2のとおり、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委

員会及び積極的な取組姿勢が顕著な独立行政法人の例について別紙3の と

おり取りまとめ、送付しますので、よろしくお取り計らい願います。

なおt契約の適正化に係る評価の結果については、当委員会において引き

続き検討の上、別途通知いたしま丸

当委員会としては、平成19年 7月 11日 に取りまとめた「業務実績評価に

関する当面の取組方針」、平成 20年 7月 14日 に独立行政法人評価分科会に

おいて取りまとめた「平成 19年度業務実績評価の取組について」等に沿つ

て、政府全体の評価の厳格性、信頼性の確保に重点を置き、横断的に評価を

行うたところです。
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・
今後、貴委員会におかれては、本意見を着実に具体化していただくととも

に、二部の独立行政法人における不祥事の発覚等により独立行政法人全体が

不信の日でみられていること、業務実績評価に関する各府省の評価委員会に

おける取組が不十分ではないかとの指摘があることなどを踏まえ、国民の視

点に立つた厳格かつ客観的な評価を行つていただくようお願いします。



別紙 1

平成19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績

に関する評価の結果についての意見

平成 19年度における厚生

…

14法人 (国立健康・栄養研究所、労働安全衛

生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢 。障害者雇用支援機構、福祉医療機構、

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究 。研修機構、雇用・能力開発

機構、         、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究

所、年金・            、年金積立中 )の業務の実績に関する

貴委員会の評価の結果 (以下「評価結殉 という。)については、以下のとおり改善す

べき点がみられた

【所管法人共通】

師 の基準の明確化等)

・ 評価の基準の明確化等については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会を含

む各府省の独立行政法人評価委員会に対して、師 の基準についてより客観的かつ

明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその考え方、理由、

根拠等を評価の基準との関係においてより分かりやすく説明すべきである。」との指

摘を行つたところである。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価指標の具体化、評定を付す単位

(以下「評定軸 という。)の細分イヒ、法人共通の評価事項 (例えlま 欠損金、剰

余金の適正化等)の設定、総合評価の考え方の統一など、評価結果を分かりやすく

説明するための取組を行つているところがみられる。

一方、各府省の独立行政法人評価委員会の平成 19年度の評価結果をみると、評価

結果を分かりにくくしている要因として、以下のようなものがあると考えられる。

貴委員会においては、評価結果を分かりやすく説明するために、これらについて

考慮した説明を行うべきである。

i)同 一の評価事項 (例 :移蘇旬の適正イロ なう であつても、法人によつて、評

定単位が詳細なもの・概括的なものが混在している。



複数の業務を併せて評定する場合において、各業務のウ平イトの付け方が不

統一である。

評定に際して、日標の達成 (進 捗 )が法人の努力によるもの力、外的要因に

よるものかがあいまいである。

評定記号の意味する評語として「おおむね」等の多義的な用語が使われてい

るが、その意味が不明確である。

(解毅 戯

・ 保有資産の見直し状況の評価については、「独立行政法人整理合理化計画」(平成

19年 12月 24日 閣議期己 以下「整理合理化計画」という。)Ⅲ-1-(2)「保有資

産の見直し」において、「保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評

価委員会による事後評価において、それぞれ適切にチェックする。」こととされてお

り、貴委員会においても、整理合理化計画において平成 19年度中に処分等すること

とされた実物資産の処分等の取組状況についての評価が行われている
`

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、整理合理化計画において処分等する

こととされている資産以外の資産についても、主要な固定資産についての固定資産

一覧表等に基づく       会計の情報等を活用した評価を行つているところ

もあり、今後、法人の保有資産の見直しの取組に関する評価を行う際には、このよ

うな取組も参考にしつつ評価を行うことが望ましし、

館
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・ 官民競争入札等については、整理合理化計画Ш-1-③ 「官民競争入札等の積極

的な適用」において、い 導入による公共サービスの改革に関する法律 (羽成 18

年法律第 51号)に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の

提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。」こととされており、貴

委員会においても、整理合理化計画及び「公共サービス改革基村規的 (平成 19年

12月 24日 閣議決定)に基づき平成 19年度中に官民競争入札等の導入等が決定され

ている法人の業務について、その取組状況等の評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価項目 (予算、収支計画及び資金

計画)の評価指標の一つに「官民競争入札等の活用について、検討が適切に行われ

¨
ｎ
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ている力ヽ 」を設定し評価を行つているところなどもみられる。今後、官民競争入札

等の活用に関する評価を行う際には、このような取組も参考にしつつ評価を行うこ

とが望ましし、

(内部統制 (コ ンプライアンス体制の塵礁

"・ 内部統制について、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、踏型里イン野ヒ

計画Ⅲ-2-(1)一①「業務遂行体制の在り方」をも踏まえ、コンプライアンス体制

の整備状況 (倫理行動規程の策定、第二者を入れた倫理委員会等の設置、監事によ

る内部統制についての評価の実施など)等についての評価を行うべきである。」との

指摘を行つたところであり、貴委員会においてもコンプライアンス体制の整備状況

の評柵[が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、コンプライアンス体制の整備状況の

評価にとどまらず、コンプライアンスを実践するための具体的手引書である「コン

プライアンス・マニュアノL/」 の策定及び活用、職員に対する研修の実施、内部監査

結果等のマネジメントレビューヘの反映等の状況を明ら力ヽ こさせて評価を行つてい

るところもある。内部統制に係る今後の評価に当たっては、このような取組も参考

にしうつ、内部統制の体制の整備状況の評価のみならず内部統制のために構築した

体制 :仕組みの運用状況についての評価を行うことが望まししヽ

鰈 としての資金運用)

0 独立行政法人の中には、個別法に基づき事業として資金の運用を行つているもの

があり、平成19年度においては、株式等のリスク資産による資金運用も行つていた

法人において、運用環境の悪イヒ等による損失が生じているものがみられた

資金の運用については、各府省の独立行政法人評価委員会の評価も法人によつて

まちまちとなっており、当委員会においても様々な議論があつたところであるが、

以下については共通の認識が得られた

今後、個別法に基づき事業として行う資金運用であつて、時価又は為替相場の変

動等の影響を受ける可能性があるものについては、下記①～③を踏まえて厳格に評

価を行うべきである。

① 資金運用の実績が明ら力ヽ こされているかどう力、



② 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の意思決定主へ 運用に係る主務大

臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実績を評価す

るための基準 (以下「運用方針等」という。)が事前に明確にされているかどう

力、

③ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容によって法人はどのような責

任を負うの力ヽこついて、十分に分析されているかどう力、

(給与水準及び総人件費醐

・ 給与水準及び総人件費改革については、中 の重要方針」(平成 17年 12月

24日 間諭失;04-(1)一 ウー①一lIEn及び整理合理化計画Ⅲ-1-④ 一③において、

事後評価における厳格なチェックが求められている。

給与水準に関しては、整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一①―イ及びウの趣旨を踏まえ

ると、評価に当たって、以下のような取組を行う必要があると考えられる。

1 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、

① 給与水準の高い理由及び講ずる措置 (法人の設定する日標水準を含む につ

いての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっているか

② 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものとなっているか

という観点からの検証を行い、給与水準の適正化に向けた法人の取組を促す評価

を行うこと

2 国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損のある法人について、

給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められており、特に、国家

公務員と比べて給与水準が高い場合、国民の理解を得ることがより困難と考えら

れることから、評価に当たっては、法人の説明を踏まえてより慎重に給与水準の

適切性の検証に取り組むこと

また、総人件費改革については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律 (平成18年法律第47号)第 53条等に基づき、各法人において

平成 18年度からの5年間で5%以上の削減を基本とする取組を行うことが求められ

ている。この取組についての評価を行うに当たっては、これまでの取組の状況と5

年間で5%以上の削減を確実に達成するための展望を明ら力ヽこした上で法人の取組

¨ を行うことが必要であると考えられる。



以上の認識のもとに、今回、当委員会において、給与水準及び総人件費改革に関

する各府省の独立行政法人評価委員会等の評価の取組について横断的に分析をした

ところであり、その結果1湖 :脚:2のとおりである。

この分析結果を踏まえ、個別法人の評価に関し、特に改善を要すると考えられる

点については、当該法人の項において個男‖こ指摘している。給与水準及び総人件費

改革に関する今後の評価に当たっては、当該個別法人についての意見を踏まえると

ともに、側 ‖こ指摘した法人に限らず厚生労働省所管法人について、別紙 2に記載

の考え方を踏まえて評価に取り組まれたし、

上記の事項に加え、働 暇こ指摘すべき意見のある法人及びその内容は、以下のとおり

である。

腫 行政法人労働         】

・ 経費肖llaの取組については、業務実績報告書において、平成 19年度から始まった「高

圧設備の長時間使用に対応した疲労強度評価手法に関する研究」での光熱水量の増加

が見込まれたが、人
―

を清瀬地区に集約し施設経費の永続的な節減を図るなど

の経費節減努力により、今年度の光熱水量の増加を対前年度 8.8%の助 鵬こ抑えるこ

とができたとしており、評価結果においては施設の統合等による施設経費の節減など

に努めていると評価している。          ヽ

しかしながら、その前提となる上記研究での光熱水量の増加量及び増加額や人工環

境室の統合等による経費節減額が明ら力ヽ こされていないことから、経費疇 を明

ら力ヽ こさせた上で評価すべきである。・

・  「インターネット等による調査及び研究成果情報の発信」については、中期計画に

おいて、①公表論文の概要等を研究所のホームページにおいて公開、②年報等を発行

し産業界等への研究成果の広報を図る、③研究成果を活用した事業場向け技術ガイ ド

ライン等の発行及び研究成果の一般誌等への積極的な寄稿、が中期目標を達成するた

めにとるべき事項として定められているものの、具体的な数値目標が定められていな

し、

平成19年度の評価結果においては、上記のとおり具体的な数値目標が定められてい



ないことヾまた、18年度 (A評0と 比較しても一般誌等への寄稿件数及び研究所ホ

ームページヘのアクセス件数が減少していることからS評定 (中期計画を大幅に 卜同

つている)とする理由が不明確であり、評価の考え方、理由、根拠等を明ら力ヽ こさせ

た上で評価すべきである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行つている。

本法人の平成 19年度における給与水準は、対国家公務員指数 l― yで 114.4

麟 ・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「役職員の報酬・給与等の状況は妥当であり、

適切と認められる。一部に、この法人に限つたことではないが役員報酬が高いとの意

見もあつた。なお、給与水準の対国家公務員指数については、適正な水準まで引き下

げる必要がある。」と記載されている。

しかしながら、同年度の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の公表 (以

下 曜海球準彗公表」という。)における本法人自身の説明によると、給与水準が高い

理由として、C職員の学歴構成、②その他法人固有の事情 (国からの出向者の
―

障)が挙げられているものの、これら法人の説明に対する貴委員会としての認識が評

価結果において示されていなし、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一アー(ア )、 (イ )、 CIl)を踏まえ、法人

の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果

を評価結果において明ら力ヽこすべきである。

また、上記以外にも、男:1紙2(1-(1)一 ウー171)の状況がみられるので、これも

踏まえた評価に取り組まれたし、

・ 本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年度の

基準値 1,053,105千円に対し19年度 1,043,773千円 (1.6%の減少 (人事院勧告を踏

まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年を経過した時点で2%

以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定された

ものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、法人の取組の適切性についての検



証状況及び今後の肖lldに向けた展望が、評価結果において明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の削減

を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を促

すべきである。例蜘t2(2-イ )参Ю

腱 行政法人勤労者退職金共細

・ 下般の中ガ媚醐a即認饒場済事業、消濯潔奨り裂郵難遡噸弊事業及

業における退職金等未請求者及び退職金共済尋帳長期未更新者縮減対策については、

退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者に対する取組を重点的に行つた

として、「内部進行管理の充実」の項目においてA評定 (中期計画を上回つている)

としているが、この取組による具体的な効果については言及されていなし、今後の評

価に当たっては、        及

… …

更新者に対する取組に

よる具体的な効果を明ら力ヽこした上で評価すべきである。

・ 建設業退職金共済事業における          更新者縮減対策については、

各種の改善策が実行され、手帳更新・退職金請求の実績件数が前年より改善している

として、「建設業退職金共済事業の適正イロ の項目においてA評定 (中期計画を上回

つている)と しているが、退職金共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な

効果については言及されていなし、今後の評価に当たっては、退職金共済手帳長期未

更新者に対する取組による具体的な効果を明ら力ヽこした上で評価すべきである。

・ 建設業退職金共済事業勘定及び清酒製造業週職金共済事業勘定の利益剰余金 (平成

18年度末にそれぞれ約982.5億円、約 10。 7億円、19年度末にそれぞれ約858.8億円、

約 10。 4億円)について、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、味麟

金の発生要因等を業務実績報告書等で明ら力ヽこさせた上で厳格な評価を行うべきで

ある。」との指摘を行ったところであるが、平成19年度の評価結果をみると、発生要

因等が明ら力ヽ こされていなし、今後の評価にあたつては、利益剰余金の発生要因等を

明ら力|こ させた上で業務運営の適切性の評価を行うべきである。



【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構】

。 本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で n4.6

麟 ・技術職員)と国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (人材確保

等のため、類似の非特定独立行政法人 0日特殊法人)等の給与水準を勘案してきたこ

と)が挙げられている。しかしながら、評価結果において、①及び③についての言及

はなされているが、②に関して法人の説明の合理性の検証状況が明ら力ヽこされていな

し、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一ア=(ウ))を踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評価結果

において明ら力ヽ こすべきである。

【粒 織 脚 岬

・ 心身障害者扶養保険事業については、繰越欠損金が制度改正により今後解消される

見通しとなったことや、道府県・指定都市に対する指導等を適切に運営していること

としてA評定 (中期計画を上回つている)と している。

しかしながら、C繰越次損金の解消については、法人の努力ではなく、国と地方公

共団体による財政支援によるものであること、②道府県・指定都市に対する指導等の

実施についても、地方公共団体との事務担当者会議を年2回開催したことや改正内容

のパンフレットを作成し各都道府県に送付して周知させたこと等であることから、A

評定とするだけの理由が明らかでなし、

今後の評価に当たっては、評価の考え方、理由、根拠等について明ら力ヽこした上で、

評価すべきである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行っている。

本法人の平成 19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 119.5

(事務・技術職員)と国家公務員の水準を上回つている。



その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (民間における金

融部門における給与実態を勘案していること)が挙げられている。しかしながら(評

価結果において、②及び③についての言及はなされているが、①に関して、法人の説

明の合理性が検証されているか明らかにされていなし、

今後の評価に当たっては、男:l紙 2(1-(1)一 アー(イ))を踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなっているかという観点から厳格なチェックを行うべきで

ある。

【独立行政法人労働政策研究・研修機構】

・ 本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 118。 9

麟 ・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由としてt同年度の給与水準等公表における本法人自身の説朋によると、①

職員の勤務地や学歴構成、②その他法人固有の事情 (機構の出向職員におけるI種試

験相当採用者の在職割合が高いこと)力洋 げられている。しかしながら、評価結果に

おいて、①についての言及はなされているが、②に関して、法人の説明の合理性の検

証状況が明らかにされていなし、

今後の評価に当たつては、別紙2(1-(1)一 アーl」
ly)を踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評価結果

において明らかにすべきである。

【独立行政法人雇用 口能力動

・ 本法人については、整理合理化計画に基づき、年内を目途に存廃を含めその在り方

について結論が出される予定となっている。今後の評価に当たっては、中期計画の達

成状況のみならず、当該結論に至った経緯・理由を十分踏まえた上で、評価を行うベ

きである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の見点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘桁 つている。



本法人の平成 19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 109.8

(事務・技術職員)と国家公務員の水準を 卜同っている。

これについては、評価結果において「給与水準の適正化に向けた取組を適切に進め

ている。今後とも、早期にラスパイレス指数が適正な水準になるよう取組を着実に進

めていくことが望まれる。」と記載されている。

しかしながら、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、給与

水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②管理職割合の高さ、Cその他法人固有

の事情 (従前は、職員の       により昇格・昇給させていたこと等)が挙げ

られているものの、これら法人の説明に対する貴委員会としての認識が評価結果にお

いて示されていなし、

今後の評価に当たっては、男:l紙 2(1-(1)一アー 17)、 (イ )、 0、 CIEl)を踏まえ、

法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その

結果を評価結果において明ら力ヽ こすべきである。

腱 行政法人

・ 本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

に対し、哨J減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行うべきである。」との

指摘を行つている。

本法人の給場畑響訟表によると、平成 17年度の基準値 101,685,384千 円に対し

19年度 103,947,108千円 (1.5%の増加 伏 事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))

となっており、取組開始から2年を経過した時点で2%以上の削減に至っていないが、

この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられな

し、 しかしながら、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の肖llMに向けた

展望が、評価結果において明ら力ヽ こされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過午数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適勢性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の削減

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上で、法人の取組を促

すべきである。傷J紙 2(2-イ )参照)  ´



【独立行政法人

・ 本法人の総人件費改革の取組については、       によると、平成17年度の

基準値304525,998千円に対し19年度 312,968,784千円 0.1%の増加 Okヨ翡瀬店

を踏まえた給与改定分を除く。))となっておりt取組開始から2年を経過した時点で

2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定さ

れたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、法人の取組の適切性について

の検証状況及び今後の肖鍼 に向けた展望が、評価結果において明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過午数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の削減

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上で、法人の取組を促

すべきである。例蜘[2(2=イ )参Ю

腱 行政法人医薬品

0 本法人の総人件費改革の取組については、本法人の給与水準等公表によると、平成

｀17年度の基準値545,454千円に対し19年度 609,545千円 (11.1°/。m口 び薄続勧店

を踏まえた給与改定分を除く。))となっている。この状況が法人の具体的な削減計画

上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、業務実績報告書にお

いては、申 度の導入等により、平成19年度における人件費については、約 &3°/0

の肖賊 (対平成17年度二人当たり人件費)が図られた」と給与水準公表における基準

値及び実績値と異なる説明がされており、これを前提とした評価が行われているが、

公表値を前提とした法人め取組の検証状況については評価結果において明ら力ヽ こされ

ていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、公

表値を前提とした法人の取組状況の適切性にういて検証し、今後の削減計画等、5年

間で5%以上の肖臓 を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽこした上

で、法人の取組を促すべきである。偶聯穆 (2-ア)参Ю

※ただし、本法人の基準値及び実績値は、平成17年度及び 19年度の非審査人員

に係る実績額 (総人件費から審査経理区分の人件費を除いた額をいう。)であり、

審査人員について3年間でおおむね倍増とされたことを踏まえ、同機構の中期計

画において常勤職員について582人まで増加することとしており、21年度におけ



る人件費の実績額の確定後に、基準値の補正を行うこととされている。

腱 行政法人医薬基盤研究所】

0本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の見点に立って給与水準の適切陛等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行つている。

本法人の平成 19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (鍋齢勘案)で 104。 2

僣彰■ 技術職員)と国家公務員の水準を卜同っている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地や学歴構成、C管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 動 の

出向者の構成 0まとんどが本府省及び管区機関からの出向者))が挙げられている。し

かしながら、評価結果において、③についての言及はなされているが、①、②に関し

て法人の説明の合理性の検証状況が明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一アー (イ )、 (ウ))を踏まえ、法人の説

明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評

価結果において明ら力ヽこすべきである。

・ 本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

に対し、「illldに向けた取組状況や効果について厳格な評価を行うべきである。」との

指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成17年度の基準値653,499千円に対し19年

度 673,992千円 υ.4%増加 (人事院勧告を踏まえた給畢改定分を除く。))となってお

り、取組開始から2年を経過した時点で2%以上の削減に至っていないが、この肖臓

状況が法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しか

しながら、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が評

価結果において明らかにされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数蹴 じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の削減

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽこした上で、法人の取組を促

すべきである。傷J紙 2(2-イ )参照)



【独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構】

` 本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年度の

基準値 36人に対し19年度39人 0。 3%の増加)と なっており、取組開始から2年を

経過した時点で2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削

減計画上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、業務実績報告

書においては、鴨漱‖噴改革における当機構の導 数 (,起動 は、41名である。」

と給与水準等公表における基準値及び実績値と異なる説明がされており、これを前提

とした評価力浙子われているが、公表値を前提とした法人の取組の検証状況については

評価結果において明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、咄 始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、公

表値を前提とした法人の取組状況の適勢性について検証し、今後の削減計画等、法人

の中期計画で示す平成 21年度末までに4%以上の削減を確実に達成するための展望

を評価結果において明ら力ヽこした上で、法人の取組を促すべきである。偶囃レ (2-

ア)参Ю

【年金積立金管理運用独立行政法Al

・ 年金積立金の運用については、中期計画において、各年度における各資産ごとのベ

ンチマーク収益率を確保するよう努めるとされており、評価結果ではA評定 (中期計

画を上回っている)と されている。

しかしながら、外国債券については、中期計画において目標とされているベンチマ

ークを上回つた収益率となっているものの、国内債券、国内株式及び短期資産は、お

おむね、ベンチマーク並の収益率、また、外国株式はベンチマークを下回る収益率と

なっており、A評定とする考え方、理由、根拠等が明らかとなっていなし、

今後の評価に当たっては、より厳格な評価を行うとともに、評価の考え方、理由、

根拠等を明ら力ヽこした上で評価すべきである。



中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果

についての意見

【独立行政法人勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、福祉医療機構及び国

立重度知的障害者総合施設のぞみの園】

上記4法人については、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方

向性について」(平成 18年 11月 27日付け政委第23号、平成19年 12月 11日 付け政委

第27号政策評価 0独立行政法人評価委員会委員長通知し以下「勧告の方向胸 という。)

の取りまとめに当たり、その組織及び業務の全般にわたる見直しの中で、個々の中期目

標の達成状況をも判定する観点から併せて検討を行つたところであり、独立行政法人通

則法 (平成11年法律第 103号)第 34条第3項に基づく所要の意見については、勧告の

方向性を通じて指摘したものである。

なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿つた業務の質の向上及び

効率化が、的確な業務の進捗 と併せて推進されるよう、貴委員会は、毎年度の厳格か

つ的確な評価に努められたし、



男りれ12

独立行政法人等の給与水準及び総人件費改革に関する評価の結果について

給与水準関係

独立行政法人の給与水準に関しては、「独立行政法人整理合理化計画」 (平

成 19年 12月 24日 閣議決定。以下 「整理合理化計画」という。)に基づき、

①国家公務員 と比べて給与水準の高い法人については、「その水準が高い理

由及び講ずる措置について公表 し、国民に対 して納得が得られる説明を行 う

とともに、社会的に理解が得られる水準とすること」(Ⅲ -1-(4)一 ①―イ )、

②国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人については、「給

与水準が適切なものかどうか検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、

国民の理解が得 られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対

応すること」 (Ⅲ -1-(4)一①一ウ)が求められている。

この整理合理化計画等を踏まえ、各法人は、平成 19年度における役員の

報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の公表 (以下 「給与水準等公表」

という。)に 当た り、①国家公務員 と比べて給与水準の高い法人については、

その水準が高い理由及び講ずる措置を公表するとともに、給与水準是正の日

標水準等を併せて公表、②国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のあ

る法人については、給与水準が適切なものかどうかの検証及び講ずる措置を

公表することとされた。当該公表資料は、各府省の独立行政法人評価委員会

(以下 「府省評価委員会」 とい う。)等による評価において活用されること

が期待されている。

府省評価委員
｀
会については、「国家公務員の水準を上回る法人の給与水準

の適切性等に関し厳格な事後評価を実施すること」(行政改革の重要方針 (平

成 17年 12月 24日 閣議決定。以下 「重要方針」とい う。)4-(1)一 ウー①

― (工 ))、 「給与水準について、十分国民の理解が得 られる説明がなされてい

るか等の観点から、 (中略)評価委員会による事後評価において (中略)厳

格にチェックする」 (整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一 ③)こ とが求められてお

り、当委員会についても二次評価を行 うことが求められている。

、このような状況を踏まえ、当委員会は、府省評価委員会等の評価結果につ



いて、次のような視点から横断的に分析を行つた。

① 国家公務員 と比べて給与水準の高い法人について、以下のような観点か

ら厳格なチェックを行っているか。

・ 給与水準が高い理由についての法人の説明が、国民に対して納得の得

られるものとなっているか。

・ 給与水準について講ずる措置についての法人の説明 (法人の設定する

目標水準を含む。)が、国民に対 して納得の得 られるものとなっている

か 。

・ 給与水準が社会的な理解の得 られる水準となっているか。

② 国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人について、国の

財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関する法

人の検証状況をチェックしているか。

分析の結果、給与水準に関する府省評価委員会等の評価結果について、以

下のとお り改善が必要と考えられる点がみられた。

(1)国家公務員 と比べて給与水準の高い法人

平成 19年度において、事務・技術職員の給与水準が対国家公務員指数

(年齢勘案)で 100を上回る法人は 103法人 (独立行政法人 102法人及び

日本司法支援センター。 (2)において同じ。)中 68法人となってお り、こ

の うち勤務地や学歴構成を勘案 した指数がなお、100を上回る法人は 51

法人であることが、給与水準等公表により明らかになっている。

(なお、研究職員については 42法人中 17法人、病院医師については 4法人中 3法人、病院看

護師については4法人中 2法人が、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 100を 上回つている。)

これ ら法人についての評価の状況は表 1(p.11)の とお りである。

当該法人に係 る評価結果について、当委員会 として改善が必要 と考えら

れ る点は以下の とお りである。

ア 給与水準が高い理由についての、法人の説明に対する検証状況

(ア)法人の説明に対す る独立行政法人評価委員会 としての認識

農畜産業振興機構 、住宅金融支援機構、国際協力機構、国際交流
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基金、 日本貿易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、理化

学研究所、科学技術振興機構、原子力安全基盤機構、都市再生機構、

日本原子力研究開発機構、国民生活センター、農業者年金基金、農

林漁業信用基金 (財務省独立行政法人評価委員会 )、 水資源機構、郵

便貯金 0簡易生命保険管理機構、労働安全衛生総合研究所、通関情

報処理センター、緑資源機構、日本万国博覧会記念機構、雇用 。能

力開発機構、空港周辺整備機構、自動車事故対策機構、航海訓練所、

情報通信研究機構、航空大学校及び港湾空港技術研究所については、

給与水準が高い理由についての法人の説明に対する独立行政法人評

価委員会 としての認識が評価結果において示 されていない。給与水

準が高い理由については、法人自身の説明が公表 されてお り、今後

の評価に当たつては、以下の分析結果も踏まえ、法人の説明が国民

の納得の得 られるものとなつているかとい う観点から検証 し、その

結果を評価結果において明らかにすべきである。

(イ)給与水準が高い理由として、職員の勤務地や学歴構成を法人が挙げ

ている場合

住宅金融支援機構、国際協力機構、中小企業基盤整備機構、国際

交流基金、 日本貿易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、

理化学研究所、科学技術振興機構、新エネルギL・ 産業技術総合開

発機構、原子力安全基盤機構、都市再生機構、福祉医療機構、国民

生活センター、日本学術振興会、農業者年金基金、農林漁業信用基

金 (財務省独立行政法人評価委員会 )、 郵便貯金 0簡易生命保険管理

機構、鉄道建設 0運輸施設整備支援機構、環境再生保全機構、労働

安全衛生総合研究所、通関情報処理センター、緑資源機構、海上災

害防止センター、雇用 0能力開発機構、自動車事故対策機構、情報

通信研究機構、医薬基盤研究所及び大学評価 0学位授与機構につい

ては、法人 自身が給与水準の高い理由として職員の勤務地又は学歴

構成を挙げているが、評価結果において法人の説明の合理性につい

ての検証状況が明らかにされていない。
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また、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 については、地域又は学

歴 を勘案 した対国家公務員指数がなお 100を上回つてお り、これ ら

の理 由だけで給与水準の高い理 由が説明できないにもかかわ らず、

他の理由について法人か ら明確な説明がなされていない。

職員の勤務地や学歴 については、これ を勘案 した対国家公務員指

数 (年齢・地域勘案、年齢・学歴勘案及び年齢・地域 。学歴勘案 )

が公表 されてお り、これ を用いて法人の説明の合理性 を定量的に検

証す ることが可能であることか ら、今後の評価に当たっては、その

検証 を行い、評価結果 において明 らかにす るとともに、職員の勤務

地や学歴構成のみで給与水準の高 さが説明できないにもかかわ らず

他の理 由について法人か ら明確な説明がなされていない場合 には、

給与水準の高い理 由についての一層の分析 と説明を行 うよ う法人に

促すべきである。

なお、職員の勤務地及び学歴構成が給与水準の高い理由 として挙

げ られている場合に、事務所 ごとの職員配置の見直 しや給与支給基

準における学歴勘案の在 り方の見直 し等に取 り組む ことを通 じて給

与水準の適正化 を図る余地がないか、法人における検討 を促す こと

は、望ま しい評価の在 り方 として考えられ るところである。

(ウ )給与水準が高い理由として、管理職割合が高いことを法人が挙げて

いる場合

日本高速道路保有 0債務返済機構 、農畜産業振興機構、国際協力

機構、国際交流基金、宇宙航空研究開発機構 、理化学研究所、科学

技術振興機構、都市再生機構 、 日本原子力研 究開発機構 、国民生活

セ ンター、農業者年金基金 、海洋研究開発機構、鉄道建設 0運輸施

設整備支援機構、高齢・障害者雇用支援機構 、雇用 0能力開発機構、

自動車事故対策機構及び医薬基盤研究所については、法人 自身が給

与水準の高い理 由 として管理職割合が高いことを挙げているが、評

価結果 において法人の説明の合理性 についての検証状況が明 らかに

されていない。



管理職割合が高いことについては、給与水準の是正の観点から合

理的な理由がある場合を除き改善すべきと考えられることから、今

後の評価に当たっては、管理職割合の高い理由が合理的なものかど

うか法人の説明を検証 し、評価結果において明らかにするとともに、

合理性が認められないものについては、管理職割合の改善に向けた

取組を促すべきである。

(工)給与水準が高い理由として、その他法人固有の事情を挙げている場

△
ロ

日本高速道路保有 0債務返済機構、住宅金融支援機構、国際協力

機構、中小企業基盤整備機構、国際交流基金、日本貿易振興機構、

宇宙航空研究開発機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、理化学

研究所、科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、

原子力安全基盤機構、都市再生機構、日本原子力研究開発機構、.日

本学術振興会、労働政策研究・研修機構、水資源機構、鉄道建設・

運輸施設整備支援機構、労働安全衛生総合研究所、通関情報処理セ

ンター、緑資源機構、日本万国博覧会記念機構、酒類総合研究所、

日本スポーツ振興センター、雇用 0能力開発機構、空港周辺整備機

構、航海31練所、産業技術総合研究所、航空大学校及び港湾空港技

術研究所については、法人自身が給与水準の高い理由として (イ )(ウ )

に掲げた理由以外に法人固有の事情を挙げているが、評価結果にお

いて法人の説明の合理性についての検証状況が明らかにされていな

い 。

法人固有の事情 としては、例えば、高度な専門技能等を要する業

務に対応 した人材の確保が必要であることや住居手当を受給する者

の割合が国と比べ高いことなどが挙げられているが、今後の評価に

当たっては、これ らの事情について給与水準の高い理由として国民

の納得が得 られるものとなつているかどうか法人の説明を検証 し、

評価結果において明らかにすべきである。
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イ 給与水準に関 し法人の設定 した 日標水準の妥 当性 についての検証状

況

日本貿易保険、空港周辺整備機構 、港湾空港技術研究所について

は、平成 22年度以降における対国家公務員指数の 日標水準が現状維

持又は現状 を上回 るもの となっているが、評価結果においてこの妥

当性についての検証状況が明 らかにされていない。

給与水準の適正化 に向けた法人の 日標設定の状況や 日標達成に向

けて法人が講ず る措置について も、国民の納得が得 られ るものであ

ることが必要であ り、法人の説明内容の検証 し、評価結果において

明 らかにす ることが望まれ る。

特に、 日標水準が現状維持又は現状を上回 る場合には、法人の取

組の適切性 について国民の納得を得 ることはよ り困難 と考えられ る

ことか ら、今後の評価 に当たつては、法人が設定 した 日標水準の妥

当性についても検証 し、評価結果 において明 らかにす るとともに、

妥当性が認 め られ ない ものについては、より適切 な目標水準の設定

を促すべきである。

ウ 給与水準が社会的な理解の得 られ る水準 となっているかについての

検証状況

(ア)給与水準が前年度に比べ上昇 している場合

国際協力機構 、医薬品医療機器総合機構、原子力安全基盤機構、

労働安全衛生総合研究所、 日本万国博覧会記念機構、酒類総合研究

所、自動車事故対策機構、交通安全環境研究所及び航空大学校につ

いては、平成 19年度における対国家公務員指数 (年齢勘案)が前年

度に比べ上昇 しているが、評価結果において この理由についての検

証状況が明 らかにされていない。

前年度 と比較 して給与水準が上昇 している場合には、給与水準に

ついて社会的な理解 を得 ることが よ り困難 と考え られ ることか ら、

今後の評価 に当たつては、その理 由について評価結果において明 ら

かにす るとともに、給与水準の適正化 に向けた法人の取組 を促すべ
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きである。

(イ )給与水準の適正化に向けた法人の不断の取組を促す評価

各法人が給与水準の適正化に係る日標を設定し取組を行 うことと

している中、府省評価委員会の評価は給与水準の適正化に向けた法

人の取組を促すものとなることが期待 されるところであるが、農畜

産業振興機構、住宅金融支援機構、中小企業基盤整備機構、日本貿

易振興機構、石油天然ガス 0金属鉱物資源機構、原子力安全基盤機

構、都市再生機構、農林漁業信用基金 (財務省独立行政法人評価委

員会 )、 水資源機構t郵便貯金 0簡易生命保険管理機構、通関情報処

理センター、酒類総合研究所、空港周辺整備機構、交通安全環境研

究所、航海訪1練所、情報通信研究機構、航空大学校、電子航法研究

所、大学評価 0学位授与機構及び港湾空港技術研究所については、

|  そのような観点からの評価が行われているか評価結果において、明

らかにされていないことから、今後の評価に当たっては、給与水準

の適正化に向けた法人の不断の取組を促す観点からの評価を行い、

評価結果において明らかにすべきである。

(2)国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人

‐ 平成 19年度において、国の財政支出規模の大きい法人 (※)は 103法

人中 84法人、累積欠損のある法人は 103法人中 22法人となっている。こ

の うち、事務・技術職員の給与水準が対国家公務員指数 (年齢勘案)で

100を 上回る法人は、国の財政支出規模の大きい法人で 52法人、累積欠

損のある法人で 18法人 となっている。

(※ 国の財政支出額が 100億 円以上又は支出予算の総額 に占める国の財政支出割合が 50%以上の

法人 (「 独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法について (ガイ ドライン)

(平成 15年 9月 9日 策定、平成 20年 3月 18日 改定)」 における定義による)。 )

国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人は、整理合理化

計画に基づき、給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められ

ている。特に、給与水準が国家公務員と比べて高くなっている法人につい
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ては、当該給与水準について国民の理解を得ることはより困難 と考えられ

ることから、府省評価委員会による評価においても、給与水準の適切性に

ついてより慎重な検討が必要である。

これ らの法人は、給与水準等公表の際に、給与水準が適切なものかどう

かの検証及び当該検証に基づき講ずる措置について公表 していることか

ら、評価に当たつては、公表 された法人の説明を踏まえた給与水準の適切

性の検証を行 うべきである。

総人件費改革関係

独立行政法人の総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するため

の行政改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第 47号)(以下 「行政改革

推進法」という。)及び重要方針に基づき、平成 17年度からの 5年間で 5%

以上の削減を基本 とする取組を行 うことが求められてお り (※ )、 整理合理

化計画においても、行政改革推進法の規定に沿つて着実に削減に取 り組むこ

ととされている (整理合理化計画Ⅲ-1-(4)―①―ア)。

※運用に当たつては、以下のような取扱がなされている。

・ 人件費 (常勤の役職員に支給される報酬、給与、賞与、その他手当)の削減による方法のほ

か、人員 (常勤の役職員)の削減による方法が認められており、法人ごとに、いずれの方法に

よるかを選択することとされている。

・ 人事院勧告を踏まえた給与改定分については、削減対象外。

・ 沖縄科学技術研究基盤整備機構及び日本司法支援センターについては、対象法人から除外。

・ 環境再生保全機構 (石綿健康被害救済事業)、 福祉医療機構 (年金住宅融資債権の回収業務

等)、 医薬品医療機器総合機構 (医 薬品審査)及び工業・所有権情報研修館 (特許庁から移管

された情報システム関連業務等)については、0内 の各業務に係る人員の増員後の人件費を基

準額とするよう補正。

・ 整理合理化計画に基づき廃止等を行 う独立行政法人が 5%以上の削減を達成 している場合、

当該法人の職員を受け入れる独立行政法人等において、当該職員の採用に係る人件費は対象外

(今後、旧緑資源機構について適用予定)。

・ 研究開発法人における、①競争的資金により雇用される任期付職員、②受託研究・共同研究

のため民間からの外部資金により雇用される任期付職員、③ (1)国 からの委託費・補助金に

より雇用される任期付研究者及び (1)運営費交付金により雇用される任期付研究者 (「 第二

期科学技術基本計画」 (平成 18年 3月 28日 閣議決定)において指定されている戦略重点科学

技術に従事する者及び若手研究者 (平成 17年度末において 37歳以下の研究者をいう。)に限

る。)(注 )については、削減対象外 (③ については、研究開発システムの改革の推進等による
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研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成 20年法律第 63号)の

施行の日 (平成 20年 10月 21日 )から適用 )

(注)た だし、(1)の増員については、削減対象人員を純減 させた範囲内までとし、それら

の増減を足し合わせた人件費 (も しくは人数)か平成 17年度におけるそれらの人件費 (も

しくは人数)を超えないこととする。

総人件費改革についての各法人の取組状況については、各法人の給与水

準等公表の際に公表することとされてお り、当該公表資料は、府省評価委

員会による評価において活用 されることが期待されている。

府省評価委員会については、「各法人の人件費削減の取組状況 (中略 )

に関し厳格な事後評価を実施すること」(重要方針 4-(1)一 ウー①一 (工))

が求められてお り、当委員会についても二次評価を行 うことが求められて

いる。

このような状況を踏まえ、当委員会は、府省評価委員会の評価結果につ

いて、次のような視点か ら横断的に分析を行った。         ′

○ 取組開始から2年を経過 した時点で 2%以上の削減に至っていない

場合、特段の事情がない限り、取組が順調であるとは考えにくいが、法

人の取組の適切性について検証が行われているか。また、今後、削減 目

標の達成に向けた法人の取組を促すものとなっているか。

平成 19年度において、17年度 と比べ 2%以上の削減に至っていない法

人は、人件費の削減を行 うこととしている 84法人の うち 18法人、人員の

削減を行 うこととしている 17法人の うち 3法人であることが、給与水準

等公表により明らかになっている。

これ ら法人についての評価の状況は表 2(p.33)の とお りである。

当該法人に係る府省評価委員会の評価結果について、当委員会 として分

析を行つた結果、改善が必要と考えられる点は以下のとお りである。

ア 総人件費改革の取組状況における基準値及び実績値について

医薬品医療機器総合機構、交通安全環境研究所、平和祈念事業特別

基金、原子力安全基盤機構及び年金・健康保険福祉施設整理機構につ

いては、給与水準等公表において法人が公表 している総人件費改革の
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取組状況における人件費等の基準値及び実績値 と異なる説明が業務

実績報告書においてなされてお り、これ を前提 として評価が行われて

いるが、公表値 を前提 とした法人の取組の検証状況については評価結

果において明 らかにされていない。

今後の評価に当たつては、取組開始か らの経過年数に応 じた達成状

況を踏まえ、公表値 を前提 とした法人の取組状況の適切性 について検

証 し、今後の削減計画等、5年間で 5%以上の削減を確実に達成す る

ための展望を評価結果において明 らかに した上で、法人の取組 を促す

べきである。

法人の取組の適切性 についての検証状況

放射線医学総合研究所 、医薬基盤研究所、国立病院機構、労働者健

康福祉機構、水産総合研 究セ ンター、国立美術館、水産大学校、日本

貿易振興機構、メデ ィア教育開発セ ンター、森林総合研究所、国際交

流基金及び労働安全衛生総合研究所 については、平成 19年度時点の

削減状況が法人の具体的な削減計画上予定 されたものであるとの事

情はみられないが、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後

の削減に向けた展望が、評価結果において明らかにされていない。

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状

況を踏まえ、法人の取組状況の適切性について検証 し、今後の削減計

画等、5年間で 5%以上の削減を確実に達成するための展望を評価結

果において明らかにした上で、法人の取組を促すべきである。
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表 1 給与水準に関する評価の状況

表 2 総人件費改革に関する評価の状況



表1給与水準に関する評価の状況

※

場
省

法:人
名

対国家公務員

指数 (年齢勘
案)

対国家公務員
指数 (年齢・地
域。学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項 目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年虜

(下段:平成18年度|

年齢
年齢+地
域+学歴

経済産
業省

日本貿易保険
13ИL l

(139.1)

114.2
(118.8)

134.1 114.2
1-(1)一 イ

国土交
通省

日本高速道路保有。債務返済
機構

133.3
(139.1)

118.1

(124.2)

116

程度 ‐０６
破

財
1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)― アー(工)

内閣府
沖縄科学技術研究基盤整備機
構

132_7
(145.3)

141.6
(155.1)

133.5 財

農林水
産省

農畜産業振興機構
131.2
〈132.9)

111.9
〈114.1)

104. 1
(24年 度 )

財 累

1-(1)一 アー17)

1-(1)一 アー (ウ )

1-(1)一 ウー(イ )

財務省 住宅金融支援機構 128.6
(― )

117:8
(― )

‐２５離
116

程度
財 累

1-(1)一 アー17)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )
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国家公務員と比べて給与水準が高い理由にう
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

。金1哉員の在月哉地域か、東京(90%,及 び大阪 (10%)である
こと
。大学。大学院卒の割合が84%と高いこと
。国際金融等の専門的人材を確保するには、労働市場にお
ける当該入材の給与水準を踏まえた給与水準が不可欠であ
り、こうした人材の市場価格による影響
。国からの出向者のうち、出向以前に管理職でない職員が
日本貿易保険において管理職として勤務する際に管理職手
当が支給されていること(ただし、残業手当が支給されないこ
とから、必ずしも当該職員の給与の上昇にはつながつていな
い。)。

。日本貿易保険が、国に比べて給与水準が高くなつている理由は、まず職員
の殆どは東京所在であり、大学卒業者の構成比率が高いことによる影響があ
る(地域・学歴を勘案すると、指数は114.2)。
。さらに日本貿易保険は、その業務の性質上、国際金融等の高度な専門能
力を有する人材を必要とし、民間金融機関からの出向や中途採用を中心とし
て労働事業から適切な人材の確保を行うてきていることから、相応の給与水
準とすることが必要であると考えられる。
。ただし、国からの出向者について、出向以前に管理職でない職員が日本貿
易保険において管理職として勤務する際に管理職手当が支給されているな
ど、国からの出向者給与について出向ポストや管理職登用の給与等の制度
を見直す余地もあり、これらについて対応が求められる。

。勤務地による差異 0地域手当150/O以上の支給地 (東京
都特別区、大阪市等)に勤務する者の占める割合 機構 :

100%⇔国(行―):30%②地域手当18%以上の支給地
(東京都特別区)に勤務する者の占める割合 機構 :92%
⇔ 国(行―):26%
・職員の学歴構成による差異 大卒以上の者の占める割合
機構 :77%⇔ 国 (行―):48%
・役職者 (役職手当支給対象者)の割合による差異 ①役職
手当(8%以上)の支給対象者の割合 機構 :28%⇔ 国
(行―):22%②役職手当(20%以 上)の支給対象者の割
合 機構:13%⇔ 国 (行―):3%
。現場組織はなく、企業で言えば本社の企画。財務部門や
ホールディングカンパニーのように専F5性の高い統括業務
に特化した組織であること。
・定型業務については職員ではなくアウトソーシングによる
業務遂行を基本としており、仮に、アウトソーシングしている
派遣職員を職員とみなして試算すれば、対国家公務員指数
は5ポイント程度下がると見込まれる。

・効率的な組織運営や業務運営を図ることにより、平成17年度年間換算額
(実績ベース)に比べ、6.5%の削減を行つたが、当機構のラスパイレス指数
は高い数値となっている。その要因は、本指標の算出方法に、勤務地や学
歴が考慮されていないことも一因であるが、その要因を勘案しても118.1と高
い水準にある。
・国家公務員の給与構造改革等を踏まえ、本給表の水準の引き下げ及び地
域手当の改定を実施した。
・給与水準が国家公務員と比べて高いものとなっているところであり、「行政
改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)を踏まえ、適材適所の人
員配置を進める等、引き続き改善の努力を求めたい。

・派遣幡員・任期付l「l員等の活用により組織のスリム化に努
ゅた結果、限られた定年制職員については、基幹となる職
員を中心に充てており、定年制職員全体の給与水準は高く

a25月懲 島謄 讃 麗 暑嘗轟瀞災77設慇貯
7人

。理事長及び運営委員にノーベル賞受賞の外国人を迎えて
いるほか、外国人研究者を多く採用。このため、基幹となる
職員には、英語能力や国際的水準の専門能力を有する人
材を採用。これらの者については、能力主義の下、年齢にと
らわれず配置。高度な人材を遠隔地で雇用するためには、
給与水準に一定の配慮が必要 (職員の水準 民間等出身
者(国 。独法出身者以外)9人 (90.0%)、 修士以上4人
(40.0%)、 1級建築± 2人 (20.0%)、 英語能力については
ネイティブレベル1人、ビジネスレベル2人 )

。給与水準 (ラスパイレス指数)が国に比べて高い理由については、①定年制
職員を基幹となる管理職に充て、派遣・任期付職員の活用により組織のスリ
ム化に努めた結果、管理職の割合が高いこと、②専門能力を有する人材を
採用していることについて、数量的な情報も含め説明されており、明確なもの
となつている。
・給与水準については、機構は、世界最高水準の大学院大学を設立するた
めの過渡的な組織であるという他の独立行政法人とは異なる性格を有するも
のではあるが、国民の理解を得るためには給与水準の適正化に努めることは
必要であり、その実施に努めた結果、平成19年度のラスパイレス指数が大幅
に低下したこと(前年度比△12.6)は評価できる。引き続き、給与水準につい
て、国民の理解が得られるよう説明責任を果たすとともに、質の高い職員の
確保に留意しつつ、一層の引き下げに取り組む必要がある。

。当機構の業務は、質・量とも増カロするとともに、裁量性が高
く、意思決定の迅速化と責任体制の明確化が必要とされて
いる。大幅な定員削減が行われる中で、このような業務を、
的確な判断と責任を有するマンパワーで処理するため、 機
械化できる業務のIT化を推進すること等により補助的業務
に携わる一般職員を中心に削減してきたことが、管理職の割
合を高め、これが対国家公務員指数が高い‐因ともなって
レヽる̂

。国家公務員の給与構造改革を踏まえ、平成17年 12月 1日 から人件費改革と
して取り組んでいる「給与構造の見直し」を着実に推進しているほか、平成19

年度からは、新たな人事管理制度として(管理職ポストオフ制度、管理職ヘ
の昇格抑制、昇給幅の抑制、業務専門職等を導入し、一層の人件費削減に
取り組んだ。
なお、地域・学歴別のラスパイレス指数は、昨年の114.1か ら111.9へ と2.2

ポイント低下し、人件費の削減に積極的に取り組んでいる。

。証券化支援業務を中心とする当機構の業務を円滑かつ適
切に遂行するためには、極めて専門的かつ高度な金融技術
や金融能力を有する優秀な人材を確保し、定着させ、さらに
能力を十分に発揮してもらうための処遇が必要。
・機構の給与水準については、民間金融機関の例も参考に
しながら判断(職員数や支店数が同程度の規模の民間金融
機関と同程度の水準)

。勤務地が主に大都市部に所在することや大卒以上の学歴
の職員の割合が高いことが影響

・ FL謁駆な し
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揚
イ

法 人 名

対国家公務員

指数 (年齢勘
案)

対国家公務員

指数 (年齢。地

域。学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成10年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年虜

(下段:平成18年度)

年齢
年齢+地
域+学歴

国土交
通省

住宅金融支援機構
２８

．

一

117_8
(― )

‐２５
破 ‐‐６破

財 累

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(→

1-(1)一ウー(イ )

外務省 国際協力機構
128.5
(127.9)

112_5
(lH.9)

122.4
(23年度)

106.4
(23年度 )

財

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(ウ)

1-(1)一アー(工)

1-(1)一 ウー(ア)

経済産
業省

中小企業基盤整備機構
126.2
(127.6)

i16.4
(117.4)

122.7 112.6 財 累

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アーllE)

1-(1)一 ウー(イ )

外務省 国際交流基金

1凛.2
(126.1)

106.5
(10719)

123.2 104.7 財

1-(1)一 アー(ア)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(ウ )

1-(1)一アーlIE)

経済産
業省

日本貿易振興機構
123.7
(126.2)

110.3
(112.0) 121.0 107.1 財

1-(1)一アーσ)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アーtIE)

1-(1)一ウー(イ )



冒1季|↑奮誦 雖 親婁;''1守
|こ? 給与水準に関する評価の状況

。証券化支援業務を中心とする当機構の業務を円滑かつ適
切に遂行するためには、極めて専門的かつ高度な金融技術
や金融能力を有する優秀な人材を確保し、定着させ、さらに
能力を十分に発揮してもらうための処遇が必要。
・機構の給与水準については、民間金融機関の例も参考に
しながら判断 (職員数や支店数が同程度の規模の民間金融
機関と同程度の水準)

。勤務地が主に大都市部に所在することや大卒以上の学歴
の職員の割合が高いことが影響

。国家公務員においては平成18年度から平成22年度までの間に段階的に実
施される官民給与格差是正措置について、当機構では平成19年度から職員
の本俸の現給保障を打ち切つて完全実施する等、人件費の削減及び給与
の見直しを着実に行つている。その結果、人件費については、平成18年度の
9,756百万円と比較し、8.9%の削減を行つており、優れた実施状況にあると

認められ、評価できる。その他、機構独自の取り組みとして、複線型人事制
度の導入、賞与の年間支給月数の引き下げ、平均定期昇給率を国家公務
員の1/2の水準への引き下げを行つており、ラスパイレス指数の低下にも取り

組んでいる。
。在職地域。学歴構成による影響 (比較対象の国蒸公務員
行政職 (― )に比べ、都市部在職者及び大学卒以上の者の

比率が高いことから法人基準年齢階層ラスパイレス指数は1

6.0ポイント高くなつている。)

。管理職比率による影響 (当法人の管理職比率は、国家公
務員行政職 (一)の13.4%に対し32.0%となつている。当
法人の管理職比率を国家公務員並みとした場合の法人基
準年齢階層ラスパイレス指数を計算したところ、2.3ポイント
の減となつた。)

。当法人の職員には、語学力や折衝・調整能力に加え、異
文化への高い順応性や相当程度の専門性が要求されてい

る。こうした業務内容の特殊性等による影響について、上記
1及び2以外の10.2ポ イントがこれに相当するものと考えら
れ′る̂

ラスパイレス指数 の低 下に向け、努力を継続する必要がある。

。当機構の場合、全て本部において採用し、ある程度経験を
積んでから地方勤務を命じており、地域手当について、国の

制度を準用した異動保障制度を採用していることから、当該
手当率が高い地域から低い地域に異動した場合には2年

間、異動前の手当率 (1年 目10096、 2年目8幅)をもつて支給
している。
。当機構は中期目標において中小企業支援と地域振興を一

体的に推進することを掲げ、全職員の5割超 (独法化前4割

弱)を地方勤務に配置しており、その結果、地方勤務者の比
重及び指数が高くなり、全体の指数を上げることとなつてい
る。

。当機構の場合、全て本部において採用し、ある程度経験を積んでから地方

勤務を命じており、地域手当について、国の制度を準用した異動保障制度を
採用していることから、当該手当率が高い地域から低い地域に異動した場合
には2年間、異動前の手当率をもつて支給している。
。当機構は中期日標において中小企業支援と地域振興を一体的に推進する
ことを掲げ、全職員の5割超を地方勤務に配置しており、その結果、地方勤
務者の比重及び指数が高くなり、全体の指数を上げることとなつている。

・特IIJttrll手 当(国尿公務員の地域手当に相当)が高く、東
京特別区内に所在する本部の勤務者数の比率が国家公務
員より高い。大卒者の比率が国家公務員より高い。
。当法人では地方採用はなく支部勤務者のほとんどが本部
勤務の後支部へ異動するが、特別都市手当のもつとも高い

.

東京から低い地域への異動となるため、特別都市手当の異
動保証の対象となること。
・高年齢層を在籍出向又は退職出向させられるような関連
団体を有しておらず、定午まで在職する職員が殆どであるた
め、高年齢層の占める割合が大きく、またその層の多くが管
理職ポストに就いている
。国際業務の特殊性 (外国語運用能力、地域専門性等)か
ら、商社等海外に事業展開している企業と人材が競合して
おり、一定の給与水準を確保する必要がある。

。人件費については、ラバ イレス指数が低下したが、給与水準に関しては

国民の理解が得られるような説明が重要である。平成20年度以降、引き続き
ラスパイレス指数に注意しつつ、定められた中期的な人件費削減目標に向
かつて着実に肖1減を進める必要がある。_

・給与水準が国家公務員より高めに設定されたという経緯が
ある。
・雇用保障がないなど国家公務員と身分が異なる
。貿易投資の実施機関という性格上、高い語学力を備え、国
際情勢に精通していること、貿易投資に関する専門知識が
求められるなど、専門性の高い優れた人材を登用する必要
がある。
。大学。大学院卒の割合が94.7%(事務・技術職員)と高く、
さらに在職地域が東京、大阪で77.1%(事務・技術職員)と

地域手当の支給率が高い都市部に集中。他地域勤務者に
ういても国の制度を準用した異動保障制度対象者が過半を
占める。
。2～3人体制の地方勤務や海外における1人事務所長ポス
トなど、早い段階から的確な判断と調整能力が必要となる難
易度の高い業務を遂行する能力が求められること等に応じ
た制度設計。定年まで在職する職員が殆どであり、かつその

層の多くが管理職ポストに就いていること。

。国家公務員の給与水準とも適切な比較が行われている。



揚
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案 )

対国家公務員
指数 (年齢。地
域・学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出P累積
欠損

指摘項 目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢 +地
域+学歴

文部科
学省

宇宙航空研究開発機構
123.4
(123.8)

117_4
(117.5)

114.0 財
1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 アー(工)

経済産
業省

石油天然ガス。金属鉱物資源機
構

122.7
(126.1)

120.5
(123.1) 枷

‐‐９
財

1-(1〉―アー(ア )

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー(工)

1-(1)一 ウー(イ )

期斡
理化学研究所

122.4
(124.8)

119.6
(121.9)

120.0 財

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー0)
1-(1)一アー(→

期鞘
科学技術振興機構

122.3
(127.1)

!07.9
(115.9) ‐２０

柿
110

未満
財 累

1-(1)一アーσ)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー0)
1-(1)一アー(Jll



甲で公奮辱       職曇;l理
申千ァ 給与水準に関する評価の状況

愧 設整備等の管理業務、普及啓発業務等については、外
部に委託。高い能力を要する企画・立案。調整等業務に特
化してきている業務を円滑かつ効率的に遂行するために
は、高度な専門知識と豊富な経験をもつたプロジェクトリー

ダーやマネジメント活動を行う人材を多く投入する必要があ
り、相当数の管理職を擁さざるを得ないため。

・給与水準の妥当性については、対国家公務員の比較指標が100を超えて
いる理由として、職員の在職地域や学歴等の要因が考えられるが、今後、そ
の考え方を精査し、引き続き検討をしていく必要がある。

・産油国。資源国の政府や国営企業と密接な関係を構築し、
世界的な資源開発企業等に伍して権益を確保するために
は、専門的な知見を有する優秀な人材を登用する必要が
あったたため。
・物理探査、地質学、地質構造解析などの専門技術のほ
か、資源国の法制度に関する知識、語学能力等多岐にわた
る高度な専門性が必要。
・職員の大学卒の割合を国と比較すると国が48.2%に対し
当機構は79.0%(対国家公務員指数の集計対象324人 中
256人 )であり、大学卒の比率が国と比べて高いこと

・役職員の給与等の水準の検討を継続して行い、人件費改革を推進し、人
件費の10.9%減 (17年度比)を達成した。国家公務員の給与等の水準に近
づく方向で、努力が認められる。
・ラスパイレス指数は122.7と高いが、これは、主として業務の専門性の高さに

規定されたものである。その中で、平成19年度に同指数を3.4ポイント低下さ
せたことは、評価できる。

・事務・技術職員についても積極的に任期制職員、派遣職
員を活用しているが、任期制職員等は給与体系や雇用関係
が異なるため給与水準の比較対象となつていない。
・給与水準比較対象者に占める管理職の割合は、27.4%
(65名 )であるが、これは比較対象外である多数の任期制職
員や派遣職員を管理・指導する立場の職員が構成の中心と
なつている6

。高度な専門教育を受けた即戦力を中心に採用しており、そ
の殆どが大学卒以上(88.6%)であり、大学院以上の学歴を
有する者も24.5%おり、高学歴となつている。
・理化学研究所は、19年度末人員では事務職員1人 当たり
研究系職員数6.5人をサポートしており、他の独立行政法人
と比較しても事務系職員の少数精鋭化による合理的・効率
的な業務運営に努めている。
・借上げ住宅制度があるものの入居後10年以内であり、ま
た、現在は一般管理費削減の影響で新規入居を制限してい
る。一方、国家公務員は在職時から退職後6か月まで入居
可能となつておりt住宅面では十分措置されているとは言い
難い。。このような福利厚生面での有利・不利が反映されて
いない。

。理研の給与水準のあり方について、更に検討するべき。

。最元端の研究開発動向に通じた専門能力の高い高学歴な
職員の比率が高いこと(大学卒 (機構 :93.1%〈 国:48.2%
〉)、 修士卒や博士卒 (機構 :43.2%〈 国:3.7%〉 )の人材を積
極的に採用している。またt企業や研究機関での研究開発
経験を持つ中途採用人材 (中途採用比率:51.0%)を 、年齢
にかかわらず、即戦力として積極的に採用している。)

・管理職の比率が高いこと(機構 :20.8%く国 :16.2%〉 )任期
付職員など約300人を本部において雇用しており、これらの
職員も含めたマネージメントを行う必要があることから、国と
比べ管理職比率が20.8%(93人 )と高くなつている。(ただし、
職員447人 に、当該任期付職員など約300人を加えた場合、
管理職の比率は約12%となり、国より低くなる。))

③地域手当の高い地域(1級地)に勤務する比率が高いこと
(機構 :81.2%〈 国 :25.6%〉 )当機構はイノベーション創出に
向けて、一貫した研究開発マネージメントを担っており、有
識者、研究者、企業等様々なユーザー及び専門家と密接に
協議・連携して業務を行つている。そのため、それらの利便
性から必然的に業務活動が東京中心となつている。

。人件費総額については、行政改革推進法の規定に沿つて、着実に削減に

取り組み、国との給与水準との差も踏まえ、必要な改善に努めることが求めら
れる

=。人件費については、職員と国家公務員との給与水準 (年額)の比較指標
(事務・技術職員)が減少しているものの、引き続き、国家公務員の給与水準
に比べて高くなつているため、国民に対して納得が得られる説明を行うととも
に、今後ともその要因について十分に分析、検証を行い、所要の措置を講ず
るべきである。



場
省

法 人 名

対国蒸公務員
指数(年齢勘

案).|

対国家公務員
指数 (年齢。地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
努員指数の日標水準 財政支

出。累積
欠損

指摘項 目
上段:平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢+地
域+学歴

経済産
業省

新エネルギー・産業技術総合開
発機構

122.1

(123.6)

119.3
(120.4) 109.0 財 累

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工 )

厚生労
働省

医薬品医療機器総合機構
121.3
(121.1)

103.1
(102.7)

1001こ引圧
づける

1-(1)一 ウー(ア )

経済産
業省

原子力安全基盤機構
1219
(120.8)

103.5
(102.6)

113.9 101.9 財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工)

1-(1)一 ウー17)

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省 都市再生機構

120.6
(120.7)

115.5
(116.3)

113.4 累

1-(1)一ァー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一アー∈)

1-(1)一 ウー(イ )



甲否公奮尋       親曇)｀
千由ヤテ? 給与水準に関する評価の状況

。対国家公務員指数比較対象職員のうち大学卒以上の職員
割合は約7割であり、また大学院卒では約2割である等、高
学歴者の占める割合が国家公務員に比べて高い傾向にあ
ること。
。国家公務員は、本府省に勤務する職員 (※全体の約2餓 )

と本府省以外に勤務する職員 (※全体の約8096)にわかれて
おり、その給与には格差がある。しかしながら、当機構は本
部に勤務する職員の割合が約83%と高く、本府省に勤務する
国家公務員に比べて著しく高いものとなつている。また、本
部に勤務する職員
は、組織運営及び事業執行に係る重要な判断を行うため、
本府省に勤務する国家公務員と同等の職責を担っている。
・当機構の職員数約1,000名 に対し、平成19年度における
指数比較対象職員は279名 とその割合は約27.9%にとど
まっている。これは当機構に、指数比較対象とされない複数
の給与体系を適用している職員が多数存在し、当機構職員
給与水準の実態が精緻に反映されたものとなっていないこと
を意味する。特に、当機構において事務業務に従事してい
る任期付職員 (約 250名 )が指数比較対象に含まれていな
いこと。

・給与l■和に梗極的に努力して給与水準削減に努めている様子がうかがえ
る。ただ、上述のように一般の公益法人を比べてかなり特殊な業務であるこ
と、従つて職員の資質にも特異性が要求されることを考慮して、その士気を十
分に維持できるような工夫が必要である。そういった観点から上記の水準は
適当であると考えられる。
・平成18年度の実績において、役職員給与のラスパイレス指数は123.6で
あることが、NEDOの特有の背景として、高度な専門性を要する業務内容に
応じた給与水準が求められていることがあり、適切と認めることができる。しか
し、給与水準の抑制は必然であり、今後の努力に期待したい。

・比較対象となる国家公務員の平均給与は、地九 含めた
全国平均であるが、当機構の勤務地は東京都特別区である
ことによる地域差がある。
。国家公務員 (行政職 (― ))の 1人 当たり平均支給額が3,6
52円 に対し、当機構は7,354円 となつている。なお、当機
構の住居手当の支給基準、支給限度額は国家公務員と同
じである。
。国家公務員 (行政職 (一 ))の学歴別人員構成費における
大学卒以上の比率は48.2%、 うち大学院修了者の比率は
3.9%(平成19年国家公務員給与等実態調査)なのに対
し、当機構における職員のうち、大学卒以上の比率は92.
6%、 うち大学院修了者の比率は62.2%となっている。な
お、当機構が必要とする人材は、その確保に当たって製薬
業界等と競合関係にあるが、業界の給与水準は、当機構と
比識してかなり高いと言われており、相応な給与レベルとす
ることが必要

。平成19年度における総合機構職員と国家公務員との給与水準 (午額)比
較指標は、121.3となつている。しかしながら、総合機構が東京都23区にある
ことから、国家公務員の給与水準を地域勘案すると、107.4に、総合機構の
職員のうち、大学卒以上の比率が92.6%、 大学院修了者の比率が62.3%と
高学歴者の占める割合が高くなっていることから、学歴を勘案すると、■7.1

に、地域と学歴をともに勘案した場合には、103.1となる。医薬品の審査・安
全対策等を行うための有能な人材を確保するためには、相応な給与レベル
とすることが必要である点については理解できる。また、平成19年 4月 から新
人事評価制度の導入にあわせ、国会公務員の給与構造改革を踏まえた新
たな給与制度を構築したことは評価する。なお、引き続き、年齢・地域。学歴
を勘案した対国家公務員指数を100に近づけるように、効果的な取り組みを
続けていくことを期待する。

・他の移行法人とは異なり、平成15年 10月 に新規の法人とし
て新しく設立されたため、組織立ち上げに当たうては、民間
企業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者
を即戦力として採用する必要があつたらまた職員の在勤地
域が東京に集中しているためなど。
。当機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技
術者を然るべき処遇で採用する必要があったことなa
・なお、事務・技術系職員284名 (平均年齢51歳)の学歴内
訳は、大卒は153名、院卒は96名 となつている。また、最近
の採用実績は、新卒採用は約5名 、中途採用は最近20名
程度 (平均年齢46歳)である:

。当機構は、(中略)組織の立ち上げに当たつては、民間企業等から原子力
安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があつ
たこと
。対国家公務員指数が若干高くなっているが、これは、当機構では、高度な
専門業務に対応できる優秀な専門技術者を然るべき処遇で採用する必要が
あつたことなどである。
・給与水準は課せられたミッションにより定められるべきであり、(略)現在のレ
ベルは妥当と考えられる。また、ほぼ妥当と考えられる給与水準で運営され
ている組織について(略)本項目を重要な評価要素とすることには違和感が
ある。
・技術職に分類される職種の実態はきわめて専門性が高く、むしろ研究職と
して扱うほうが適切な場合が多いことをコメントしておく。
・JNESの 業務はきわめて専門性が高いものであり、給与水準が高いことはむ
しろ当然である。

・勤務地による差 (国は全国広範囲に所在、機構は主に都
市部に所在)[地域手当4級地以上の支給地に勤務する職
員の割合:国 51%、 機構91%]
・学歴構成による差 [大卒以上の者の割合 :国 4896、 機構
77%](うち、大学院修了者の割合 :国 496、 機構17%)
。扶養手当(国家公務員と比較して支給対象者の割合が高
い。)[受給者割合 国56%、 機構68%]

祠 駈樫遅蜜「鯛貯織懇雲蜆
的折衝を担う現地事務所が多く、責任を持って折衝を行う必
要から当該事務所に管理職を配置する必要があるという業
務上の特殊性があることから、国家公務員と比較して支給割
合が高くなる。[受給者割合 国16%、 機構26%]
・密集市街地整備や区画整理等の事業手法、あるいは関連
法令等に関する高度で専門的な知識が求められるなど、専
門性の高い優れた人材を継続的に確保し定着させていく必
要性力Sある。

・総人件費改革の取組については、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、
職員給与については平成19年4月 から、概ね5年間で本給水準を4.8%引き
下げる等の機構における給与構造改革を実施している。このほか、組織のス
リム化等を進めることにより、給与水準の引下げを図り、22年度の年齢,地域。

学歴を勘案した実質的な国家公務員指数を■3.4(見 込)とすることとしてい
る。               .
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法 人 名

苅口蒸公務員

指数 (年齢勘
色菫:ゝ

対日外公務員
指数 (年齢:地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準

麟』知
指摘項目

上段 :平成 19年 度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成 19年農

(下段:平成18年度)

年 齢
年齢十地
域+学歴

期幣
日本原子力研究開発機構

119.7
(121.5)

126.3
(128.4)

財累

1-(1)一 アーσ)

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 アーtIE)

］酪
福祉医療機構

119.5
(120.8)

105.0
(106.1)

概ね

100
(24年度 )

財 1-(1)― アー(イ )

内閣府 国民生活センター
‖9。 2
(122.4)

107.0
(108.6) ‐‐５跛 ‐０３離

財

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(ウ )
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給与水準に関する評価の状況

。原子力け究開発の拠点は都 rll部 に立地することが困難で
ある。このような状況の中で大都市に立地し先端的な技術開
発を進める他分野の研究機関や電力会社等の民間企業と
競って有為な人材を確保し、かつ雇用の流動化の傾向が強
まる中で優秀な人材を維持・育成していく必要がある。この
ため、採用困難の解消、採用後の人材確保を目的に給与措
置を講じてきている(主な採用競合先であり人事交流先であ
る電気業との賃金水準の比較の結果、電気業を100とした場
合当法人の賃金水準は94.9となつており、賃金水準は概ね
均衡しているものと思われる。)
。定員減少に伴い積極的に原子力施設の業務の運転・保守
等の業務のアウトソーシングを図つており、そのような状況に
おいても業務の高い安全性を確保するため、職員をこれら
の業務の管理監督に従事させる必要がある。このため、高年
齢の階層において管理監督的職務に従事する職員の比率
が高くなつている。
。国家公務員の地域手当は、人口5万人以上の市について
賃金指数を用いて設定している。当法人は、中核的な研究
開発拠点及び本部を茨城県那珂郡東海村に設置している
が、当該地は人口が5万人未満であるため人事院の設定す
る地域手当算出の対象となつていないと推測される。

・役職員の給与水準の通正化の観点から、人事院勧告に基づく期末手当の
引上げの抑制等を行つたことにより、機構の給与水準の指数は着実に低下し
ており、今後とも適切な取組が行われることを期待する。

・民間の金融部門における給与実態を勘案していること(福

祉医療分野における政策金融を事業の中核として行つてお
り、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間
における金融部門の給与実態を勘案しながら、必要な人材
が確保できる水準としている。)

。管理職比率が高いこと(当機構は、特殊法人改革等の流
れの中で、他組織からの事業承継が断続的に行われてお
り、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の6事業に加
え、年金担保貸付事業等2事業2業務を他組織から承継し、
現在、8事業2業務と多種多様な事業を行つており、事業承
継の過程において、各事業毎に担当部署を設け、結果的
に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較して高い
傾向にある。
・比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均である
が、機構の在勤地は大都市圏 (東京都特別区及び大阪市)

である。(職員の割合…東京都特別区:90.2%、 大阪市 :

9.8%)

。当機構の給与水準が国に比べて高くなつていることについては、当機構が
民間の金融部門における給与実態を勘案していることや管理職比率が高い
ことなど(一定の定量的理由に基づくものである。その中で、管理職ポストの
廃止等による組織のスリム化、全職員の昇級停止等の措置を講ずるなど、給
与水準の適正化に向けた努力は評価できるものである。今後も組織のスリム
化の推進による管理職の適切な縮減など、ラスパイレス指数の低減に向けた
努力を期待するものである。

。相談、調査、商品テスト等の業務を行っているが、これらの
業務を実施するためには、高度で専門的な知識が要求され
ており、専門職としての色彩が強い大卒以上の学歴を有す
る職員を採用してきた。このため、国家公務員と比べて大卒
以上の割合が高く(大卒以上の職員数は90人で、90.9%。 こ
のうち大学院修了者は22人、22.2%)、 学歴を勘案した対国

荷 蓼 駆 動諭蒲 栗鑑 叢 製
ろである。
・平成15年 10月 に本部を相模原市に移転したが、東京都港
区及び神奈り!1県相模原市の両事務所で行う事業には一体
関係が認められることから、同一の給与体系を適用。
・複雑かつ多様な業務実態に応じて管理職員を配置してい
る。平成19年度の管理職員は24人で、集計対象者99人 に
対して24.場 (平成20年4月 1日 在職者H7人 に対しては
20.5%)

・職員の給与水準については、前年度に比べて、国家公務員の給与水準に
近づいたと認められるが、今後とも国民の理解が得られるものとなるよう努め
られたい。
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法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案)|

対国蒸公務員
指数 (年齢・地
域 ,学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の日標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢+地
域+学歴

文部科
学省

日本学術振興会
119.0
(121.0)

104.7

(107.2)
115.0 102.0 財

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー∈)

厚生労
働省

労働政策研究。研修機構
‖8.9
(119.4)

103.9
(104.0)

財 1-(1)一アー(⇒

赫酪
畏業者年金基金

118.5
(122.5)

106.0
(HO.8)

100
(年齢・
地域)

(24年 度)

財

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー (ウ)

財務省 農林漁業信用基金
113.0
(121.4)

102.0
(104.6)

100
(24年 度 )

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

農林水
産省

農林漁業信用基金
‖8.0
(121.4)

102.0
(104.6)

100
(24年度 )
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サ 究功灰。7術の国際父抗寺ぞ鷲運ず0栗務を行つてお
り、職員に大学卒・修士など高学歴の者が必要であり、実際
に高学歴の者が多い。(大学卒以上の割合 国48.2%当
法人88.0%)
。文部科学省と地理的に近接している必要があり、勤務地が
東京都特別区のみである。また、小規模な組織であり、地方
に出先機関を置く必要がない。(地域手当支給区分1級地に
在職する者の割合 国25.6%当法人100%)
。小規模な組織のため、宿舎を保有しておらず、また、人事
交流者が70%を超えており、地方大学等から転居を伴い勤
務する者が多いため、住居手当の受給者が多い。(住居手
当を受給している者の割合 国22.5%当法人50.0%)
。事業実施に当たり、①職員1人 当たりの事業規模が多額
(約 15億円)で大きな責任を伴う、②研究費の審査・配分等
における学会の有識者との連絡。調整、③海外の学術研究
機関、ファンディング機関との交渉。協力など高度な判断能
力、高い語学力が求められ、優秀な管理職が必要とされる。
そのため、結果として国等と比して、管理職の割合が高く
なつている。(管理職の割合国16.2%当 法人23.9%)

・半販19年の給与水準の対目指数については、撤員の昇結号悸数のフロ制、
管理職手当の見直し、管理職ポストの削減等により、119(平成18年 :121)と

着実に低下が図られている。高学歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、
日本学術振興会の給与水準が高くなつている要因はあるが、引き続き適切
な給与水準への改善を望む。

。主たる勤務地が東京都であること、事務職員の約93%が大
卒以上であることによるものであり、こうした地域差及び学歴
差を調整した後の指数は103.9となり、国とほぼ均衡している
ものと考える。
。当機構においては、労働行政職員を対象とした行政実務
に関する研修という業務の性格上の必要性により、研修教
官等に国からの出向を受け入れている。これら出向職員に
ついては、国家公務員に準じた給与の支給を行つているとこ
ろであるが、国家公務員行政職(―)の I種試験相当採用者
の在職割合が約6.38%なのに対し、機構の出向職員におけ
るI種試験相当採用者の在職割合が40%と高いことも、国
に比べ給与水準が高くなつている理由である。

・ラスパイレス指数については、地域差及び学歴差を調整した後の指数が10
3.9であり、国とほぼ均衡しているものと評価できるが、引き続き、適正な水
準の確保に向けた努力を必要とする。

・職員の9割強が東京都区部 (本所)の勤務であるため、国
家公務員の場合と同様に、民間賃金が高い地域に在職する
職員に支払われる手当(特別都市手当)の支給割合が高く
なっている。
・農業者年金は、農業者の確保という農政上の政策目的を
達成するため、①農地制度と密接に関連する年金給付や被
保険者資格等に関する審査。決定、②年金資金の運用、③
年金数理に関する専門的事務等、高い専門性と判断能力
が求められる多岐にわたる業務を行つているこのため、各業
務ごとにこれらの能力と実績を有する責任者を配置する必
要がある一方で、=般職員は必要最小限の者に留めている
ことから、管理職の割合が高くなつている。

。人件費については、俸給月額の引き下げや管理職手当の引下げ等により、
総人件費改革の目標を上回る削減が実施されている。今後とも、「行政改革
の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)等の政府全体の取組を踏まえ、
適切に削減されたい。
なお、給与水準については、平成24年度までに対国家公務員地域別指

数を100にする日標が設定されており、当該目標の達成に向けて引き続き取
り組まれたい。

・職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の
場合と同様に、物価等も踏まえて、主に民間賃金が高い地
域に在職する職員に支払われる手当(特別都市手当)の支
給割合が高くなっている。
・各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に
対する債務保証に対する保険等の業務を行つており、保険
や金融に関する専門性の高い業務を行つていることから、高
学歴 (大卒)の職員の割合が高いこと。

・職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の
場合と同様に、物価等も踏まえて、主に民間賃金が高い地
域に在職する職員に支払われる手当(特別都市手当)の支
給割合が高くなつている。
・各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に
対する債務保証に対する保険等の業務を行つており、保険
や金融に関する専門性の高い業務を行つていることから、高
学歴 (大卒)の職員の割合が高いこと。

・給与水準の改善については、対国家公務員指数の引下げに向けて、平成
19年度は、本俸月額表の改定を見送り、職務手当の5千円未満を切り捨てる
引き下げ、更に従前の昇格ペースを1～ 2年遅らせたほか、特別都市手当
(国の地域手当に相当)の抑制等の措置を行つている。この結果、平成19年

度の対国家公務員指数 (地域別。学歴別)は前年度比で42.6ポイント減少し
102.0となり、地域別。学歴別を勘案しない対国家公務員指数は前年度比で
▲3.4ポイント減少し118.0となつており、改善努力が行われている。さらに、給
与水準の公表資料において、国に比べて給与水準が高くなつている理由、
給与水準是正の目標水準、具体的な改善策等について十分に国民の理解
が得られる説明が行われているものと認められる。
今後も適切な経費の削減等に取り組むことにより、第二期中期計画が着実

に樺戯六ねスrルを期待する_
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法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

■案)

対国尿公務員
指数 (年齢「地
域。学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の自標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢十地
域十学歴

国土交
通省

水資源機構
116.8
(118.8)

121.2
(123.3)

114.6 118.9

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )

文部科
学省

侮洋研究開発機構
４

０

６

８

１

０

115.3
(117.3)

116.4 115.3 財 累 1-(1)一アー(ウ )

総務省
郵便貯金・簡易生命保険管理
機構

‖5.9
(― )

101.6
(― )

‐００
肝

1-(1)一アー(ア)

f― (1)-7-(ィ )

1-(1)一 ウー(0

』齢
鉄道建設・運輸施設整備支援
機構

115。 8
(■7.2)

115.3
(116.2)

114程度 累

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー0)
1-(1)一 アー←)
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申に? 給与水準に関する評価の状況

・全国(水資源開発水系に指定された7水系)に事業所があ
ることから、原則として職員全員が全国転勤をする必要があ
ること。
。また、全国転勤にともない単身赴任者の比率が国家公務
員(行政職 (一 ))の6.9%(平成19年国家公務員給与等実
態調査による)に対し、機構は22.0%と高いこと。
・事業の性格から、業務場所は山間僻地となり、職員は危険
かつ困難な状況の中で業務を行う必要があること。

。平成17年度から自主的に実施してきた本給のカット率を19年度は5%に上
げて実施 (17年度は3%、 18年度は4%)し、給与水準の適正化に取り組み、
人件費の節減を着実に進めてきたことは評価できる。

。海洋に関する基盤技術開発において世界のトップレベル
をリードする、極めて高度な知識を有する研究者を有してお
り、事務組織においてはこれらの研究者と一体となり高度の
業務を迅速かつ的確に遂行するため、企画立案力、折衛力
及び国際調整力等の優れた能力の他、当機構の実施する
研究内容及び海務に関する専門的知識を有する人材を必
要としている。このため、学歴が大卒以上 (特に理工系修士
課程修了者)の者を中心に採用しており、国と比較して大卒
以上の比率が非常に高い。(大学卒以上である職員の割
合:国家公務員:48.泌 (うち修士以上卒 :3.9%)
。海洋研究開発機構 :87.3%(う ち修士以上卒 :45.跳 )

。研究者の多くを任期制職員として雇用しているとともに、研
究遂行上必要とされる色々の役割と業態に対応するべく複
数の雇用形態を併用した人員体制を採つており、多様な人
員の管理に係る綿密な業務については各研究組織に事務
部門をおき、研究推進に係る事務管理を一手に担う体制を
採つている。
。当機構においては8隻に及ぶ船舶の運航管理及び勤務形

霜 講 聾 驚 翻 窪 盟 簡 轟
あヽ

いつた管理部門と、研究推進部門及び船舶運航部門とが密
に連携して迅速に判断を下し、高度な業務を遂行する必要
があるため、各事務組織において多くの管理職員を必要とし
ている。これらの組織においては業務の効率化を推進した
結果、常勤職員においてはより担当業務が高度化する傾向
にあり、国家公務員に比較して管理職員の割合が高くなつ
ている。

。平成19年度当初より本給与水準の平均4.8%引 き下げ、枠外昇給制度の廃
止や各種手当の支給基準の見直しなどを行つている。機構の実施する研究
内容及び海務に関する専F号 的知識を有する事務。技術職員を必要としてい
るため、国と比較して大卒以上の比率が非常に高いことなどを考慮すると、
本法人の給与は適切であると判断する。今後とも、適切な給与水準を維持し
ていく必要がある。

。主な要因は、当法人の事務所が東京都特別区(港区)に所
在していることから、地方を含む全国で平均を算出する国家
公務員指数に比して比較指数が高く算出されることによると
考えられます。

・ヨ」コυ蜜し

・機構の大半の糧員 (約90°/o)が従事する鉄道建設事業に
あつては、東日本の拠点を東京支社 (東京都特別区)に西
日本の拠点を大阪支社 (大阪府大阪市)に置いていること、
また、電気、機械関係業務を効率化の観点から、東京支社
に一元化していること等から、大都市に勤務する職員の割合
が高くなっている。
・鉄道建設事業は、有期事業であり、余剰人員を抱えないた
めに、大半の職員を対象として、事業の進捗、業務量の波
動に対応しながら高い頻度で全国規模での人事異動を実
施せざるを得ない。このため、全国規模の転勤が2～3年程
度で繰り返されることが常態化しており、これに伴つて関連
する手当が支給される者の割合が高くなつている。
・新規採用を抑制するとともに業務のアウトソーシングを積極
的に進めてきた結果、管理的業務が中心となりt国家公務
員に比べ管理職の割合が高くなっている。
・扶養家族を有する職員の割合が平均年齢の違い(国家公
務員:40.7歳 、機構49,0歳 )等から高い実態がある。
・2ん3年周期で全国異動をする勤務条件に加え、国家公務
員に比べ身分が不安定であることを前提としながら、優秀な
人材を確保する必要があり、当機構の給与水準はこのような
事情も考慮した結果であると考えている。なお、鉄道建設事
業は業務量の変動が大きく、人員過剰となつたときは、勧奨
退職等による人員調整を余儀なくされてきた経緯があるた
め、職員や新規採用応募者の中には当機構の雇用の安定
性を懸念する向きがあることも否めない。

・ラスパイレス指数が高い理由と今後の対応について十分な説明が必要であ
る。その上で、人件費削減については、国民の視点に立った見直し等を行
い、引き続き、給与水準の適正化の努力を図るべきである。
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省

法 人 名

対国家公務員

指数 (年齢勘
ヨき)

珂国家公務員
指数 (午齢。地
域・学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年虜

(下段:平成18年度|

年齢
年齢+地
域+学歴

環境省 環境再生保全機構
‖4.7
(■9.3)

l‖ .2

(115.2) 枷
‐‐２

枷
‐０９

財 1-(1)一ア,(イ )

厚生労
働省

高齢。障害者雇用支援機構
‖4.6
(117.0)

104.9
(106.9〉

100

程度
(23年 度 )

財 1-(1)一アー(ウ )

厚生労
働省

労働安全衛生総合研究所
４
っ

＝

０９

１

０
112.7
(107.2)

105.6 財

1-(1)一アーσ)

1-(1)一アー(イ〉
1-(1)一アーKIC)

1-(1)一ウーσ)

財務省 通関情報処理センター ‖41
(116.2)

107.6
(lH.2)

1二 (1)7ア ~0)
1-(1)一 アー(イ)

1-(1)一 アー∈)

1-(1)一 ウー(イ )

謝齢
禄資源機構

114.1
(H7.7)

116.7
(120.2)

財

1-(1)一アーσ)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー∈)

※

※
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給与水準に関する評価の状況

。当機構は、環境分野の政策実施機関として、環境分野に
おける専門性と知識。能力を有する人材を確保してきたこと
から大卒者以上の占める割合が国に比べ高くなつていること
が対国家公務員指数を上げる要因の一つと考えられる
。また、当機構は特殊法人整理合理化計画に基づき、旧公
害健康被害補償予防協会及び 1日 環境事業団が実施してい
た多岐にわたる業務を承継しており、各業務の専門部署を
設置した結果、機構の管理職割合(27.8%)が 国(13.4%※ )

より高くならていることも、対国家公務員指数を上げる要因
の一つになつていると考えられる。

・管理部門の見直し等を通じて、給与水準の適正化を図るとともに、給与体
系の更なる見直しに努める必要がある。

・給与水準の比較にあたり、国家公務員は全国の職員が対
象となるのに対し、機構の事務職員の61.9%が東京都特別
区の勤務となっているため、給与制度上、地域手当が高く支
給される者の割合が高いこと。 ,
。国家公務員の給与決定上の学歴を見ると大卒は48.2%
(参考「国家公務員給与の概要」(平成19年8月 人事院)であ
るのに対し、機構の事務職員の92.4%が大卒以上であり、学
歴による格差が生じている可能性があること。
・機構の事務職員のうち、職務手当の受給者の割合は
23.9%と なつている。機構の事務職員は、その大部分は、機
構本部に配置されて委託業務の企画・立案、厚生労働省と
の調整、委託先に対する指導・進捗管理等の業務を行つて
いる。
機構本部においては各府省の本省と同様に、業務の企画・

調整及び対外的な業務運営にかかる責任の明確化、相互
牽制体制の確保等の必要から地方支分部局に比べ管理職
の比率が高くなつている。
したがって、いわゆる管理職手当である職務手当(国 におい
ては俸給の特別調整額)を支給される者の比率が高く対国
家公務員指数が高くなつているものと推定されること。
。また、職員給与は、これまで人材確保等の観点から、類似
の非特定独立行政法人 (!日 特殊法人)等の給与水準を勘案
して定めてきたものであり、結果として比較指標の高さに影
響していると考えている。

・機構の対国家公務員指数は、地域差及び学歴差を調整した後の指数で
104.9であるが、機構においては、人件費について、平成18年度に引き続き、
地域手当、職務手当等についておおむね国より低い水準に見直す新たな取
組を行うなど、更なる給与制度改革を実施し、「行政改革の重要方針」による
人件費削減目標を上回る節減を達成している。これを踏まえ将来見通しを試
算すると、地域差及び学歴差を調整した後の指数は、平成22年度以降100.3

程度となると見込まれ、機構における給与水準適正化に向けた取組は評価
できる。今後は、こうした取組が着実に実施されるよう引き続き努力することが
期待される。

・大卒者が大半(91%)を占めること(国尿公務員行政職俸
給表 (一 )の適用を受ける職員の大卒者が占める割合 (48.
2%))`
。所在地の地域手当は、清瀬市7.5%、 川崎市12%である
が、国からの出向者の異動保障として特別区の地域手当(1

3%)の支給を受けている者の割合 (清瀬市勤務18%、 川崎
市勤務18%)が高いこと。      |

・役職員の報酬・給与等の状況は妥当であり、通切と認められる。一部に、こ
の法人に限つたことではないが役員報酬が高いとの意見もあつた。なお、給
与水準の対国家公務員指数については、研究職では100未満であるが、事
務職、技術職員では114.4であり、適正な水準まで引き下げる必要がある。

。特別都市手当の支給の対象地域に勤務していることから、
在職地域を勘案した指数により比較するのが適当である。
・基本的に税関や民間企業から国際運送貨物に係る手続
(システム処理を含む。)のための業務に精通した人材を出
向者によつて確保して、センターの運営を行つている。このよ
うにセンターの運営は、出向者を採用することにより行つて
おり、給与についても、厚生労働省の賃金構造基本統計調
査(平成18年 )のうち情報通信業の平均給与等を勘案して
おり、同程度の年齢にある国家公務員より給与水準を高く設
定しているものである。

給与水準の見直しを行うなど中期計画の達成に向け適切に実施している。

爆 杯整備のための基幹的な林通の整備、水源林の造成、
これらと一体的に行う中山間地等の整備や砂漠化防止のた
めの海外事業を実施しており、その専門性等から職員の約7

割弱が大学卒。大学院卒であること
・全職員が全国異動の対象であることにより、地域間の格差
を緩やかな給与制度とする必要があつたこと、人事異動の範
囲が全国に及ぶため、単身赴任手当(支給月額 (23,000円
～68,000円 )は国家公務員に同じ)の受給者の比率が国家
公務員の約3倍になっていること(諸手当も対国指数の比較
対象であることから、諸手当のうち支給月額が最も大きく、そ
の受給の有無により年間給与額に大きく差を生じる単身赴
任手当は、受給者の比率が高いほど対国指数が高くなる)

・給与構造改革による実質的な昇給抑制等により引下げを図り、ラスパイレス

指数の低下と、今後は、承継先法人の給与制度が適用され適正化が進展す
る旨を確認したが、引き続き適正化に取り組まれたい。
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場
省

法 人 名

対国不公務員
指数 (年齢勘

増菫ド)

対国蒸公務員
指数 (年齢・地
域`学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項 目
上段」平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年鵬

(下段:平成18年度|

年齢
年齢十地
域+学歴

国土交
通省

海上災害防止センター ‖3.5
(117.1)

114.4
〈118.0)

109.9 1-(1)一アー(イ )

財務省 日本万国博覧会記念機構
‖2.6
(lH.9)

110.8
(109.2)

103.8 106.8
1-(1)一アー(ア )

1-(1)一アー(ェ )

1-(1)一 ウー(ア )

経済産
業省

工業所有権情報。研修館
‖2.4
(H2.9)

101.4
(102.0)

lH.9 100.9 財

財務省 箇類総合研究所
1‖ .5
(110.6)

119.0
(108.8)

105.3 111.2 財

1-(1)一 アー0
1-(1)一 ウー17)

1-(1)一 ウー(イ )

糊幣
日本スポーツ振興センター

1‖ .3
(112.3)

103.1
(103.7)

110.0 101.0 累 1-(1)一アー (工 )

厚生労
働省

雇用。能力開発機構
100.3
(n3.0)

110.5
(113.5)

・
０
年
＞

０３

２３

度

財

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー
(イ )

1-(1)一アー(ウ )

1-(1)一アーl」
lD

国土交
通省

空港周辺整備機構
100.1

(■ 2.6)

109.6
(112.7)

109.7 累

1-(1)一アー(ア)

1-(1)一アーに)

1-(1)一 イ
1-(1)一 ウー(イ )



甲否↑警辱島%籠募9島島叢職曇ド
理申ヤFつ 給与水準に関する評価の状況

。当センターの職務内容は、危険かつ緊急的な海上災害ヘ

の対応という高度な専門性及び経験を要するものであり、一
般事務に比べ危険性及び困難性が非常に高く、事業の確
実な実施のために、十分に当該知識を有し、かつ経験等の
豊かな職員を配置している。
。また、当センターは太宗の職員が都市部 (横浜・横須賀)馘

務である。

・給与水準については、対国家公務員指数が113.5と高くなつているが、セン

ター業務の特殊性、危険性等を勘案すると妥当な数値であると思料する。な
お、これまでに役員報酬の減額や職員俸給表の引き下げ等を行つている
が、今後も引き続き人件費の抑制に努めること。

・機構の設立の際の規定により、職員の雇用契約が基本的
に継承されたため、職員の労働条件である給与水準は旧認
可法人のものが基本になつている。
・全体の約61%を 占める24-43歳の間の職員において、住宅
手当(特に借家住居手当受給者)が多い。

・給与水準については(中略)、 対国家公務員指数は依然として高い水準に

あることから、今後とも適切に見直す必要がある。

・職員全員が東京都 (1級地)勤務者 (在職地域を考慮した
対国家公務員指数100.4)´
。国と同様の給与水準の俸給表で支給していたが、非公務
員化に伴い雇用保険料の支払い義務が発生。知的財産権
に関する専F弓性を有する人材を確保する必要があるため、
当該費用相当分を考慮し国に準じた給与水準で支給。(考

慮分を除いた対国家公務員指数99.8)

。在職地域及び雇用保険負担分を考慮した場合の対国家公務員指数は
99.8であり、妥当と判断できる。

。当研究所における事務・技術系職員は10名 であるが、定型
的・補助的業務は常勤職員以外の者 (6名 )に委託している
等から、事務・技術職員に占める役付職員の割合が高くなつ
ており、また、当研究所においては調査対象者が少ないこと
から指数算出にあたつて、これらの要因が大きく影響するも
のと考えられる。

。事務・技術職員のラスパイレス指数が国家公務員の水準を上回つているの

は、(中略)調査対象者はす定年齢以上であり役付職員の割合が高くなつて
いるため、役職に関連する諸手当の支給がラスパイレス指数の高水準の要
因となつている。

。当センターは国家公務員に支給されている地域手当の支
給区分のうち、1級地 (東京都特別区)に全職員が勤務して
いることに対し、国家公務員の1級地に勤務する職員の割合
は44%とならており、残りの56%は当センター職員より地域
手当の支給区分の低い地域での勤務であり、この勤務地域
による国家公務員との違いが要因となっている。

・給与水準については、職種別に見ると一概に高いとは言えないものの、事
務・技術職員にっいては、地域・学歴を勘案しても依然国家公務員より高い

水準となつており、引き続き「講ずる措置」にあるような取り組みを行うことによ
り、給与水準の適正化に努める必要がある。

・機種の官埋ll■ tt u致務手当支絡百りほ、笠倅の30.0%を 百
め、国家公務員行政職俸給表 (― )の適用を受ける管理職
員 (俸給の特別調整額受給者)の 22.2%を 上回つているこ
と。
・機構の職員のうち大卒以上の者は、全体の83.7%を占め、
国家公務員行政職俸給表(一)の適用を受ける大卒以上の
者の48.2%を上回つていること。
・平成15年度までに採用した職員について、国家公務員の
調整手当の非支給地域に勤務する職員にも、3%に相当す
る額を支給していたこと。
・従前の人事管理上の運用において、職員の年齢や経験年
数により昇格・昇給させていたことが影響したこと。

ゑ諦難纂懇剛峰1躊銅最購薯彗覺譜篭島樫乱
る。
・引き続き、ラスパイレス指数や随意契約の比率の取組を進めていく必要が
ある。全体としては、中期計画を上回つていると言える。

・機構が地域手当支給率の高い地域 (大阪本部10%、 福岡
本部8%)に所在しており、地域手当4級地以上の支給地に
勤務する職員の割合については、当機構100%に対して、
国50.8%(平成19年国家公務員給与等実体調査より算出)

となつていること、また東京特別区からの採用者については
13%の異動保障があることから、地域手当相当の支給率が
当機構平均9.7%(国 平均7.5%(当機構試算数値))となつ
ているため。
・機構職員は、事業に必要な土地の取得等に係る交渉や事
業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉を行うなど、困
難かつ専門的な業務を行つていることから、こうした業務の
遂行に必要な専門知識と経験を有する人材を確保するた
め、相当程度の給与水準を設定している。(なお、今後も
人事院勧告に準拠した給与制度の見直し″テい、引き続き
給与水準の適正化に努める予定である。)

・ラスパイレス指数は、前年度からさらに低くなつており、平成15年度の123.7

から109.1と改善されており、着実な実施状況である。
・ラスパイレス指数について、比較条件を同一 (大阪及び福岡の公務員給与
との比較等)にした上で、比較を行う必要があると考える。  ノ



場
省

法 人 名

対日不公務員
指数.(年齢勘

案)

X・T国家公務員
指数 (年齢・地
域 ,学歴勘案)

平成22年度対国家公
防員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項 目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段:平成19年 度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢十地
域十学歴

国土交
通省

自動車事故対策機構
108.8
(108.1)

107.4
(107.1)

106.5 104.6 財

1-(1)一アー(ア)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一ウー(ア)

国土交
通省 交通安全環境研究所

108.6
(103.6)

108.1

(103.0)
100.3 100.0 財

1-(1)―ウー17)

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省

抗海勃1練所
106.7
(109.5)

104.2
(107.1)

105.4 102.6 財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アーlIE)

1-(1)一ウー(イ )

総務省 情報通信研究機構
106.2
(106.4)

113.2
(n4.0)

105.3 112.2 財 累

1-(1)一アー17)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一ウー(イ )

期鞘
防災科学技術研究所

105.9
(99.2)

105.3
(98.5)

100.0 100.0 財

厚生労
働省

医薬基盤研究所
lαL 2

(H3.0)
104.9
(n3.9)

102.4 財累
1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )



雪γ詫膜 就ヽ動‐ザにァ 給与水準に1関する評価の状況

・業務の実施に当たつては、全国同一水準の機会を確実に

提供し、サービス受給者との時間的・距離的な隔たりを小さく

することが必要との理念のもと、全国に50支所 (う ち9主管支

所)を設置しており、各支所に総括的な管理職員を配置して
いる。また、交通事故被害者に対する援護業務について

は、専「1知識と経験が必要とされるところ、被害者や遺族と
の密接な関係を保ちつつ当該業務を遂行することができる
管理職員を配置する必要があることからその割合が高いこ

と。
・職員採用に当たつては、業務遂行上、高度な知見、専門
性を必要とすることから、大学卒業者の割合が高いこと。

。人件費の削減については、計画値を0.7%上回つたが、対国蒸公務員薔類

(ラスパイレス指数)においては、依然として国家公務員の水準を上回つてい

ることから適正化に向けた取り組みを計画的に実施すべきである。

。年齢階層20～ 23歳の1名 は、年齢階層内の最上位年齢23

歳である。
・年齢階層48～ 51歳 (対象者1名 )及び52～55歳 (対象者3

名)には、各階層に各々1名 の I種採用管理者がおり、対国
家公務員指数を大きく押し上げている。
・地域手当の異動保障、扶養手当及び単身赴任手当の支
給が対国家公務員指数に影響。
以上の点について、調査対象の職員数が少ないことからそ
れぞれの状況が全体の対国家公務員指数に大きく影響して
いるものである。俸給、諸手当等給与水準は国家公務員の

給与水準と同様であり、指数が国の水準を上回つている点
については、調査対象職員数が少ないことに起因する指数
の変動の範囲内としてやむを得ないものと考える。

・ラスパイレス指数について、事務・技術職が国の水準を上回つている要因と

しては、調査対象の職員数が少ないことからそれぞれの状況が全体のラスパ

イレス指数に大きく影響しているものである。俸給・諸手当等給与水準は国

家公務員の給与水準と同様であり、指数が国の水準を上回つている点につ

いては、調査対象職員数が少ないことに起因する指数の変動の範囲内とし

てやむを得ないものと考えられ、給与水準については、国家公務員の給与

水準に準じていることを確認したことから、適切と判断する。

。本調査の対象である事務。技術職員の分類に含まれる人
員が17名 と少数であり、1人の給与変動が全体の指数に大き
な影響を与える特徴がある中、本調査対象外となる船員等も
含めた当所全役職員 (433名 )に係る内部管理業務を掌る管
理職2名が調査対象となつており、この2名の給与が平均的
な国家公務員の給与水準を大幅に上回つていることに起因
する。

。国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しが行われてい

る。

。事務。技術職員の対国家公務員 (行政職 (一 ))の比較指
標が高くなつている要因は、当機構の本部が都市部 (東京
都小金井市)に所在しているため、大部分の職員に支給さ
れる地域手当支給額が、国家公務員全体の平均と比較して
高いことによると考えられる。なお、地域勘案した場合の指
数が高くなるのは、国の地域手当制度において小金井市に
ついては級地の指定がされていないためである(研究職員
|、 同様)^

。国家公務員とほぼ同様の号俸制にもとづく賃金テープルに沿つて決定され

ていると思われるので、公務員や他の法人との格差がみられるとすれば、
テープルの水準そのものの違いがないとすると、「テープルの運用方法の違
い(昇進の速度など)」

「(報告書に記載されているような)地域差」「年齢構

成」などによるものであると推察される。水準は高すぎることも低すぎることも

問題なので、格差要因についての分析と継続的な自己評価が必要である。

。当研究所は事務系lll員 が30名程度の組織であり、対象者
の異動による年度ごとの指数の変動が大きくなつている。平
成19年度においては、地域手当の異動保障を受けた職員
及び単身赴任手当受給者の割合が増加したため指数が高
くなつている。

「職頁給与は、国家公務員の給与体系に準拠しており、給与水準は妥当で

ある。事務系職員のラスパイレス指数が105.9と若干上回つているのは、異動

保障等、各種手当の支給対象者数が増加したためやむを得ない。

。国家公務員の平均給与月額は、行政Hll俸給表 (―)の組
織区分別では「本府省」が最も高く、次いで「管区機関」「府

県単位機関」「その他の地方支分部局」「施設等機関等Jの

順となつているが、当研究所の出向者のほとんどは本府省
(17人 中H人 )及び管区機関(17人 中5人)からの出向者で
ある。このため、当所の給与水準は、本府省からの出向者の

平均給与月額と本府省の国家公務員を比べると98,4%、 管
区機関からの出向者の平均給与月額と管区機関の国家公

務員とめ比較では93.6%と、いずれも下回つているが、全国
家公務員平均と比べると若干上回ることになる。
。当研究所では国と異なり、人件費の効率化を図るために定
型的業務については非常勤職員。派遣職員などの活用を進
めていることから、正規職員だけの平均でみると、管理職の
占める割合が35.3%であり(対象者17人中6人 )、 国家公務
員より給与水準が高いようにみえる。
・職員の大卒者の割合 (64.7%)が 国家公務員行政職俸給
表 (一 )の適用を受ける職員の大卒者の占める割合(48.
2%)よりも高いこと等が給与水準が高い要因となつている。

・医薬基盤研究所においては、国家公務員に準じた給与体系及び給与水華

を取つているが、国家公務員の平均給与を100とすると、本研究所の研究職

員は96.1、 事務・技術職員は104,2となつている。
事務。技術職員の平均給与が国家公務員を上回つたのは、国家公務員 (行

政職 (一))と比較したときの、本研究所の職員の出身組織構成の相違、すな
わち事務職員の大多数が相対的に給与水準の高い本府省や管区機関から
の出向者であることや、職員構成の相違、すなわち非常勤職員。派遣職員の

霧%55響毬聴眩裔喫群a馨急:滉牌欝轟
化に向けて、今後もさらに取組雄 めるべきである。
。なお、この法人に限つたことではないが、役員報酬が高いとの意見もあつ

た。



勤
省

法 人 名

対国蒸公務員
指数 (年齢勘

案 )

対国家公務員
指数 (年齢。地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の日標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年鶴

(下段:平成18年度|

年齢
年齢+地
域十学歴

経済産
業省

産業技術総合研究所
104.2
(104.4)

104.1

(102.7)
103.7 102.2 財 1-(1)一 アー(工)

国土交
通省

抗空大学校
104.0
(100.8)

lil.0
(107.5)

100.5 107.2 財

1-(1)=ア ー17)

1-(1)一 アーlttl

l― (1)一 ウー17)

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省

電子航法研究所
103.5
(1■ .2)

101.9

(109.7)
101.0 101.2 財 1-(1)一 ウー(イ )

珊幣
大学評価・学位授与機構

８

０慨
ｍ

102.3
(102.7)

100.0 100.0 財
1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省

港湾空港技術研究所
101.5
(104.1)

101.7
(104.6)

101.5 101.9 財

1-(1)一アー17)

1-(1)一 アーltL)

1-(1)一 イ
1-(1)一 ウー(イ )



冒咎賛幾薔鶴錨鯉;｀

理申にっ 給与水準に関する評価の状況

。国家公務員は全国に勤務する職員に対して地域に応じた
地域手当が支給 (0～ 18%)さ れており、給与に反映されて
いる。これによつて国家公務員においては地域によって給与
額の差額が生じていると考えられる。
・産総研では国家公務員と同様な地域手当を設けておら
ず、全国展開する組織の中で地域拠点間での異動を考慮
し、各地域の給与水準を同水準にしていること等によるもの
が対国家公務
員指数を高くしている。
た。
・産総研においては全国同一の給与水準としていることが対
国家公務員指数を高くしているといえるが、国家公務員が一
定地域内による採用を原則としていること対して、産総研職
員は全国に展開する全地域間の異動を原則としており、こ
れらの処遇の違い等を勘案すると産総研の給与水準は適正
なものであると考える。
・近年では、高学歴者の新規採用が若年層の給与水準を押
し上げていることも指数を高める一因となつていると思われ
る。

<詳 1曲 >
。本法人の役職員の給与等の水準的成果努力は明らかで有り、またその水
準は適正である。
・事務・技術職、研究職とも地域・学歴勘案のラスパイレス指数はほぼ妥当で
ある。
。国の支援を受ける独立行政法人として、役職員の給与等につき人事院勧
告の完全実施見送り、総人件費の削減、定期昇給制の抑制、理事長給与の
見直しなどを行うなど、役職員給与の水準の適正化の努力が見られる。その
水準も国家公務員との格差は低く、問題はない。
・個人評価制度に基づき、役員および常勤職員を対象に、業績手当、昇格・

昇級など処遇に適切に反映されている。
<指摘・コメント>
・業績評価の報酬への反映にも努力している点も評価できるが、日に見える
形の工夫など役職員の意欲向上に繋がる給与体系の検討がなされることを
望みたい。
・産総研の役職員の給与水準は、国家公務員等と比較して高水準であるが、
優れた業績を上げた職員には、高水準の給与が支給されることで、その意欲
増進に繋がり、国のプロジェクトの推進にも繋がるであろう:ただ、社会の見
方が厳しくなつている昨今、全体の水準に関して、さらに見直し。検討の余地
はあるかもしれない。

。都市部に在籍していた国家公務員からの出向者がおり、こ
れらの職員に対する地域手当の異動保障や単身赴任手当
等の支給が、対国家公務員指数を押し上げる要因となつて
いる。

。給与規程は、|一般職の職員の給与に関する法律」と同一の内容となつて
いる。引き続き、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを
行うことで、適正な給与水準を維持していくこととしている。

。当所は非常に少ない職員数で研究開発等事業を効率的
かつ確実に運営するため本府省職員との人事交流を行つて
おり、当該職員は専門的な知見・能力を必要とすることから
本府省職員と同等に給与水準を設定しているところ、行政職
俸給表(― )の本府省職員の平均給与月額が行政職俸給表
(― )の平均給与月額の1.1倍と高くなつていることが起因し
ている。

・給与水準については、人事院勧告に準拠した改正を行い、人件費総額の

抑制に努めており、また、職員の処遇については業績評価をベースとし、年
功的な給与上昇を抑制している。なお、給与水準については、国家公務員
の給与水準に準じていることを確認したことから適切と判断する。
・本研究所のラスパイレス指数は、国の平均を若千上回つているものの独法
全体の平均を大きく下回つており、国を上回つている要因の一つである国
(国 土交通省)との人事交流についても見直しを検討している。

。対国家公務員との比較指数が2.8ポイント高くなつた理由と
しては、国家公務員全体に比べて事務所が大都市にあり、
地域手当が高い地域 (3級地)に在職する職員であることが
考えられる。
・対国家公務員比較指数 (地域別)で2.2ポイント高くなつて
いる要因も、平成19年度は、全国の3級地の過半数の都市
で支給率が8.5%以 下となつているところ、当機構は12%の
支給率としていることが考えられる(平成15年度に都心部等
から東京都小平市に移転し、当時支給率10%の官署指定を
受けていたことにより、同地区で他に官署指定を受けていた
機関及び同級地同支給率の他の都市の経過措置と均衡を
図つた結果)。

。当機構には2級地以上の地域からの人事交流者が多数お
り、国家公務員の異動保障受給比率の2倍以上であること
や、大学卒以上の高学歴の職員が多いことも対国家公務員
指数を引き上げる要因と考えられる。

・平成18年度にラス′`イレス指数が103.9%と上回つたこと1こついては、都
心部から東京都小平市(3級地)への移転保障によるものであることを確認
し、今後解消に向けて進んでいくものであり、特段、問題はないと思われる。

・算定対象人数は10名と少数であり、職責や個男りの理由に
より給与水準が高い者が少人数でも居ると対国家公務員指
数に与える影響が大きい。56歳～59歳の高年齢階層の算定
対象者は管理職手当区分 I種、単身赴任手当受給者であ
り、対国家公務員指数を押し上げている。

・給与については、研究所職員個々の給与等は国家公務員と同等の給与体
系を採用するなど、給与水準の適正化に取り組んでおり、人件費の削減を実
行している。研究所の給与水準は対国家公務員指数 (研究職)が107.1で あ
るが、数少ない研究者で世界最高レベルの研究を目指し、博士号取得を奨
励し、その結果博士号を取得している研究者が多いこと等によるものと思わ
れ、高水準の研究を維持するためにはやむを得ないものと考えられる。
以上のことから、「人事」に関する中期目標の達成に向けて着実な実施状況
にあると認められる。

1 ている法 人につ い

2※は、平成18年度意見で給与水準に係る指摘をした法人であることを表す。

3財政支出・累積欠損欄においては、国の財政支出額が100億円以上又は支出予算の総額に占める国の財政支出割合が

50%以上の法人について「財」と記載している。また、累積欠損のある法人については「累」と記載している。
4国家公務員と比べて給与水準が高い理由についての法人の説明(概要)は、各法人の平成19年度の役員の報酬等及び

職員の給与の水準に関する情報の公表を基に概要を記載している。
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表2総人件費改革に関する評価の状況

(1)

※

主務省 法 人 名

達成度合いを測そ
基準額0)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績6)
(千円)

(b)-0 増減率
率
０

減
正

増
補

厚生労働省 医薬品医療機器総合機構 545,454 609.545 64,091

文部科学省 敗射線医学総合研究所 3,699,484 3,860,629 161,145 a7

厚生労働省 医薬基盤研究所 653,499 673,992 20,493 24

厚生労働省 コ立病院機構 304,525,998 312,968,784 8,442,78C 21
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指摘項目
法人の具体的な削減計画(上段)

総人件費改革についての評価の状況
ド今管零腎〒F融 甲?警

景(丁撃
|

2-ア

・一般管理費及び事業費で日標を上回る実績を出すなど、
削減計画、数値目標を達成しており、最終的に損益状況ヘ

プラスのエフェクトを与えている。しかし、日標は達成してい

るが、節減が十分だとはいえず、人件費の削減について
は、経営努力よりも新入社員が増えたことも要因としてあ
る。   |

・新給与制度の導入等により、平成19年度における人件
費については、約3.3%の削減 (対平成17年度一人当
たり人件費)が図られた。

2-イ

。年度評価を達成するために臨時的に増員し、人件費は増
加しているが、中期目標期間全体で削減 目標を立ててお
り、その日標に向かつて実行中である。

。平成19年度の人件費 (削減対象)は中期計画の研究
目標等を達成するため職員採用を進めたこと及び分子イ
メージング研究センターの立ち上げがあったことから前年
度から68百万円増加し、3860百 万円となつた。
。今後は、定年退職者の不補充及び任期制フルタイム

勤務職員の計画減により、平成22年度において平成17

年度比5%減を達成する計画である。

2-イ

・総人件費について、総人件費改革の対象となる人件費の

実績は、基準とすべき平成 17年度実績を3.1%上 回つてお
り、中期計画で定める削減率(4年で4%)の達成に向け
て、更に一層努力する必要がある。

・総人件費改革の対象となる平成19年度の人件費 (退職
手当及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)

を除く。)の実績 (19年度決算額 :673,992千円)は、前年
度の実績 (18年度決算額 :685,489千円)と比べて1.鶴減
少した
・ 当研究所は、平成17年度に新たに設立された法人で
あり、国立試験研究機関から研究員を引き継ぐだけでな
く、17年3月 に中期目標で示された目標を達成するため、
設立後に新たなプロジェクトを順次立ち上げ、研究員の

新規採用を進めるものとされていた。このため、平成17年
4月 には、国立医薬品食品衛生研究所等からの移行職
員を中心とした79人でスタートし、設立後に製薬企業等
関係者からの意見を踏まえながら研究テーマの設定を
行つた上で、公募の実施、外部専門家を含めた公正な選
考等を行い、17年度内に2つのプロジェクトを新たに立ち
上げ、それに伴つて年度の途中に研究員を採用した。
。しかし、17年度においてすべてのプロジ三クトの立ち上
げを完了したわけではないため、平成17年度末の人員
は84人 にとどまり、中期目標における計画数 (95人 )には
達しなかつた。そのため、平成 17年度の人件費の執行額
は、本来の予定より大幅に少ない額となつた。

2-イ

・総人件費改革等による人件費抑制の観点も重要である
が、人員配置の必要性という点では、国立病院機構には、
安全で質の高い医療の確実な提供と国の医療政策への貢
献という課せられた使命があり、その遂行のためには、医
師、看護師をはじめとした有能な人材の確保と育成は欠く
ことができないものである。医療現場における過酷な労働
実態の緩和や急性期医療における安全・質の向上が二層
求められる中、今後とも、安定した経営基盤のもとに適切な
医療の提供が行えるよう、業務運営体制の効率化に努めた
上で、土台となる人材の確保、育成に努めてもらいたい。

・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及
びアウトソーシング化、非効率とならている病棟の整理・

集約等により収益に見合つた職員配置とした。(人件費の
肖1減額約▲5,677百万円)一方で、心神喪失者等医療観
察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に
基づく筋ジス病棟等における療養介護事業等国の制度
の創設や改正に伴う必要な職員配置を引き続き行つた
また、医療機関であることから医療サービスの低下を招か
ないように休職者等 (看護師)の代替要員の確保及び診
療報酬施設基準の維持。取得について実質配置による
必要な職員配置を行つた。(政策的人件費の増加額約
10,547百万円)さらに、平成19年度における給与改定分
として約21億円の増があり、常勤職員の人件費は前年度
と比較して約70億の増となつている。

平成18年度平成19年度
人件費305,957百 万円(H18)→ 312,968百 万円(H19)
(7,011百 万円)平成19年度給与改定分を除くと310,827
百万円(4,877百 万円)
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主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額0

〈平成17年度実績)

(千 円)

平成19年度
実績(b)

(千円)

(b)―C) 増減率
増減率
(補正●

厚生労働省 労働者健康福祉機構 101,685,384 103.947.108 2,261,724 ５

．

　

　

１

．

農林水産省 水産総合研究センター 7,729,554 7,813.435 83,881 田

国土交通省 交通安全環境研究所 828,351 834,410 6,059 Q0

文部科学省 コ立美術館 1,016,475 1,023,416 6,941 ∞

総務省 平和祈念事業特別基金 196,690
'97,891

1,201 ▲ Ql



指摘項目
法人の具体的な削減計画(上段)ヽ

総人件費改革についての評価の状況
総人竹費

肇
事にっいての法人の

計甲
の
学胃

(下肇)

2-イ

・全項目の中期計画の達成に向けた取組みが進んでいる
ものと言える。。人件費削減のため、人員数については、労災病院の事

務職・技能業務職を中心にアウトソーシングによる人員削
減を行い、給与についても、
①平成18年度に実施した給与削減措置の継続
②人事院勧告における給与引上げ改定 (俸給、期末勤
勉手当等の引上)の未実施
を行つており、平成22年度において、医療の質。安全の
確保に配慮を行いつつ、「5%に相当する額以上を減少
させることを基本として」という行革推進法の趣旨が達成
できるよう努めた。
また、給与制度については、平成19年 6月 期から勤勉手
当に施設別の業務実績を反映させた。

2-イ

。人件費または人員の削減については中期目標期間の終
了する平成22年度までに達成として計画的に対応してお
りく経過を見守りたい。
。人件費について、平成22年度に平成17年度人件費から
5%以上の確実な削減に向けた取組が求められているとこ
ろである。平成18年度0.8%減したものの、平成19年度は再
び増加に転じた。5年の間の実行ということであり、平成19

年度が職員構成などの関連で増加に転じたことを考慮して
も、人件費は短期間で大幅に削減ができるものではないこ
とを配慮し、今後3年間にどのような推移で5%を達成する
のか計画を立てた上で確実な実行を求める。

。人件費については1行政改革の重要方針」を踏まえ、業
務及び組織の合理化、効率化を推進することにより、最
終年度となる平成22年度に平成17年度人件費から5%以
上の確実な削減に向けて計画的に取り組んでいるが、平
成19年度については、国家公務員の給与構造改革に準
じた給与改定を行つた結果、事業所の所在する地域、職
員の職種構成等の事由により、平成18年度実績を上
回つたが、平成20年度以降は定年退職者に対する新規
採用抑制により確実な削減を達成する予定である。

2-ア

・退職手当などを除いた削減対象人件費について、着実に
削減が進んでいる。」(業務実績報告書においては、左記
基準値及び実績は明らかにされていない。)

中期目標の最終事業年度において、平成17年度の人件
費に平成18年度のリコールに係る技術的検証業務に係
る人件費を加えた額に比べ5%以上削減すべく、確実に
実施していくこととするとともに、国家公務員の給与構造
改革を踏まえた給与体系の見直しを行つた。

2-イ

。人件費の削減への取り組みについては、厳しい状況下に
おいて、工夫して努めているものと認められる。人ヽ 任 賀 伏 昇 ノ

。決算額 1,023,416千 円(対平成18年度比較 100.協 )。

人件費は常勤職員を対象とし,退職金,福利厚生費を含
まない。
・決算額は,新俸給表への切替及び地域手当新設によ
る増減の影響を含む。

(特記事項)          ´
人事院勧告の反映による地域手当の増額の要素が発生
したが,人事異動に伴う採用者の若年化など人件費の削
減を図り,平成18年度に比してほぼ同額に抑制すること
ができた。

2-ア

。平成17事業年度に対し今期最終事業年度である19事業
年度までに2%以上削減する目標に対し1.6%の減 (人勧
分除く)となつている。(略)仮に17年度に欠員が生じていな
かつた場合は、17年度の人件費が199百万円になって、19

年度の対17年度比では2.7%減となつている。
。今後、平成18事業年度から5年間で5%以上削減すると
いう計画目標を達成するとともに、給与水準をより適正化す
るため、国からの出向者の法人独自採用者への転換を進
めるなど、なお一層努力すべきである。

。人件費については、定員を1人削減したことにより平成
19年度は198百万円で、平成18年度の201百 万円と比較
して3百万円の減額、率にして1.5%の 肖1減となつた。対
17年度比では0.6%増 (人事院勧告分を除くと1.6%減 )

で日標の2年度で2%減には至らなかった。これは、基準
となる17年度に欠員が生じていたこと、職員の多数 (約 8

割)を占める国からの人事交流者の異動に伴い、17年度
と比べ扶養手当、通勤手当、住居手当の額が増えたこと
が要因として考えられる。
なお、今後の中期計画目標の達成及び対国指数 (年齢)

について改善できるように、現在の出向者を基金独自採
用に転換する方向で関係省庁と調整を行うなどし給与水
準の適正化を図り、人件費の削減につとめていきたい。
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主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額0

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績0
(千円)

6)lap 増減率

経済産業省 原子力安全基盤機構 4,688,323 4,672,156 ▲ 16,167 ▲ o.( ▲ 1」

農林水産省 水産大学校 1,436,682 1.431.139 ▲ 5,543 ▲ 0.“ ▲ 1.1

経済産業省 日本貿易振興機構 13,664,699 13,605,078 ▲ 59,621 ▲ 0.4 ▲ 1.1
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指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革にういての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下段)

催 落 室 結 螺 告 婁 ヽ

2-ア

。当機構は、(中略)組織の立ち上げに当たつては、民間企

業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を

即戦力として採用する必要があつたこと
。対国家公務員指数が若千高くなつているが、これは、当

機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技術
者を然るべき処遇で採用する必要があつたことなどである。
・給与水準は課せられたミッションにより定められるべきであ
り、(略)現在のレベルは妥当と考えられる。また、ほぼ妥当
と考えられる給与水準で運営されている組織について(略 )

本項目を重要な評価要素とすることには違和感がある。
・技術職に分類される職種の実態はきわめて専門性が高
く、むしろ研究職として扱うほうが適切な場合が多いことをコ

メントしておく
。JNESの業務はきわめて専門性が高いものであり、給与水
準が高いことはむしろ当然である。

・総人件費については、簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律 (平成18年法律第
47号)等に基づき、5年間で5%以上を基本とする削減
(平成19年度予算における人件費を基準とし、23年度ま
での4年間で4%以上の削減)の着実な実施を図るととも
に、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を
踏まえた見直しを実施する。更に、「経済財政運営と構造
改革に関する基本方針2006」 (平成18年 7月 7日 閣議決
定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革
を平成23年度まで継続する。

2-イ

。人件費については、5年間で5%の削減とのことであるが、
平成18,19年 度は共に1%に満たないことから今後の更なる
努力を期待する。
。人件費または人員の削減については中期目標期間5年間
5%以上の人件費削減を進めており、人事面も含め今後の

努力を期待する。

・平成19年度については、給与制度の見直し等により人
件費が増大したが、平成20年度以降は、定年退職者に
対する新規採用抑制により5%以上の削減を確実に達成
する予定である。

2-イ

。総人件費についも ジェトロの特殊性を勘案すれば目標
を上回る成果を達成。
。人件費も着実に低下させている。

。17年度から給与構造改革に着手し、18年度から現給保
障なしで職員の給与水準を5.35%引き下げたほか (役員
は7.5%引 下げ)、 21年度まで定期昇給を圧縮するなど、
国家公務員の給与構造改革の内容を上回る引下げ
・役員報酬のうち、理事長の業績給の額は評価委員会の

結果を反映、その他の役員の業績給の額は評価委員会
の評価結果及び役員としての業務に対する貢献度等を
総合的に勘案し、理事長が決定 (監事はBに固定)

・職員給与については、業務実績を考慮しヽ 社会一般の

情勢に適合したものとなるよう定め、また人事評価制度を
導入し、評価結果を賞与及び昇給に反映    ‐

・上記の取組の効果として、役職員の人件費が約2.8億

円減少
・海外現地採用者関連支出は現地の物価変動等により
約2.2億円増カロしたため、役職員給与と総合して、約0.6

億円の減
・人事院勧告を踏まえた給与改定のほか、外務公務員の

海外給与改定を踏まえた改定、現地採用職員給与の物
価変動等を踏まえた改定、為替変動等の人件費削減に
おけるジェトロの特殊性を考慮した実績は、17年度に比
べ、約7.8億 円の減



※

主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額O

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績Cb)

(千円)

6)― la) 増減率
淋
呻

増
哺

文部科学省 メディア教育開発センター 772,489 767,502 ▲ 4,987 ▲ 0.〔 ▲ 1.3

農林水産省 森林総合研究所 6,272,07C 6,224,284 ▲ 47,786 ▲ 0.〔 ▲ 1.5

外務省 国際交流基金 2,221,21S 2.201,146 ▲ 20,073 ▲ 0.C ▲ 13

厚生労働省 労働安全衛生総合研究所 1,053,10〔 !,043,773 ▲ 9,332 ▲ 0.C ▲ 1.6
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指摘項目
法人の具体的な削減計画(上段)

総人件費改革についての評価の状況総人竹撃改革!▼当野董嶽齢曇翼腎?警琴11丁肇)

2-イ

。人事の適正化の状況
(評定)A
法人の整理合理化計画を意識した人事と組織改変が行わ

れている。
人員削減の努力をしていることは認めるが、一層の削減合

理化が必要ではない力、職員の能力向上の諸施策の努力
は認められる。
・人件費の節減。人件費節減計画の策定

[評定:A]

(理 由)

。人件費について平成17年度に比べて△1.3%とした。

平成17年度を基準年とした人件費削減計画を実行する
ため、年度途中の人事交流においても人員削減を図るこ

ととし、関係機関と協議を行つた結果、平成19年10月 1

日には、1法人へ専門職員2名を転出、同年11月 1日
には、1法人へ課長補佐1名を転出、翌年1月 1日 に
は、1法人へ1部長を転出させ、いずれも後任を不補充と
した。
また、独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、一層の

人員規模の縮小に着手することとし、関係機関との協議
を行うことにより、平成20年度当初に大幅な人員削減を

行つた。

(自 己評価)

早期の人事計画策定を行い、関係機関と積極的な協議
を行つた結果、人件費削減計画、独立行政法人整理合
理化計画を踏まえた人員削減を実施しつつ、業務の複
雑化、高度化に対応した事業遂行に最低限必要な人材
を確保できたと考えている。

「行政改革の重要方針」に基づき、また、センター中期計
画における削減計画を実施するため、組織の見直し、業
務の簡素化・効率化等により平成22年度までに5名の人

員削減を行うこととし、19年度当初における常勤職員数
を18年度当初と比較して1名 減とし、さらに、年度途中に
おける異動者5名 のうち4名 については不補充とした
さらに、H21年 4月 の放送大学学園との統合に備え(19年
度から20年度は組織体制の大幅な合理化を実施するこ

ととし、各人事交流機関と協議の上、20年度当初に19年

度当初より17名減員した。

2-イ

・業務内容や業務状況に即した要員配置に努めるなど、通

切な要員管理を行つた。人件費の削減に向けた取組状況については、退職等に
よる人員の減のほか、職員の新規採用を行わなかつたた
め、人員数については29名 の減となったが、人件費つい
ては、国家公務員の給与構造改革を踏まえた人事院勧
告に基づく平成18度及び平成19年度の一般職の職員
の給与に関する法律及び関係人事院規則の改正 (若年
層の俸給月額の引き上げ、扶養手当の支給月額の引き
上げ、地域手当の支給割合の改定、勤勉手当の支給割
合改定、広域異動手当の新設、俸給の特別調整額の定
額化)に準じて賃金の改正を行ったため、対前年度と比
し、20,527千 円の増額となり、人件費削減率 (補正値)に
ついては、基準年度 (平成17年度)から1.5%の減となつ

た。

2-イ

。人件費については、ラスパイレス指数が低下したが、給与

水準に関しては国民の理解が得られるような説明が重要で

ある。平成20年度以降、引き続きラスパイレス指数に注意し
つつ、定められた中期的な人件費削減目標に向かつて着

実に削減を進める必要がある。

・平成17年度から6年6%削減の対象となる人件費 (国

内。在外全職員の人件費。法定福利費、退職費は除く)

については、対18年度比0.1%の削減にとどまった。しか
しながら、20年度は新給与制度運用の効果、職員の新陳
代謝等により、対19年度比で2.1%(▲ 46,569千 円)の削
減を見込んでおり、6年間で6%の削減に向けて人件費
管理を継続していく。

2-イ

。なお、人件費の削減目標の基準である給与、報酬等又給

総額については、平成17年度実績から1.6%の削減 (中

期目標は5年間で5%)にとどまつており、さらなる効率化が

必要である。

拝毬庫えな し



主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額la)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(千円)

6)-0) 増減率
淋
詢

増
輛

外務省 国際協力機構 13,433,009 13,290.467 ▲ 142,542 ▲ 1.1 Al.8

文部科学省 教員研修センター 416,199 410,999 ▲ 5,200 ▲ 1 ▲ 1.9



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革にういての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下段)

●    僕 務実結報告書) |
人件費削減計画 (対平成17年度実績比)は以下のと
おり。

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
△0.7%△ 1.5%△ 2.6%△3.8%△ 5.0%

人件費については、19年度で定めた目標41Eを 上回る再1源
1.協)を達成した。

19年度の人件費は、引き続き新人事・給与制度の定
着及び早期退職の勧奨を図つたこと等から、支出実
績 (削減対象人件費総額)は 13,197百 万円となり、
19年度計画における削減目標 (対 17年度実績比
1.5%減 )を 上回る削減 (1.8%減 )を達成した (17

年度支出実績比236百 万円減)。

平成 22年度人件費について、対平成 17年度人件
費 5%以上の削減を図ることとしている。このこと
を踏まえ、各年度の削減目標については、中期計画
では運営費交付金の算定上の仮定として各年度の削
減率を示した上で、具体的には予算編成過程での財
務省との協議を踏まえ、年度計画で定めている。
平成 18年度 対前年度削減率 0.8%
平成 19年度   ″  1.0756%
平成 20年度   〃  1. 6666%
平成 21年度   ″  1.6666%(予 定)

平成 22年度   ″  1.6666%(予 定)

・グループ制の導入、配置見直し(人員削減をしながらの2
名の主任指導主事増員)、 新たな人事交流機関の拡大等
により、質の高い人材の確保と体制強化を図りながら、人員
の抑制と人件費の削減目標を達成していることは評価でき
る。

。人件費削減の状況
平成19年度削減目標 (対前年度予算額1.0756%以 上)に
対し、2.61%の 削減を達成した。
なお、平成19年度の人件費決算額は、平成17年度決算
額に対しても、約700万 円(1.67%)の 削減となつている。

(注)1増減率 (補正値)が▲2.0%を上回つている法人について記載。
2※は、平成18年度意見で総人件費に係る指摘をした法人であることを表す。

達成度合いを測る基準額 (平成17年度実績)、 平成19年度実績、増減率及び同(補正値)は、「独立行政法人の役職員の給
与水準 (平成19年度)」 (平成20年7月 24日 総務省行政管理局取りまとめ)による。
3各法人は、中期目標。中期計画に定められた人件費の削減又は人員の純減を図ることとなるが、本表la)欄 に示した金額又
は人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進捗 (ちょく)状況、達成度合いを判断する際の基準とな

るものである。

4削減の対象となる人件費の範囲は、常勤の役員及び職員に支給される報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額である。
5削減の対象となる人員の範囲は、常勤の役員及び職員である。
6増減率 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人件費から控除すること
とされている人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。なお、人事院勧告を踏まえた給与改定分
は、行政職 (― )職員の年間平均給与の増減率を使用し、平成18年度は0%、 平成19年度は+0.7%となつている。
7*は平成19年4月 1日 に統合により設立された法人であり、統合前法人の人件費の合計額を計上している。
8☆は、競争的研究資金により任期付職員を雇用している法人であることを示す。競争的研究資金については、公募により
交付先が決定され、あらかじめ人件費を見込むことができない。このため、同資金による人件費については削減対象とさ

れていない。

9医薬品医療機器総合機構については、本表では、平成17年度の非審査人員に係る実績額 (総人件費から審査経理区

分の人件費を除いた額をいう。以下同L)を基準額として、非審査人員に係る実績額を記載しているが、平成18年 12月 25日

総合科学技術会議意見具申において、医薬品審査の迅速化。効率化のため、機構の審査人員について3年間でおおむね

倍増とされたことを踏まえ、同機構の中期計画においては、常勤職員について21年度までに582人まで増員することとしており

、21年度における人件費の実績額の確定後において、基準額の補正を行うこととしている。
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2)

主務省 法人名

醐 贋 省 い を 測 る

基準人員 (a)

(平成17年度実績)

(人 )

平成19年度
実績 (b)

(人 )

(b)― (a) 増減率

厚生労働省
年金・健康保険福祉施設整理機

構
8.3

内閣府 国立公文書館 0,0

国土交通省 自動車検査 ▲ ▲ 0:7



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段 )

総人件費改革についての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下

酔ヽ

2-ア

平成20年3月 31日 現在の職員数
総務部 9名

企画部12名 (うち専門職10名 )

施設部10名 (全員専門職)

業務推進部3名 (全員専門職 )

管理部 4名 計38名 (平成18年度末35名 )

(参考 :総人件費改革における当機構の基準人員数 (定

員)は、41名 である。)

撃金
件
1静

革
?曇
体
TP削努

計画
愛
以
E3と

おり。
人員数 44 44 44 44 43 41
り詈蒲霞   44   44   44

・総人件費改革を踏まえた常勤職員数の削減については、
計画的な削減が予定されている。

1行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決
定)を踏まえ、平成18年度以降の5年間で平成17年度
末に対して5%以上の人員削減を行うこととし、今中期
目標期間 (平成21年度末まで)中 に1名 、平成22年度末
までに2名 の計3名 の定員削減を行うこととしている。
また、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造

改革を踏まえた見直しに取り組んでいる̂
平成19年 6月 に第二期中期計画における年度毎の削
減計画 (要員再配置計画)を決定。その内容と実績は以
下のとおり。
年度 17 18  19 20  21 22
言トロ覇 876  870  872  870  855  832
実菊貴 876  870  870  -     ―     ―

・人員月り臥寺τ何つたの、景務所寺無の妥囚のBII直 計口を
6月 に策定している。また、(略)国家公務員の給与水準に
照らし適切なものとならており、着実な実施状況にあると認
められる。

業務連宮の効率化等を踏まえ、平成22年度末までに
〕8名 の職員を削減するため、要員の配置計画を策定し
に。(略)次年度以降については、策定した配置計画に
合つて滞りなく人員の削減及び再配置を実施していくこ
Lとしており、今後中期目標等の目標を着実に達成する
L昇.スすP^                 ・ ・ ‐ _

注)1増 減率 (補正値 )が▲2 て し r′っし0%を上回つている法人について記載。
2※は、平成18年度意見で給与水準に係る指摘をした法人であることを表す。達成度合いを測る基準人員 (平成17年度

実績)、 平成19年度実績及び増減率は、「独立行政法人の役職員の給与水準 (平成19年度)」 (平成20年 7月 24日 総務省
行政管理局取りまとめ)による。

3各法人は、中期目標。中期計画に定められた人件費の削減又は人員の純減を図ることとなるが、本表ral欄に示した金額
又は人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進捗 (ちょく)状況、達成度合いを判断する際の基準
と人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進捗状況、達成度合いを判断する際の基準となる
ものである。

4削減の対象となる人件費の範囲は、常勤の役員及び職員に支給される報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額
である。

5削減の対象となる人員の範囲は、常勤の役員及び職員である。
6増減率 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人件費から控除する
こととされている人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。なお、人事院勧告を踏まえた給与改
定分は、行政職 (― )職員の年間平均給与の増減率を使用し、平成18年度は0%、 平成19年度は+0,7%となっている。
7△は平成17年度途中に設立された法人である。基準額は設立から平成17年度末までの支給実績を基に推計している。
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(参 考)給与水準及び総人件費改革等に関する政府方針等

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第 47号 )

(独立行政法人等における人件費の削減 )

第五十三条 独立行政法人等 (独立行政法人 (政令で定める法人を除く。)及び国立大学法人等をいう。

次項において同じ。)は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間

で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させることを基本として、人

件費の削減に取 り組まなければならない。

2 独立行政法人等を所管する大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削減の取組の

状況について、独立行政法人通則法 (国立大学法人等にあっては、国立大学法人法)の定めるところ

により、的確な把握を行 うものとする。

○行政改革の重要方針 (平成 17年 12月 24日 閣議決定)

4 総人件費改革の実行計画等

(1)総人件費改革の実行計画

ウ その他の公的部門の見直し

① 独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人

(ア)主 務大臣は、国家公務員の定員の純減 目標 (今 後 5年 間で 5%以上の純減)及 び給与構造改

革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公

務員に準 じた人件費削減の取組を行 うことを中期 目標において示すこととする。

(イ)各 法人は、中期 目標に従い、今後 5年間で5%以上の人件費 (注)の削減を行 うことを基本

とする (日 本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。 これに加え、役

職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取 り組むものとする。

各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、中期

計画における削減 目標の設定状況や事後評価等を通 じた削減の進捗状況等を的確に把握するも

のとする。

(注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。

(ウ)上 記の (イ )の取組を踏まえ運営費交付金等を抑制する。

(工)各 省庁の独立行政法人評価委員会及び国立大学法人評価委員会は、各法人の人件費削減の取

組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価を実施す

登 とともに、総務省の政策評価 。独立行政法人評価委員会においても 2次評価を行 うこととし、

これらの結果を公表する。

○独立行政法人整理合理化計画 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)

Ⅲ.独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置

1.独立行政法人の効率化に関する措置

(4)給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位置付

けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。
ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿つて着実に削減に

取 り組むこと。

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対 して、その水準が高い理由及

び講ずる措置について公表 し、国民に対して納得が得られる説明を行 うとともに、社会的
に理解が得られる水準とするよう要請すること。

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対 して、給与水

準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民の理解が得

られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。
工 主務大臣は、各独立行政法人に対 して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官の給

与の範囲内とするよう要請すること。

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意 しつ

つ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業

績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切

に報酬額に反映されることが必要である。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事

による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。
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別併氏3

独立行政法人の評価及び業務運営等について参考となる事例

①分かりやすい評価に向けて積極的に取り組んでいる評価委員会の例

評価委員会名 取 組 の 概 要

経済産業省独立行

政法人評価委員会

経済産業省独立行政法人評価委員会では、法人横断的な評価

項目として、従来の契約形態の適正性及び役員の給与水準の適

正性t劫口え、平成 19年度評価においては、順 行政法人の中

望旦標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取

組方針」(平成19年 7月 11日政策評価・独立行政法人評価委員

金塗立Lと墜主主主塾絶に関する情報公開に _量産の査

効活用、ム 損金、1剰余金の適正化及びリスク管理債権の適正化

を加えており、これらの事項については同委員会所属の全分科

会・部会において、当該年度における実績の把握及びその評価

カンテわれている。

また、同委員会は総合評価を行うに際し、各評価項目 (①業

務運営の効率化C国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上③財務内容の改善④その他業務運営に関する朝

に評価比率を配分し、各評点を合算して総合評価を算出してい

る。評価比率については各分科会・部会により異なっていたが

平成 19年度評価ヤヒ際し、2.全法人一律で①
"%②

50～60%③

20%④ o～10%の評価比率に変更している。これにより、経済

産業省所管法人の総合評価に関する考え方が統一され、法人間

の評価の比較が行いやすくなるなど、分かりやすい評価のため

の取組がなされるとともに、業務運営の効率化と財務内容の改

善の事項を各 20%で固定することにより、運営費交付金等、国

費支出の削減のためのインセンティブを働かせるための工夫が

行われている。



②業務運営等の改善に積極的に取り組んでいる独立行政法人の例

法人名 要概の組取

独立行政法人国立

文化財機構、独立行

政法人国立美術館

(文部科学省所管)

上野地区に所在する独立行政法人国立文化財機構の東京国立

博物館及び東京文化財研究所、独立行政法人国立美術館の国立

西洋美術館、国立大学法人東京芸術大学の4施設においては、

事務の効率化・合理化を図るため、平成 18年度から、連携して

三ピ土用紙笠の基回調達をしており、19年度には廃棄物処理業

務についても共同発注している。

この結果、これらの契約については、個々の施設で対応して

いたときに比べ、契約単価の低減及び契約手続に係る事務量の

軽減が図られ、経費・業務の効率化に寄与するものとなってい

る。

独立行政法人海上

技術安全研究所

(国土交通省所管)

本法人は、整理合理化計画において、処分等を行 うこととし

ている実物資産はないが、保有資産の見直しに際し、減損会計

の導入により、平成 18年度から実施している施設 。設備の稼働

状況の調査を活用して、減損会計の対象となる資産だけではな

く二本法人が保有する主要な資産 衝護調朧

“

00万円以⊃ に

ついて、使用状況、稼働日数、_今後の使用の予定等について 1

件毎に見直しを行つている。なお、19年度の調査結果では減損

を認識した資産はなかった

また、減損会計の対象とならない実験機器の中に19年度の使

用日数が10日 未満のものが 6件あることが判明した これらに

ついては、いずれも特定の実験でしか使用 しない汎用性のない

ものであり、本法人で使用 しない限り使用実績が現れにくいも

のであることから、外部への貸与は難しいものとの結論となっ

た。また、20年度以降の研究において使用する可能性があるた

め

―

は行わず引き続き保有することとした



独立行政法人等の評価結果一覧 (平成19年度業務実績に対する評価) 参考資料 1

(注)1独 立行政法人等の平成19年度の業務実績に対する府省評価委員会の評定結果を取りまとめた。
2大項目そのものに諄優がない場合、それに関連するより下位の項目に対して付された評定及びその個数を記載。
3総 合諄輌が記述式で評定が存在しない場合、「記述式のため省略Jと記載 .

4評 価項目がない等の場合には、rJと記載。



独立行政法人整理合理化計画で評価委員会において取り組むこととされた事項の実施状況

参考資料 2

平成 20年 11月 26日 現在

入札及び契約の適 正

な実施

(Ⅲ -1-(1)―④)

・随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約

つ適正な実施について、監事及び会計監査人による監

奎、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳

正にチェックする。 政策評価・独立行政法人評価委員会において引き続き取 りまとめ中

入札・契約、情報開示

(Ⅲ-2-(1)-0-力 )

。随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報

帰示の状況について、監事及び会計監査人による監査

で厳格にチェックするとともに、評価委員会において

事後評価を行う。

保有資産の見直し

(Ⅲ -1-(2)―④)

・保有資産の見直しの状況については、監事による監

奎、評価委員会による事後評価において、それぞれ適

切にチェックする。

D 7府省評価委員会 (注)は、平成 19年度の業務実績の評価の際に、独立行政法人整

理合理化計画 (以下「整理合理化計画」という。)で 19年度中に見直すこととされて

いる実物資産の見直し状況について評価を行つている。

(注)平成 19年度中に見直し対象となる実物資産を有する独立行政法人がない評価委

員会は総務省評価委員会、経済産業省評価委員会、環境省評価委員会、防衛省評価

委員会

給与水準の適正化等

(Ⅲ -1-(4)―③)

・給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明

がなされているか等の観点から、監事による監査、評

価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチ

ェックする。

D ll府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に、給与水準に関する評

価を行つている。評価結果の記載内容をみると、国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、多くの法人の評価においてなお改善を要する点があると考えられる。

監事と連携して評価

(Ⅲ-2-(1)-0オ )

・評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連

携 して評価に当たる。

Э ll府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に監事から監事監査報告

書の提出を受けるなどして評価を行つている。

連結財務諸表等 を把

握 し評価

(Ⅲ -2-(1)―⑥―イ)

・評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人につ

いて、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報を関連法

人に関するものをも含めて的確に把握した上で評価

を実施する。

Э 所管法人が関連法人を有する10府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価

の際に法人から財務諸表等を提出させて関連法人の情報を把握した上で評価を行つて

いる。

(注)関連法人を有する独立行政法人がない評価委員会は防衛省評価委員会

国民の意見募集

(Ⅲ -2-(1)―C>工 )

・評価委員会は、独立行政法人評価の際、業務・マネ

ジメント等に係る国民の意見募集を行い、その評価に

適切に反映させる。

Э 8府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に主務省のホームページを

通じて所管法人の業務・マネジメントに係る国民の意見募集を行い評価の参考として

いる。

3府省評価委員会 (注)は、国民からの意見募集の方法等を検討中。

(注)内閣府評価委員会、外務省評価委員会、環境省評価委員会



独キ颯第θ′θ7θθ

料 1-1

政 委 第 1号
平成 21年 1月 7日

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委 員 長  井 原  哲 夫 殿

政策評価・独立行政法人評価委員会

委 員 長  大 橋  洋

亜封停露:甲 l面
・18

田うこIi禰己
評l面鷲i雫日
蘭雫辰匿

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に

関する評価の結果 (契約の適正化に係るもの)について

当委員会は、平成 20年 8月 18日付けをもつて貴委員会から通知のあった

「厚生労働省の所管する独立行政法人の平成 19年度の業務実績の評価結果

について」等のうち契約の適正化に係る評価の結果に関して、男J紙のとおり

意見を取りまとめましたのでt通知します。

今後、貴委員会におかれては、本意見を活かし、国民の行政に対する信頼

回復のために、政府が契約事務の一層の適正化に取り組んでいる趣旨を十分

踏まえ、厳格かつ客観的な評価を行らていただくようお願いします。



別 紙

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価

の結果 (契約の適正化に係るもの)について

1 契約の適正化に係る評価に関する政府の方針及び政策評価・独立行政法人

評価委員会の関心事項

独立行政法人が締結する契約については、競争性・透明性を高め、適正化

を一層推進する観点から、平成 19年 H月 に 「随意契約の適正化の一層の推

進について」(公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)において、

「各府省の独立行政法人評価委員会において、入札・契約に係 る事務が適正

に執行 されているかについて厳正に評価する」とされている。また、「独立行

政法人整理合理化計画」 (平成 19年 12月 24日 閣議決定。以下 「整理合理化

計画」 とい う。)においては、「随意契約見直 し計画 0の
実施状況を含む入

札・契約の適正な実施について、監事及び会計監査人による監査、評価委員

会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする」 とされている。

政策評価 。独立行政法人評価委員会 (以下「当委員会」とい う。)と しては、

各法人及び各府省独立行政法人評価委員会 (以下 「各府省評価委員会」 とい

う。)が これ らの厳正な評価やチェックなどの要請に応えるためには、独立行

政法人の長や監事、各府省評価委員会が契約の適正化に向けてそれぞれ取 り

組むべき内容を整理 した上で、契約の適正化に取 り組む必要があると考える。

このため、当委員会では、二次評価を行 う際の具体的な視点 として、「入札・

契約の適正化に係 る評価における関心事項」 (平成 20年 9月 5日 政策評価・

独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会随意契約等評価臨時検討チ

ーム。以下 「関心事項」 とい う。参考資料 1参照)を取 りまとめ、各府省評

価委員会に通知 した。関心事項においては、契約に係る規程類、体制の整備

状況、随意契約見直 し計画の実施状況等に係る評価、また、個々の契約の合

規性等に係る監事等のチェックプロセスのフォローなどを示 したところであ

る。

(注) 「随意契約見直し計画」は、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成 19



年 8月 10日 閣議決定)において、一般競争入札等の導入、範囲拡大等を図るため、法人ごと

に作成することとされているもの。当該計画は、各法人のホームページにおいて公表されてい

る。

2 厚生労働省所管独立行政法人における契約状況

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人における契約の状況は、

別表のとお りである。

平成 19年度の厚生労働省所管独立行政法人全体における競争性のない随

意契約は、18年度 と比較 して、約 219.74億 円、2,540件減少 し、契約全体に

占める競争性のない随意契約の割合 も金額で 6ポイン ト、件数で 8ポイン ト

減少 している。

また、厚生労働省所管独立行政法人全体における一般競争入札に占める 1

者以下応札の状況は、別表のとお り、3,457件 (39%)と なってお り、各法

人の主たる事業類型ごとの状況については資料のとお りである。

3 平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する

評価の結果 (契約の適正化に係るもの)についての意見

平成 19年度における厚生労働省所管 14法人 (国立健康・栄養研究所、労

働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、

福祉医療機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研

修機構、雇用・能力開発機構、労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品

医療機器総合機構、医薬基盤研究所、年金・健康保険福祉施設整理機構、年

金積立金管理運用)の業務の実績に関する契約の適正化に係る貴委員会の評

価の結果 (以下 「評価結果」とい う。)について、以下のとお り、改善すべき

点がみられた。

なお、契約事務に係 る執行体制の評価については、各法人の業務特性 (専

門性を有する試験 。研究法人等)、 契約事務量 (契約金額・件数等)及び職員

規模などを勘案 した上で、当該体制が契約の適正実施確保の観点から有効に

機能 しているかについて留意されたい。



(1)契約に係る規程類に関する評価結果

契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備内容の

適切性について、厚生労働省所管 14法人のうち、 8法人については、評

価結果において、「随意契約の見直しについて、国と同様の基準となるよ

う所要の規程の整備を行つていることは評価できる」旨の言及などがなさ

れているが、6法人 (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労働政策研

究・研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究所)

については、契約に係る規程類の整備内容の適切性について評価結果にお

いて言及されていない。

また、 2法人については、表 3-(1)の とお り、会計規程等において、

国の契約の基準と異なる規定が設けられているが、このような規定が設け

られていることの適切性について、評価結果において言及されていない状

況がみられた。

例えば、国の場合、随意契約によることができる具体的要件が定められ

ているが、独立行政法人の場合、随意契約要件として「前各号に掲げる場

合のほか、事業経営上特に必要があると認めたとき」と具体的に定められ

ていない条項 (い わゆる「包括的随契条項」)が規定されているものがあ

る。同条項は安易に適用された場合の弊害が大きいと考えられ、法人の業

務の特性等を踏まえてあらかじめ想定される随意契約にならざるを得な

いものについてはできる限り具体的に定めるべきであり、その規定の整備

内容の適切性について検証し、評価結果において明らかにする必要がある

と考えられる。

したがつて、貴委員会は、契約に係る規程類の整備内容の適切性を確保

する観点から、

① 契約に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握 した上で、これら

の規程類の整備内容の適切性についてより厳格に評価を行 うとともに、

評価結果において明らかにすべきである (勤労者退職金共済機構、福祉

医療機構、労働政策研究・研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総

合機構、医薬基盤研究所)。

② 今後の評価に当たって、国の契約の基準と異なる規定については、「独



立行政法人における契約の適正化について (依頼 )」 (平成 2o年 11月

14日 総務省行政管理局長事務連絡。参考資料 2参照)を も踏まえて評

価するとともに、評価結果において明らかにするよう留意 されたい。

(注)1 独立行政法人の会計規程等に基づき、当委員会が作成した。

2 会計規程等において、国の契約の基準と異なる条項が設けられているが、評価結果において、

この条項を設けることの適切性について言及されていない法人について、本表に掲載している。

3 ※を付した法人は、評価結果において、契約に係る規程類の整備内容の適切性について言及

されていない。

(2)随意契約見直し計画の実施 口進 捗 状況等に関する評価結果

随意契約見直し計画の実施 。進捗状況等に関して、厚生労働省所管 14

法人については、評価結果において、「随意契約比率については前年を下

回つたが、依然としてその比率は高いと考えられるため、平成 19年 12月

に策定した「随意契約見直し計画」を速やかに実施するなど、見直しを一

層促進することが望まれる」旨の言及などがなされている。

しかしながら、 4法人については、表 3-(2)の とおり当該法人におけ

表3-(1)国の契約の基準と異なる会計規程等の規定

独立行政法人名 会計規程等の規定

福祉医療機構※ 。「独立行政法人福祉医療機構会計施行細則」(平成 15年 10月

1日 )において、随意契約要件として「事業経営上特に必要が

あると認めたとき」と具体的に定められていない条項がある。

。「政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等の調

達手続を定める規程」(平成 15年 10月 1日 規程第25号 )におい

て、政府調達協定に係る案件 (予定価格1,700万円以下の調達

契約)の公告期間・媒体について定めがある以外は、公告期間・

公告媒体について定めがない。

国立病院機構※ 。「独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則」 (平成 16年

4月 1日 細則第 6号)において、緊急の場合以外にも、一般競

争入札における公告期間について 10日 より短縮できるとして

いる。



る競争性のない随意契約の金額について平成 19年度実績が 18年度実績 と

比較 して増加 しているにもかかわらず、この原因等の検証結果が、評価結

果において言及されていないとの状況がみられた。

したがって、今後の随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評

価に当たっては、随意契約の金額が増加 している原因等の検証結果につい

ても評価結果において明らかにするよう留意されたい。

表3-(2)平 成 19年度の競争性のない随意契約の金額が 18年度実績の金

額と比較して増加している独立行政法人の状況

(注)1 「平成 19年度における独立行政法人の契約状況について」(平成 20年 7月 4日 総務省行政管

理局)に基づき、当委員会が作成 した。

2 平成 19年度の競争性のない随意契約の金額が 18年度実績 と比較 して増加 しているが、評価

結果においてその検証結果が言及されていない法人について、本表に掲載 している。

3 金額の数値は、百万円未満を四捨五入 している。

(3)個々の契約の合規性等に関する評価結果

ア 関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果

【雇用・能力開発機構】

・ 本法人には、平成 19年度末現在で関連法人が 3法人あり、昨年度の

当委員会意見として、貴委員会に対し、「整理合理化計画Ⅲ-2-(1)

一②「関連法人等との人・資金の流れの在 り方」をも踏まえ、関連公益

法人に対する業務委託の妥当性について評価を行 うべきである」との指

法人名
金額

i8年度→19年度 (+増分)

労働安全衛生総合研究所 1.98億 円→2.H億円

(+0.13億 円)

勤労者退職金共済機構 30.77億円→34.67億 円

(+3.90億 円)

医薬品医療機器総合機構 18.44億 円→27.76億 円

(+9.32億 円)

年金・健康保険福祉施設整理機構 4_09億円→4.56億円

(+0.47億 円)



摘を行つている。しかしながら、財団法人雇用振興協会と雇用促進住宅

の管理運営等について約 294。 20億円の業務委託契約がなされており、

当該発注額が関連法人における事業収入の大部分を占めているにもか

かわらず、評価結果において、関連法人への業務委託契約の妥当性につ

いて言及されていない。

今後の評価に当たつては、整理合理化計画において「雇用促進住宅の

管理運営に係る (財)雇用振興協会への委託業務については、随意契約

を改め、平成 20年度はブロック単位、平成 21年度以降は都道府県単位

ごとの競争性のある入札方式へ移行する」とされていることを踏まえ、

真に競争性が確保されているかという観点から厳格に評価すべきであ

る。

イ ー般競争入札における 1者応札率が高い法人に関する評価結果

【労働者健康福祉機構】

。 本法人については、表 3-(3)及び資料のとおり、①平成 19年度にお

ける一般競争入札のうち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過

(1者応札率が 50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率

について本法人が該当する法人類型の平均の 1者応札率を超過 してい

る。一般競争入札は契約の競争性 0透明性を高めるという意義を有する

ものであり、特に、1者応札率が高い法人については競争性・透明性の

確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検証が必要であると考える

が、評価結果において言及されていない。

今後の個々の契約の合規性等に係る評価に当たって、一般競争入札に

おいて 1者応札率が高い法人については、法人の業務を勘案した上で、

一般競争入札において制限的な応札条件が設定されていないかなど、競

争性・透明性の確保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応 じ、改

善方策の検討などを促すとともに、その結果を評価結果において明らか

にすべきである。



表3-(3)平成 19年度における一般競争入札における 1者以下の応札件数

(注)1 各独立行政法人の平成 19年度における随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当

委員会が作成 した。

2 1者応札率とは、一般競争入札の うち、応札者が 1者である件数の割合をいう。

3 「該当する類型の平均 1者応札率J欄については、「独立行政法人整理合理化計画の策定に

係る基本方針」(平成 19年 8月 10日 閣議決定)における事務・事業等の類型 (公共事業執行

型、助成事業等執行型、資産債務型、研究開発型、特定事業執行型、政策金融型の 6類型 )

に基づき、該当する類型の全法人の平均 1者応札率を記載 している。

4 ①平成 19年度における一般競争入札の うち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過

(1者応札率が 50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率について本法人が該当

する法人類型の平均の 1者応札率を超過している法人のうち、評価結果において競争性・透

明性の確保の観点からの理由等の説明がなされていない法人について、本表に掲載している。

等について

独立行政法人名 1者応札件数 2者以上の応

札件数

1者応札率 該当する類型の平均

1者応札率

労働者健康福祉機

構
1,089件 886イ牛 55.1%

資産債務型 :37.6%

特定事業執行型 :

38.6%



別表 厚生 立行政法人における の状況

法人名

契約の状況 ( L段 :件数、下段 :金額 (億 円))
一般競争入札に

おける 1者応札
の割合 (1者応

札件数 (%)/一
般競争入札件

数 )

関連法人

平成18年度 平成19年度 関 連

人

　

３

法

数

注

と

連
人
契

関
法

の

る法人

注4

競争性のあ
る契約
注 2

競争性のな
い随意契約

全契約の合
計

競争性のあ
る契約

競争性のな
い随意契約

全契約の合
計

国工健肝 宋養り「先

所

1 7(35%)

/20件
0

0.82

労働安全衛生総合研 10( 41(65%)

/63件
0

究所 11.7( 8.0(

勤労者退職金共済機
構

6(14%)

/42件
0

5.8, 30.77 36.5〔 34.61

高齢・障害者雇用支
援機構

64(43%)

/148件
49 ○

17. 11 102.24 119.3[ 21.5〈 93.72 115.2(

福祉医療機構
4(1鰯)

/40件
1

27.4( 30.5( 24.38 30.2〔

国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園

0(0%)

/0件
l ○

労働政策研究 。研修

機構

14(2鰯 )

/69件
0

10.5( 7.7C 10.89

雇用・能力開発機構
1,081 6,29[ 7,37( 1,541 5.61C 7,151 563(40%)

/1,405件
3 ○

154.1 662.5( 816.6( 130.37 648.5〔 778.9C

労働者健康福祉機構
1,28( 2,69〔 3,97C 2,057 1,56⊆ 3,62C 1,089(55%)

/1975件
3 ○

307.77 782.00 1,088.77 497.7e 579.1 1,076.83

国立病院機構
6,68C 3,600 10,28C 6,092 3,14[ 9.237 1,881(33%)

/5,712件
0

1.513.43 536.00 2,049.4[ 1,644.0[ 544.04 2,188.07

医薬品医療機器総合 122 25(42%)

/59件
0

機 構 18.44 26.5[ 10.91 27.7( 38.67

医薬基盤研究所
25〔 374 43(48%)

/90件
8 ○

102.02 25.91 127.9〔 104.3〔 121.4C

年金・健康保険福祉
施設整理機構

7(H%)
/64件

0
19.7乏 24.2〔

年金積立金管理運用 硼
糾

0
11.5[ 14.8〔

合計
(厚生労働省)

(41%)

13,707

(59%) (100%) (49%)

11,167

(51%) (100%) 3,745(39%)

/9,694件2,132.4乏

(49%)

2,209.3[

`51%ゝ

4,340.7〔

(loO%)

2,469.1(

(5R%ヽ

1,989.61

イ45%ヽ

4,458.7〔

(100%)

合計
(独立行政法人全体)

36,618

(36%)

23[

(64%) (100%) (4鮎 )

50,797

(54%)

94,021

(10096) 10,768(45%)

/24,168件11,523.8〔

`5,%)

10,484.1〔

`4R%ヽ

22,007.93

(loo%)

14,907.13

`6o%ヽ

9,829.4〔

イ40%ヽ

24,736.5(

イloo%ヽ

(注 )

1 「平成19年度における独立行政法人の契約状況にういて」 (平成20年 7月 4日 総務省行政管理局)等
に基づき、当委員会が作成 した。なお、同資料では郵便貯金・簡易生命保険管理機構は対象外 となつて
いるため、合計 (独立行政法人全体)には、当該機構の数値は含まれていない。

2 競争性のある契約は、競争入札等、企画競争及び公募を示 している。
3 関連法人数は、平成 19年度における各法人の特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の合計数を記

載 している。
4 各法人の平成 19年度の財務諸表を基に、関連法人との契約がある法人に「○」を記載 している。
5 計数は、それぞれ四捨五入 しているため、合計において一致 しない場合がある。



資料

独立行政法人の―般競争入札における 1者応札の状況

当委員会では、各府省評価委員会の契約の適正化に係る評価を検証するに当
たり、評価対象期間中に法人が行つた一般競争入札について、 1者応札になっ

た事案がある場合に、 1者応札が生じた原因等を考慮することなく、単に 1者
応札であるという結果のみをもつて指摘をするのは不十分又は公正を失するお
それがあると考えた。評価対象期間である平成 19年度は、真にやむを得ないも
のを除き競争性のない随意契約から競争性のある契約へ移行しようとする政府
全体の取組が本格的に始められた時期であり、いわば過渡期に当たる。そのた
め、法人の取組状況を個別に区分けしていけば、過去からの業務の継続の中で、
十分な方針転換がなされていないものも、方針は転換 したがその運用が不十分
で必ずしも結果に結び付かなかったものもあるであろう。これ らは、評価と必

要な指摘を通じて、政府の方針の徹底に導くべきものである。他方において、
業務又は契約の性質上不可避的に 1者応札になったもの、方針に沿って適切に
運用されたにもかかわらず偶然に 1者応札となったものも存在 し得ることも否
定できない。 しかしながら、その区分けをする方法は、確立しているとは言い

難い。

そこで、当委員会は、取組初年である今回の二次評価においては、とりあえ

ずの簡便な区分けの試みとして、横断的にみて、「特に 1者応札となるものが多
い」と言える法人を次の方法により抽出することとした。

① まず、公表データにより1者応札率が 50%を超えている法人を抽出する。
なお、公表データとしては、各独立行政法人が平成 20年 7月 に公表した「平
成 19年度における随意契約見直し計画のフォローアップ」のデータとして

示されている一般競争入札における 1者応札件数を用いた。

② 次に、独立行政法人の主たる事業の 6類型 ③ ごとに平均の 1者応札率を

算出する。

③ ①で抽出された法人のうち、②で算出された平均 1者応札率を上回つて
いるものを抽出する。

④ ③に際し、主たる事業について、複数の類型に属するものは該当するす
べての類型の平均 1者応札率の中で最も高いものを上回る法人を抽出する。

③及び④で抽出された法人については、事業の性質に起因する傾向を勘案 し
てもなお、それ以上に強い 1者応札を招く傾向が推認できることになる。すな

わち、「特に 1者応札になるものが多い」ということになる。評価する立場とし



ては、少なくともこのような法人については、原因を探 り、政府方針の徹底に

導くべく、より厳格に評価す る必要があ り、また、 1者応札 とい う結果につい

てより明確な説明が求められるとい うことになるわけである。 したがつて、そ

のような観点か ら評価が不足 していると考えられるものについては、意見の中

で個別に指摘することとした。

以上のような抽出作業の結果を図示 したものを、以下に資料 として取 りまと

めた。これをみると、平均 1者応札率は、研究開発型では 60。 4%と 50%を上回

つているが、他の類型においては 50%を 下回つてお り、政策金融型では 50%を

かな り下回つている。 これ らが事業 と契約の相関を示 しているのか、今回看取

されただけのものなのか、仮に相関を示 しているとしてその意義をどうとらえ

るかは、もとより、直ちに結論が得 られ るものではなく、今後、個々の契約に

ついての評価等を得ながら、分析する必要がある。

なお、 1者応札についてのあるべき評価の視点については、当委員会独立行

政法人評価分科会随意契約等評価臨時検討チームが平成 20年 9月 5日 付け「入

札 0契約の適正化に係 る評価における関心事項」で示 したとお り「応札者が 1

者のみであるものなどがある場合において、契約における競争性・透明性の確

保の観点か ら、必要に応 じ、評価委員会 自らが監事等によるチェックプロセス

のフォローを行っているか」 とい う視点であ り、上述の作業によつて抽出され

るか否か、また、今回個男1に指摘 したか否かにかかわらず、有効であるので、

改めてここに指摘 し、各府省の評価委員会の適切な評価を求めるものである。

(注) この類型については、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本

方針について」 (平成 19年 8月 10日 閣議決定)において示 されている 6

類型 (公共事業執行型、助成事業等執行型、資産債務型、研究開発型、

特定事業執行型、政策金融型)を用いているが、類型が重複 している法

人がある。



公共事業執行型
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32.3鴨 |

176%
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」黎 霧ワ甥 懸 製ヽ聖;:信認邊L鸞雹筋 亀護8留爛家雅繁t仝霙絆才

もののみが挙げられている。

2f独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針Jに おける「公共事業執行型 Jと は、道路、ダム、市街地の整備改善等社会資本の整備 (公
共事業 )を行つている法人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資産債務型 、研 :研究開発型、特 :特 定事業執行型、政 :政策金融型
51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の割合をいう。
61會

「
響重友∬ 侮静宅罰彫」lyf監 驚亀

Fξ繊を4婆企隻琶富撃亀庫量碁:厚 生労始 0濃 林水産徴 櫛 選 済産業雀

公
共
事
業
軌
行
型

法人名 鑽壼菫複 ―畿競争入札件薇 1む応札件畿 1■厖■串

歌遭 建設・運輸 施 設整備 支援機 構 公・資 581
緑 資源機構 23〔

4 都市再 生機 構 1041
件欧合針、平均1■応れ率(1者応札件数合計/一般競争入ホL件数合計) 501 3231



10%

.       
助成事業等執行型

助
威
事
業
等
韓
行
型

法人名 ■型菫損 ―般

"●
入札件致 1奢応札件畿 !奢応札率

465,
文 日本 芸 術 文 化 振 興 会 1 454,

4 厚 高齢・障害 者雇 用 支援機 構 432,

1.40 〔 563 40_1,

(経 )石 油天然ガス・金属 鉱 物資源機構 331'
(外 )国 際 交流基金

9(経)新 エネル ギ ー・藤 業 技 術 総 合 開 発 機 糧 使 287,
(経 )日 本 3 28Ю,

(晨)農畜産業振興機構 2641

文)日 本 字術振 興会 2200

外 ) 力機 lE

E口 ) :港 周辺整備 機構 1

件 数 合 針 、平 均 1者応 札 率 (1者応キし件数合計/一般競争入ホL件数合詢 ac震 1311 431"

(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19
年度における随意契約 見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施する

もののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針Jに おける「助成事業等執行型」とは、以下に掲げる事業の執行や助成等を行つている法人
の類型である。
(1)特 定の政策 目的を達成するために第二者に対して補助金の給付等 (競争的資金等の助成事業を含む)を 行つている法人
(2)価格・需給の安定を図るため、特定物品の売買、備蓄等を行つている法人               ・

(3)国 際協力、国際交流等の業務を行つている法人

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資 産債務型 、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の割合をいう。
6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内閣府、(総 ):総務省、(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚生労働省 、(農 ):農林水産省、(経 ):経 済産業省、
(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省



資産債務型                   |

び                0        ヾ

ヾ

件 欧 合 針 .平均 1■応 札 率 (1者応札件数合計/一般競争入札件数合計 )

(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成19

年度における随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施する
もののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針Jに おける「資産債務型」とは、特定の政策 目的を達成するため、土地・建物等の資産を保有

する法人、又は、当該資産に該当しない資産を保有する法人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。

4類 型重複の相は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。
公 :公 共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資 産債務型、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の割合をいう。

6法 人名欄の()内は誅のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内閣府、(総 ):総務省、(外 )外務省、(財):財 務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚生労働省、(農 ):農林水産省、(経 ):経済産業省、
(国 ),国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省



研究開発型
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(注)1本 表はf独立行政法人整理合理イヒ計画の策定に係る基本方針」(平成19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19

年度における随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施する

もののみが挙げられている。

2[独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針Jに おける「研究開発型 Jと は、試験研究・技術開発等を自ら行い又は第二者に行わせてい

る(助成事業等執行型の(注 )2(1)の 競争的資金等の助成事業を除く)法 人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を 超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重機の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助 成事業等執行型、資 :資産債務型 、研 :研究開発型、特 :特 定事業執行型、政 :政策金融型

51者応|し 率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の害1合をいう。
6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内 閣府、(総 ):総務省、(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚 生労働省、(農 ):晨林水産省、(経 ):経 済産業省、
(国 ):国 土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省
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(注)1本 表は「独立行政治人整理合理化計画の策定に係る基本方針J(平成 19年8月 10日 間議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19年度における
随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施するもののみが挙げられてい&随意

2「独
箋契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が
睦立行政法人整理合理イヒ計画の策定に係る基本方針 ]における「特定事業執行型 ,と は、以下に掲げる1

(1)試験、教育、研修、指導監督及び養成を行つている法人

挙げられてい祝
睦立行政法人整理合理イヒ計画の策定に係る基本方針 ]における「特定事業執行型 ,と は、以下に掲げる事業を実施する法人の額型である。
(1)試験、教育、研修、指導監督及び養成を行つている法人
(2)情報発信、情報処理、啓発、展示、普及、助言、宣伝を行つている法人
(3)医 療、福祉、検査、審査等の業務を行つている法人

情報処理、啓発、展示、普及
、検査、審査等の業務を行つ
)製造・生産を行つている法人

(3)医 療、福祉、検査、審
`(4)特 定物品の製造・生産(4)特 定物品の製造・生産を行つている法人

(5)共 済、保険、年金、福利厚生等の社会保障業務、危機対応業務及び 日米地位協定に基づく駐留軍等に対する労務提供等の業務を行つている法人
3網掛けの法人は、1者応本L率がm%を超過力つ 当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人であ 。
4類型重複の相は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等機行型、資 :資産債務型、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型
51者応オL率とは、一般競争入社件数のうち、応ホL者が1者 である件数の割合をいう。
6法人名相の ()内は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内 閣府、(総):総務省、(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 );厚生労働省、(農 ):農林水産省、(経):経 済産業省、(口 ):国 土交通省、
(環 );環境省、(防 ):防衛省
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(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針J(平成19年8月 10日 閣議決定)の事務。事業の類型及び各独立行政法人の平成 19

年度 における 随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施す

るもののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」における「政策金融型」とは、融資等業務 (資金の貸付け、債務の保証 、出資若しくは利

子の補給、債権の買取・譲受 )を 行つている法 人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。

4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。
公 :公 共事業執行型、助 :助 成事業等執行型 資 :資産債務型、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型 、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の害1合 をいう。

6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。
(内 ):内閣府 、(総 ):総務省、(外 )外務省 、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚 生労働省、(農 ):農林水産省、(経 ):経 済産業省、
(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省

政
策
金
融
型

螢 人 名 鰭 応 札 停 壼 1看
=■ =

センター

(文 )日 本 学生支 援機構 34.2,

経 ) 石 油 天 然ガ ス・金 属 鉱 物 資 頭 機 構

4

5 ( 金 14

6 (厚 )福 祉 医療機 構 10 Cll

(財、国 )奄 美 群 島振 興 開発 基金

5 14照 20_



参考資料 1

平成20年 9月 5日

入札・契約の適正化に係る評価における関心事項

独 立行 政 法 人 評 価 分 科 会

随意契約等評価臨時検討チーム

入札・契約の適正化に係る政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会の評価における関心事項は以下のとおりである。

同関心事項のうち、「Ⅱ 個々の契約に係る評価」については、各府省評価委員会に

おいて追加的評価を行う場合には、独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号)第
32条第 3項に基づく各府省評価委員会から当委員会に対する通知については、別途、

追加・補足の通知を可とする。

また、「I 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価」については、通常の

年度評価の枠組みの中で評価することが適当と考えるが、各府省評価委員会において、

「Ⅱ」に係る評価に伴い追加的評価 (体制の機能性の追加的評価等)が必要となる場合、

更には、本関心事項に基づき入札・契約に係る事項仝体について改めて評価を行 う場合

においても、上記と同様、別途の通知を可とする。

当委員会では、これらの評価結果 (通知)を踏まえ評価することとする。

I 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価

1 契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備の有無、及び規

定内容を把握 した上で、整備内容の適切性について評価を行っているか。

2 契約事務に係る執行体制を把握 し、当該体制が契約の適正実施確保の上で適切な

ものとなっているかについて評価を行っているか。

内部審査体市1や第二者による審査体制が整備されていない場合、法人の業務特性

(専門性を有する試験 0研究法人等)、 契約事務量等を勘案 し、これらの体制を整

備する必要性について評価を行っているか。また、整備 されている場合、競争性・

透明性確保の観点から有効に機能しているかについて評価を行っているか。

監事による監査は、これらの体制の整備状況を踏まえた上で行っているかについ

て評価を行っているか。

3 「随意契約見直し計画」の実施 。進捗状況や 日標達成に向けた具体的取組状況に

ついて把握した上で、これらの実施状況等について評価を行っているか。

また、計画どお りに進んでいない場合、その原因を把握・分析 しているか。



個々の契約に係る評価

監事による個々の契約の合規性等に係るチェックプロセス (チ ェック体制、抽出

方法、抽出件数、個別・具体的チェック方法等)や入札監視委員会などの第二者に

よるチェックプロセスを把握 した上で、関連公益法人との間で随意契約を締結して

いるもの、落札率が高いもの、応札者が 1者のみであるものなどがある場合におい

て、契約における競争性・透明性の確保の観点から、必要に応 じ、評価委員会自ら

が監事等によるチェックプロセスのフォローを行つているか。



参 考 資 料 2

事 務 連 絡

平成 20年 11月 14日

各府省官房長 各位

総務省行政管理局長

独立行政法人における契約の適正化について (依頼 )

独立行政法人は、業務運営の自律性を確保することとされており、契約方法については、

原則として各法人の自主性に委ねられているが、業務の公共性に鑑み、業務運営の効率性及

び国民の信頼性の確保の観点から、業務運営の適正性・透明性を確保することが強く要請さ

れる。

独立行政法人の契約については、国における取組みを踏まえ、原則として一般競争入札等

(企画競争。公募を含む)に よることとされ、その導入、範囲拡大を図ることとされている。

今般、会計検査院は参議院に対して、「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に

関する会計検査の結果について」 (国会法第 105条 の規定による参議院からの検査要請に基

づく報告)を報告したところであるが、その指摘を踏まえ、各府省におかれては、貴管下の

独立行政法人に対し、下記の具体的な措置を講ずるよう要請願いたい。

一般競争入札における公告期間・公告方法等について、会計規程等において明確に定

めること。また、公告期間の下限を国と同様の基準 とすること。

指名競争入札限度額を国 と同額の基準 とすること。

包括的随契条項又は公益法人随契条項を設定 している場合、し意的な運用をJ卜除する

ため、これ らに係 る基準をできる限 り明確かつ具体的に定めること。

予定価格の作成・省略に関する定めについて、会計規程等において明確に定めること。

また、作成を省略する場合、省略する理由や対象範囲を明確かつ具体的に定め、省略

できる基準を国と同額の基準とすること。

総合評価方式や複数年度契約に関する規定について、会計規程等において明確に定め

ること。

総合評価方式、企画競争及び公募を実施する場合、要領 。マニュアル等の整備 を行 う

こと。

①

②

③

④

⑤

⑥



(別添 )

会計検査院法報告書 (平成 20年 11月 )

「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」(抜粋 )

2 所見

～ (省略 )

(2)契約制度、落札率等入札及び契約の状況

ア 独立行政法人の契約制度

(ア)一 般競争契約における公告期間、公告の方法等や予定価格の作成に関する定め

など、契約の適正化 を図る上で重要な契約手続については、会計規程等において

明確に定める。

(イ )随 意契約の基準において、包括的随契条項又は公益法人随契条項を設定 してい

る場合や、予定価格の作成の省略に関する取扱いについて、省略する理由や対象

範囲が明確でない場合は、し意的な運用を排除するため、各法人の業務の特性等

を踏まえて、これ らに係る基準をできる限 り明確かつ具体的に定める。

(ウ )公 告期間の下限が国の基準を下回る場合や、指名競争契約限度額や予定価格の

作成の省略に関する取扱いを国の金額基準を上回つて設定 している場合は、業務

運営上真にやむを得ないものを除き見直 しを行 う。

(工)総 合評価方式、企画競争、公募、複数年契約等、契約の適正化及び透明性の向

上に効果があると認められる取組については、今後更なる導入を図るとともに、

実施に当たつては、要領、マニュアル等の整備を行 う。

(以下省略 )



資料 1-2

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する

評価の結果についての意見 (備考付)

(目 次)

1 所管法人共通 ………………………………………Ⅲ………………………………………………………………… 1

2 労働安全衛生総合研究所 ………………………………………………………………………:・ …………………… 8

3 勤労者退職金共済機構 ……………………………∵……………………………………………………………… 11
4 高齢 口障害者雇用支援機構 ………………………………∴……………………………………………………… 13
5 福祉医療機構 …………………………………………………………………。:… ………………………………… 14
6 労働政策研究・研修機構 ………・f… ……………………………1・

:.… ………………………………………… 15
7 雇用・能力開発機構 ………………………………………………………………・・……………………………… 16
8 労働者健康福祉機構 …………………………………………………1・・

'…
……………………………………… 18

9 国立病院機構 ……………………………:・ ……………・:.… ……………………………………………………・20
10 医薬品医療機器総合機構 …・!… …………………1・ ……………………………………………………………… 21
11 医薬基盤研究所 ……………・・………………………………∵ざ・………………………………………………… 22
12 年金・健康保健福祉施設整理機構 …………………・:… ……………………………………………………:・ …… 24
13 年金積立金管理運用 ………………………∵……………………………………………………………………… 25



政 口独委意見」中の下線は事務局において記載 したものである。

【1 所管法人共通】

総務省政・独委意見 備考

(評価の基準の明確化等)

・ 評価の基準の明確化等については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

を含む各府省の独立行政法人評価委員会に対 して、「評価の基準についてより

客観的かつ明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその

考え方、理由、根拠等を評価の基準との関係においてより分かりやすく説明す

べきである。」との指摘を行つたところである。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価指標の具体化、評定を付す

単位 (以下 「評定単位」という。)の細分化、法人共通の評価事項 (例 えば、

欠損金、剰余金の適正化等)の設定、総合評価の考え方の統一など、評価結果

を分かりやすく説明するための取組を行つているところがみられる。

一方、各府省の独立行政法人評価委員会の平成 19年度の評価結果をみる

と、評価結果を分かりにくくしている要因として、以下のようなものがあると

考えられる。

貴委員会においては、評価結果を分かりやすく説明するために、これらにつ

いて考慮 した説明を行 うべきである:

i) 同一の評価事項 (例 :「契約の適正化」など)であっても、法人によつ

て、評定単位が詳細なもの 。概括的なものが混在している。

五) 複数の業務を併せて評定する場合において、各業務のウエイ トの付け方

が不統一である。

面) 評定に際 して、日標の達成 (進捗)が法人の努力によるものか、外部要

因によるものかがあいまいである。

市) 評定記号の意味する標語 として「おおむね」等の多義的な用語が使われ

ているが、その意味が不明確である。

○ 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。

i)について、府省評価委員会の中には法人によつて財

務内容の改善に関する事項、その他業務運営に関する事項

の評定単位が詳細なもの概括的なものが混在 していると

のこと。 (参考資料 1「独立行政法人等の評価結果一覧」

参照)

‖)について、例えば、OO調査研究業務という評価項

目が 3つの研究テーマ等によつて構成されている場合に、

2つが日標を上回り、1つが日標を下回つた場合の評定の

付け方、各テーマの評定の際のウエイ トの考え方が法人に

○

O
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よつて不統一であるようなことを想定しているとのこと。

lii)について、例えば、資産運用の評価において目標達

成が法人の努力か経済情勢によるものか不明な場合、経費

削減が法人の努力によるものか主務省からの補助金削減

などによるものか不明な場合を想定しているとのこと。

市)については、達成 (100)に対し、概ね達成がど

のレベル (水準)なのかを明らかにすることなどを考えて

いるとのこと。

O

○

(保有資産)          .
0保 有資産の見直し状況の評価については、「独立行政法人整理合理化計画」(平

成 19年 12月 24日 閣議決定。以下「整理合理化計画」とヽ うヽ。)Ⅲ -1-(2)
「保有資産の見直し」において、「保有資産の見直しの状況については、監事

による監査、評価委員会における事後評価において、それぞれ適切にチェック

する。」こととされており、貴委員会においても、整理合理化計画において平

成 19年度中に処分等することとされた実物資産の処分等の取組状況について

の評価 が行 われ てい る^

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、整理合理化計画において処分等

することとされている資産以外の資産についても、主要な固定資産についての

固定資産一覧表等に基づく監事監査や減損会計の情報等を活用 した評価を行

つているところもあり、今後、法人の保有資産の見直しの取組に関する評価を

行 う際には、このような取組も参考にしつつ評価を行 うことが望ましい。

第 1パラグラフ (下線部を除く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

第 1パラグラフの下線部については、当省のほか、内閣

府、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通

省の各府省評価委員会に対する意見にも、同様の記述があ

る。

O

O

(官民競争入札等)

。 官民競争入札等については、整理合理化計画Ⅲ-1-(3)「 官民競争入札

等の積極的な適用」において、「競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律 (平成 18年法律第 51号)に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推

進 し、独立行政法人の提供する財 0サ∵ビスの質の維持・向上と経費削減を図

る。」こととされてお り、貴委員会においても、整理合理化計画及び「公共サ

0 第 1パラグラフ (下線部を除く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

○ 第 1パラグラフの下線部については、当省のほか、内閣



―ビス改革基杢左針」 (壬成 19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成 19年度

中に官民競争入札等の導入等が決定されている法人の業務について、その取組

状況等の評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価項目
.(予

算、収支計画及び

資金計画)の評価指標の一つに「官民競争入札等の活用について、検討が適切

に行われているか。」を設定し評価を行つているところなどもみられる。今後、

官民競争入札等の活用に関する評価を行 う際には、このような取組も参考にし

つつ評価を行 うことが望ましい。

府、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業

省、国土交通省、防衛省の各府省評価委員会に対する意見

にも、同様の記述がある。

(内部統制 (コ ンプライアンス体制の整備))

。 内部統制については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「整理

合理化計画Ⅲ-2-(1)一 ① 「業務遂行体制の在 り方」をも踏まえ、コンプ

ライアンス体制の整備状況 (倫理行動規程の策定、第二者を入れた倫理委員会

等の設置、監事による内部統制にういての評価の実施など)等についての評価

を行 うべきである。」との指摘を行つたところであり、貴委員会においてもコ

ンプライアンス体制の整備状況の評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、コンプライアンス体制の整備状

況の評価にとどまらず、コンプライアンスを実践するための具体的手引書であ

る「コンプライアンス 0マニュアル」の策定及び活用、職員に対する研修の実

施、内部監査結果等のマネジメン トレビューヘの反映等の状況を明らかにさせ

て評価を行つているところもある。内部統制に係る今後の評価に当たつては、

このような取組 も参考にしつつ、内部統制の体制の整備状況の評価のみならず

内部統制のために構築した体制 。仕組みの運用状況についての評価を行 うこと

が望ましい。

第 1パラグラフ (下線部を除く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

第 1パラグラフの下線部については、各府省独法評価委

員会に対する意見に共通する記述であるが、内閣府、文部

科学省、国土交通省の各府省評価委員会に対する意見につ

いては、「おおむね行われている」となつている。



(事業としての資金運用 )

。 独立行政法人の中には、個別法に基づき事業として資金の運用を行つている

ものがあり、平成 19年度においては、株式等のリスク管理による資金運用も

行つていた法人において、運用環境の悪化等による損失が生じているものがみ

られた。         |
資金の運用については、各府省の独立行政法人評価委員会の評価も法人によ

つてまちまちとなつており、当委員会においても様々な議論があつたところで

あiる が、以下については共通の認識が得られた。

今後、個別法に基づき事業として行 う資金運用であつて、時価又は為替相場

の変動等の影響を受ける可能性があるものについては、下記①～③を踏まえて

厳格に評価を行 うべきである。

① 資金運用の実績が明らかにされているかどうか。

② 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の意思決定主体、運用に係る主

務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実績

を評価するための基準 (以下「運用方針等」という。)が事前に明確にされ

ているかどうか。

③l資金の性格、運用方針等の設定主体及び規程内容によって法人はどのよう

な責任を負うのかについて、十分に分析されているかどうか。

当省のほか、外務省、農林水産省、経済産業省の各府省

評価委員会に対する意見にも同様の記述がある。

○

(給与水準及び総人件費改革)

・ 給与水準及び総人件費改革については、「行政改革の重要方針」(平成 17年

12月 24日 閣議決定)4-(1)一 ウー①一 (工)及び整理合理化計画Ⅲ-1
-(4)一 ③において、事後評価における厳格なチェックが求められている。

給与水準に関しては、整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一 ①一イ及びウの趣旨

を踏まえると、評価に当たつて、以下のような取組を行う必要があると考えら

れる。

1 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について

O、 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。



① 給与水準の高い理由及び講ずる措置 (法人の設定する目標水準を含む)

についての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっている

か

② 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものとなつているか

とい う観点からの検証を行い、給与水準の適正化に向けた法人の取組を促す

評価行 うこと

2 国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損のある法人について

給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められており、特に、

国家公務員 と比べ給与水準が高い場合、国民の理解を得ることがより困難 と

考えられることから、評価に当たつては、法人の説明を踏まえてより慎重に

給与水準の適切性の検証に取 り組むこと

また、総人件費改革については、簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第 47号)第 53条等に基づき、各法

人において平成 18年度からの 5年間で 5%以上の削減を基本とする取組を行

うことが求められている。この取組についての評価を行 うに当たつては、これ

までの取組の状況 と5年間で 5%以上の削減を確実に達成するための展望を

明らかにした上で法人の取組を促す評価を行 うことが必要であると考えられ

る。

以上の認識のもとに、今回、当委員会において、給与水準及び総人件費改革

に関する各府省の独立行政法人評価委員会等の評価の取組について横断的に

分析をしたところであり、その結果は別紙 2の とお りである。

この分析結果を踏まえ、個別法人の評価に関し、特に改善を要すると考えら

れる点については、当該法人の項において個別に指摘している。給与水準及び

総人件費改革に関する今後の評価に当たつては、当該個別法人についての意見

を踏まえるとともに、個別に指摘 した法人に限らず厚生労働省所管法人につい

て、別紙 2に記載の考え方を踏まえて評価に取 り組まれたい。

0 1①について、国民に対して納得が得られにくいと考え

られる例として、別紙2-(1)一アニ (ア )(イ )(ウ )

(工 )を挙げている。

0 1②について、社会的な理解の得られにくい水準の例と

して、別紙2-(1)一ウー (ア )を挙げている。



((1)契約に係る規程類に関する評価結果)

契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備内容の適切 |○ 第 1パラグラフについては、当省のほか、総務省、外務

性について、厚生労働省所管14法人のうち、 8法人については、評価結果に 1 省、財務省の各府省評価委員会に対する意見にも同様の記
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轟 1墨 λ 葛 ぼおいて、「随意契約の見直しについて、国と同様の基準とな′

の整備を行つていることは評価できる」旨の言及などがなされているが、6法

人 (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労働政策研究・研修機構、国立病

院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究所)については、契約に係る

規程類の整備内容の適切性について評価結果において言及されていない。

また、 2法人については、表 3-(1)の とおり、会計規程等において、国の |○ 第 2パラグラフについては、当省のほか、財務省以外の一 一ヽ― …… … … …ノー円
;儡葛:裏けじ晨iヽ IL継冶墓≦こ轟基f[高顧お轟1統 :契約の基準と異なる規定が設けられているが、このよ :

ることの適切性について、1評価結果において言及されていない状

Fが
みられ

 |。  2法人とは、福祉医療機構、国立病院機構である。た。

例えば、国の場合、随意契約によることができる具体的要件が定められてい

るが、独立行政法人の場合、随意契約要件 として「前各号に掲げる場合のほか、

事業経営上特に必要があると認めたとき」と具体的に定められていない条項

(いわゆる「包括的随契条項」)が規定されているものがある。同条項は安易

に適用された場合の弊害が大きいと考えられ、法人の業務の特性等を踏まえて

あらかじめ想定される随意契約にならぎるを得ないものについてはできる限

り具体的に定めるべきであり、その規定の整備内容の適切性にういて検証 し、

評価結果において明らかにする必要があると考えられる。

したがつて、貴委員会は、契約に係る規程類の整備内容の適切性を確保する

観点から、

① 契約に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握した上で、これらの規 |○ 当省のほか、総務省、外務省、財務省の各府省評価委員

程類の整備内容の適切性についてより厳格に評価を行うとともに、評価結果 1 会に対する意見にも同様の記述がある。

において明らかにすべきである (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労

働政策研究・研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤

研究所)。



今後の評価に当たつて、国の契約の基準と異なる規定については、「独立

行政法人における契約の適正化について (依頼)」 (平成20年 H月 14日 総

務省行政管理局長事務連絡。参考資料 2参照)を も踏まえて評価するととも

に、評価結果において明らかにするよう留意されたい。

② ○ 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。

((2)随意契約見直 し計画の実施・進捗状況等に関する評価結果)

随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関して、厚生労働省所管14法人に

ついては、評価結果において、 「随意契約比率については前年を下回ったが、

依然 としてその比率は高いと考えられるため、平成19年 12月 に策定した「随

意契約見直し計画」を速やかに実施するなど、見直しを一層促進することが望

まれる」旨の言及などがなされている。

しかしながら、 4法人については、表 3-(2)の とおり当該法人における競

争性のない随意契約の金額について平成19年度実績が18年度実績と比較し

て増加 しているにもかかわらず、この原因等の検証結果が、評価結果において

言凛されていないとの状況がみられた。

したがつて、今後の随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評価に

当たつては、随意契約の金額が増カロしている原因等の検証結果についても評価

結果において明らかにするよう留意されたい。

総務省以外の各府省評価委員会に対する意見にも同

様・類似の記述がある。

4法人とは、労働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共

済機構、医薬品医療機器総合機構、年金・健康保険福祉施

設整理機構である。
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独立行政法人労働安全衛生総合研究所】

総務省政・独委意見 備考

経費削減の取組については、業務実績報告書において、平成19年度から始ま

つた「高圧設備の長時間使用に対応 した疲労強度評価手法に関する研究」での

光熱水量の増加が見込まれたが、人工環境室を清瀬地区に集約し施設経費の永

続的な節減を図るなどの経費節減努力により、今年度の光熱水量の増加を対前

年度8.8%の増加に抑えることができたとしており、評価結果においては施設の

統合等による施設経費の節減などに努めていると評価 している。

しか しながら、その前提となる上記研究での光熱水量の増加量及び増加額や

人工環境室の統合等による経費節減額が明らかにされていないことから、経費

節減額等を明らかにさせた上で評価すべきである。

「その前提となる上記研究での (中 略)経費節減額が明

らかにされていない」とは、評価結果にこの経費節減額等

が記載されていないということである。

○

「インターネット等による調査及び研究成果情報の発信」については、中期

計画において、①公表論文の概要等を研究所のホームペ、ジにおいて公開、②

年報等を発行し産業界等への研究成果の広報を図る、③研究成果を活用した事

業場向け技術ガイ ドライン等の発行及び研究成果の一般誌等への積極的な寄

稿、が中期目標を達成するためにとるべき事項として定められているものの、

具体的な数値目標が定められていない。

平成 19年度の評価結果においては、上記のとお り具体的な数値目標が定めら

れていないこと、また、18年度 (A評定)と比較しても
=般

誌等への寄稿件数

及び研究所ホームページヘのアクセス件数が減少してぃることからS評定 (中

期計画を大幅に上回つている)と する理由が不明確であり、評価の考え方、理

由、根拠等を明らかにさせた上で評価すべきである。

「S評定 (中期計画を大幅に上回つている)とする理由

が不明確」とは、評価結果にこの理由が十分に記載されて

いないということである。

○



本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対
し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行 うべき
である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で
114.4(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「役職員の報酬・給与等の状況は妥当で

あり、適切と認められる。一部に、この法人に限つたことではないが役員報酬
が高いとの意見もあった。なお、給与水準の対国家公務員指数については、適
正な水準まで引き下げる必要がある。」と記載されている。

しか しながら、同年度の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の

公表 (以下「給与水準等公表」とい う。)における本法人自身の説明によると、
給与水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②その他法人固有の事情 (国

からの出向者の異動保障)が挙げられているものの、これら法人の説明に対す

る貴委員会としての認識が評価結果において示されていない。

今後の評価に当たっては、別紙 2(1-(1)一 アー (ア )、 (ィ )、 (工))を踏まえ、
法人の説明が国民の納得の得 られるものとなっているかという観点から検証
し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

また、上記以外にも、別紙 2(1-(1)一 ゥー (ア))の状況がみられるので、
これも踏まえた評価に取 り組まれたい。

○ 法人の給与水準に適切性等に関する評価については、当

委員会に本法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえて、「給与水準の

対国家公務員指数については、研究職では loo未満であ

るが、事務職、技術職員では114.4で あり、適正な水

準まで引き下げる必要がある。」との評価をいただいたと

ころであるが、評価結果に給与水準が高い理由に対する認

識が記載されていないため、「これら法人の説明に対する

(中 略)示されていない。」とされた。

仝法人の総人4午費改革の収組については、給与水準等公表によると、平成17年
度の基準値1,053,105千円に対し19年度1,043,773千円 (1.6%の減少 (人事

院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年を

経過 した時点で 2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体

的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。 しかしながら、

法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価

整塁二主いて明らかにされていない^

○ 法人の総人件費削減に関する評価については、当委員会
に本法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という資料を

提出の上説明を行い、これを踏まえて、「人件費の削減目標
の基準である給与、報酬等支給総額については、平成 17
年度実績から1.6%の削減 (中期目標はo年間で5%)
にとどまっており、さらなる効率化が必要である。」との
評価をいただいたところであるが、評価結果に取組の適切



今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま 1 性についての検証状況等が記載されていないため、「法人の
え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%1 取組の適切性についての (中略)明 らかにされていない。」

以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上  | とされた。

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)



【3 独立行政法人勤労者退職金共済機構】

総務省政・独委意見 備考

一般の中小企業退職金共済事業、清酒製造業退職金共済事業及び林業退職金

共済事業における退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者縮減対策

については、退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者に対する取組

を重点的に行つたとして、「内部進行管理の充実」の項目においてA評定 (中

期計画を上回つている)と しているが、この取組による具体的な効果について

は言及されていない。今後の評価に当たつては、退職金等未請求者及び退職金

共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な効果を明らかにした上で評

価すべきである。

退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者縮減

対策については、具体的に資料を提出の上、説明を行い、

これを踏まえた評価をいただいたところであるが、評価結

果の本文には具体的な効果が記載されなかつたため、「具体

的な効果については言及されていない」とされた。

なお、第 2期中期目標 (平成 20年 4月 ～平成 25年 3

月)においては、退職金等の未請求者に対する取組を進め

ること、毎年度進捗状況の評価及び成果の検証を行うこと

等を定めている。

建設業退職金共済事業における退職金共済手帳長期未更新者縮減対策につい

ては、各種の改善策が実行され、手帳更新・退職金請求の実績件数が前年より

改善しているとして、 「建設業退職金共済事業の適正化」の項目においてA評

定 (中期計画を上回つている)と しているが、退職金共済手帳長期未更新者に

対する取組による具体的な効果については言及されていない。今後の評価に当

たつては、退職金共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な効果を明

らかにした上で評価すべきである。           .

○ 建設業退職金共済事業における退職金共済手帳長期未更

新者縮減対策については、具体的に資料を提出の上、説明

を行い、これを踏まえた評価をいただいたところであるが、

評価結果の本文には具体的効果が記載されなかつたため、

「具体的な効果については言及されていない」とされた。

なお、第 2期中期目標においては、共済手帳の長期未更

新者に対する取組を進めること、毎年度進捗状況の評価及

び成果の検証を行うこと等を定めている。

・ 建設業退職金共済事業勘定及び清酒製造業退職金共済事業勘定の利益剰余金

(平成18年度末にそれぞれ約982.5億 円、約10.7億円、19年度末にそれぞれ

約858。 8億円、約 10。 4億円)について、昨年度の当委員会意見として、貴委員

会に対し、 「利益剰余金の発生要因等を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で厳格な評価を行うべきである。」との指摘を行つたところであるが、平成19年

度の評価結果をみると、発生要因等が明らかにされていない。今後の評価にあ

たつては、利益剰余金の発生要因等を明らかにさせた上で業務運営の適切性の

評価を行 うべきである。

利益剰余金の発生要因については、独立行政法人整理合

理化計画 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)等で指摘を

受けている他の論点と併せて、労働政策審議会勤労者生活

分科会中小企業退職金共済部会において議論をいただいて

いる。
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【4 独立行政法人高齢 .・ 障害者雇用支援機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で
114.6(事務 0技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事

情 (人材確保等のため、類似の非特定独立行政法人 (旧 特殊法人)等の給与水

準を勘案 してきたこと)が挙げられている。しかしながら、評価結果において、

①及び③についての言及はなされているが、②に関して法人の説明の合理性の

検証状況が明らかにされていない.

今後の評価に当たつては、別紙 2(1二 (1)一 アー (ウ))を踏まえ、法人の説

明が国民の納得の得 られるものとなっているかという観点から検証し、その結

果を評価結果において明らかにすべきである。

O 当該機構の給与水準については、国家公務員の水準を上

回つている要因の一つが「管理職割合の高さ」にあること

を踏まえ、適切な給与水準に向けた是正措置として、平成

19年度において、この職務手当を定率制から定額制に変更

して、おおむね国よりも額を低く設定する取組を行つたと

ころであり、平成 20年 7月 17日 及び 8月 18日 に開催

した当委員会労働部会において、その旨を説明の上、評価

をいただいたところであるが、平成 19年度の業務実績の

評価結果の本文、又は、同年度の業務実績評価シー ト中の

委員会としての評定理由欄にその検証状況が具体的に記載

されていないため、「評価結果において (́中略)明 らかにさ

れていない。」とされた。



独立行政法人福祉医療機構】

総務省政・独委意見 備考

心身障害者扶養保険事業については、繰越欠損金が制度改正により今後解消

される見通 しとなつたことや、道府県・指定都市に対する指導等を適切に運営

していることとしてA評定 (中期計画を上回つている)と している。

しかしながら、①繰越欠損金の解消については、法人の努力ではなく、国と

地方公共団体による財政支援によるものであること、②道府県・指定都市に対

する指導等の実施についても、地方公共団体との事務担当者会議を年 2回開催

したことや改正内容のパンフレットを作成 し各都道府県に送付して周知させ

たこと等であることから、A評定とするだけの理由が明らかでない。

今後の評価に当たつては、評価の考え方、理由、根拠等について明らかにし

た上で、評価すべきである。

法人は、事業見直しの検討のため国に設置された心身障

害者扶養保険検討委員会において、検討に必要な資料の作

成及び情報提供、道府県・指定都市に対する改正内容の周

知等を適切かつ積極的に実施し、制度改正に貢献してきた

ところであるが、「A評定とするだけの理由が明らかになつ

ていない」とされた。

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)

でH9。 5(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員め勤務地構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (民

間における金融部門における給与実態を勘案していること)が挙げられてい

る。しかしながら、評価結果において、②及び③についての言及はなされてい

るが、①に関して、法人の説明の合理性が検証されているか明らかにされてい

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬 口給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果においてt(中略)検証結果が明らかにさ

れていない。」とされた。

ない。

今後の評価に当たつては、別紙2(1-(1)一 アー (イ))を踏まえ、法人の

説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から厳格なチェ

ックを行うべきである。
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【6 独立行政法人労働政策研究・研修機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で
118.9(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②その他法人固有の事情 (機構の出向職員に

おける I種試験相当採用者の在職割合が高いこと)が挙げられている。しかし

ながら、評価結果において、①についての言及はなされているが、②に関して、

法人の説明の合理性の検証状況が明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)― アー (工))を踏まえ、法人の

説明が国民の納得の得 られるものとなっているかとい う観点から検証し、その

結果を評価結果において明らかにすべきである。

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果において、(中略)検証結果が明らかにさ

れていない。」とされた。

○



【7 独立行政法人雇用・能力開発機構】

総務省政 口独委意見 備考

本法人については、整理合理化計画に基づきt年内を目途に存廃を含めその

在 り方について結論が出される予定となつている。今後の評価に当たつては、

中期計画の達成状況のみならず、当該結論に至った経緯 。理由を十分踏まえた

上で、評価を行 うべきである。

○ 平成 20年 12月 24日 に「雇用・能力開発機構の廃止

について」が閣議決定され、法人を廃止 し、業務・組織を

見直すなど抜本的な改革を行うこととされた。

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で
109.8(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「給与水準の適正化に向けた取組を適切

に進めている。今後とも、早期にラスパイレス指数が適正な水準になるよう取

組を着実に進めていくことが望まれる。」と記載されている。

しかしながら、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、給与水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②管理職割合の高さ、③

その他法人固有の事情 (従前は、職員の年齢や経験年数により昇格・昇給させ

ていたこと等)が挙げられているものの、これら法人の説明に対する貴委員会

と上二の認識が評価結果において示されていない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (ア)、 (イ )、 (ウ)、 (工))
を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなつているかという観点

から検証 し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、国

に比べて給与水準が高くなつている理由などの法人の見解

を含めた資料を当委員会に提出し、これを踏まえた評価を

いただいたところである。

しかしながら、評価結果の本文に、法人の見解に対する

委員会としての認識が記載されていなかつたため、「貴委員

会としての認識が評価結果において示されていない。」とさ

れたもの。

○

ア 関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果
0本 法人には、平成19年度末現在で関連法人が3法人あり、昨年度の当委員会

意見として、貴委員会に対し、「整理合理化計画Ⅲ-2-(1)一②「関連法人等

との人・資金の流れの在り方」をも踏まえ、関連公益法人に対する業務委託の

○ 関連公益法人に対する業務委託の妥当性について

は、雇用促進住宅の管理委託に係る現状と今後の取扱

いなどの資料を当委員会に提出し、これを踏まえた評

価をいただいたところである。
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妥当性について評価を行 うべきである」との指摘を行つている。しかしながら、|  しかしながら、評価結果の本文に、業務委託契約の妥

財団法人雇用振興協会と雇用促進住宅の管理運営等について約294。 20億 円の業 1 当性について記載がなされていなかつたため、「評価結

務委託契約がなされており(当該発注額が関連法人における事業収入の大部分 1 果において (中略)言及されていない。」とされたもの。

を占めているにもかかわらず、評価結果において、関連法人人の業務委託契約

の妥当性について言及されていない
^

今後の評価に当たらては、整理合理化計画において 「雇用促進住宅の管理運

営に係る (財)雇用振興協会への委託業務については、随意契約を改め、平成

20年度はブロック単位、平成21年度以降は都道府県単位ごとの競争性のある入

札方式へ移行する」とされていることを踏まえ、真に競争性が確保されている

かという観点から厳格に評価すべきである。



独立行政法人労働者健康福祉機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴

委員会に対 し、「削減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成17年度の基準値101,685,384千円

に対し19年度103,947,108千円 (1.5%の増加 (人事院勧告を踏まえた給与改

定分を除く。))と なっており、取組開始から2年を経過した時点で 2%以上

の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定され

たものであるとの事情はみられない。 しかしながら、法人の取組の適切性につ

いての検証状況及び今後の削減L血け左展望が、評価結果において明らかにさ

総人件費改革の取組については、当委員会に提出 した「平

成 19年度業務実績評価関係資料」中、「役職員の報酬・給

与等の状況」の中で説明を行い、これを踏まえた評価をい

ただいたところであるが、評価結果の本文に、今後の削減

計画等、5年間で5%以上の削減を確実に達成するための

展望が記載されていないため、「法人の取組の適切性につい

ての (中略)明 らかにされていない。」とされた。

O

れていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証 し、今後の削減計画等、5年間で5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)

一般競争入札における 1者応札率が高い法人に関する評価結果

本法人については、表 3-(3)及び資料のとお り、①平成19年度における一

般競争入札のうち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過 (1者応札率が

50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率について本法人が該当す

る法人類型の平均の 1者応札率を超過 している。一般競争入札は契約の競争

性・透明性を高めるとい う意義を有するものであり、特に、 1者応札率が高い

法人については競争性・透明性の確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検

証が必要であると考えるが、評価結果において言及されていない。
・

今後の個々の契約の合規性等に係る評価に当たつて、一般競争入札において

1者応札率が高い法人については、法人の業務を勘案した上で、 一般競争入

札において制限的な応札条件が設定されていないかなど、競争性・透明性の確

一般競争入札における 1者応札率の高さについては、当

委員会に資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価

をいただいたところであるが、評価結果の本文に、競争性・

透明性の確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検証が

記載されていないため、「評価結果において言及されていな

い。」とされた。

O

-17-



保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応 じ、改善方策の検討などを促す

とともに、その結果を評価結果において明らかにすべきである。



独立行政法人日立病院機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年

度の基準値304,525,998千 円に対 し19年度312,968,784千 円 (2.1%の増加 (人

事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年

を経過した時点で 2%以上の削減に至つてぃないが、この削減状況が法人の具

体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。しかしながら、

法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価

結果において明らかにされていないハ

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で 5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会に

人件費削減の取組について言及 している資料 (平成 19年
度業務実績評価シー ト)を提出の上説明を行い、これを踏

まえた評価をいただいたところであるが、評価結果におい

て「今後の削減に向けた展望」が明らかにされていないた

め、「評価結果において明らかにされていない。」とされた。

O



独立行政法人医薬品医療機器総合機構】

総務省政・独委 備考

本法人の総人件費改革の取組については、本法人の給与水準等公表によると、

平成17年度の基準値545,454千円に対 し19年度609,545千円(11.1%増加 (人

事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なつている。この状況が法人の

具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。しかしなが

ら、業務実績報告書においては、「新給与制度の導入等により、平成19年度に

おける人件費については、約3.3%の削減 (対平成17年度一人当たり人件費)

が図られた」と給与水準公表における基準値及び実績値と異なる説明がされて

おり、これを前提とした評価が行われているが、公表値を前提とした法人の取

組の検証状況については評価結果において明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま

え、公表値を前提とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減

計画等、5年間で5%以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果にお

いて明らかにした上で、法人の取組を促すべきである。 (別紙2(2ニ ア)参
照)

※ただし、本法人の基準値及び実績値は、平成17年度及び19年度の非審査

人員に係る実績額 (総人件費から審査経理区分の人件費を除いた額をいう。)

であり、審査人員について 3年間でおおむね倍増とされたことを踏まえ、同

機構の中期計画において常勤職員について582人まで増加することとして

おり、21年度における人件費の実績額の確定後に、基準値の補正を行 うこ

ととされている。

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会

に評価に資する資料を提出し、これを踏まえた評価をいた

だいたところであるが、給与水準公表における基準値及び

実績値 (非審査人員のみの実績)を踏まえた検証状況が評

価結果の本文に記載されていないため、「評価結果において

明らかにされていない。」とされた。



【11 独立行政法人医薬基盤研究所】

総務省政・独委意見 備考

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)

で104.2(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事

情 (研究所の出向者の構成 (ほ とんどが本府省及び管区機関からの出向者))

が挙げられている。しかしながら、評価結果において、③についての言及はな

されているが、①、②に関して法人の説明の合理性の検証状況が明らかにされ

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果において、 (中略)検証状況が明らかにさ

れていない。」とされた。

ていない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (イ )、 (ウ))を踏まえ、

法人の説明が国民の納得の得られるものとなつているかという観点から検証

し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴

委員会に対し、 「削減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成17年度の基準値653,499千円に対

し19年度673,992千円 (2.4%増加 (人事院勧告を踏まえた給与改定分を除

く。))と なっており、取組開始から2年を経過した時点で 2%以上の削減に

至つていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定されたもので

あるとの事情はみられない。しかしながら、

証状況及び今後の削減に向けた展望が評価結果において明らかにされていな

い。                             ・

法人の総人件費改革の取組の適切性等に関する評価につ

いては、当委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状

況」及び「評価シー ト説明用資料」という資料を提出の上

説明を行い、これを踏まえた評価をいただいたところであ

るが、評価結果の本文に記載されていないため、「法人の取

組の適切性について (中略)評価結果において明らかにさ

れていない。」とされた。
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今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年

度の基準値36人に対し19年度39人 (8.3%の増加)と なつており、取組開始

から2年を経過した時点で 2%以上の削減に至つていないが、この削減状況が

法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。しか

しながら、業務実績報告書においては、 「総人件費改革における当機構の基準

人員数 (定員)は、41名 である。」と給与水準等公表における基準値及び実績

値 と異なる説明がされてお り、これを前提とした評価が行われているが、公表

値を前提 とした法人の取組の検証状況については評価結果において明らかにさ

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会

に平成 19年度業務実績評価関係という資料を提出の上説明

を行い、これを踏まえた評価をいただいたところであるが、

評価結果の本文に記載されていないため、「評価結果におい

て明らかにされていない。」とされた。

なお、総人件費改革の取組における基準値については、

41名 であると考える。

○

れていない。                  |
今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま

え、公表値を前提とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減

計画等、法人の中期計画で示す平成21年度末までに4%以上の削減を確実に

達成するための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を促す

べきである。 (別紙 2(2-ア )参照)



年金積立金管理運用独立行政法人】

総務省政・独委意見 備考

年金積立金の運用については、中期計画において、各年度における各資産ご

とのベンチマーク収益率を確保するよう努めるとされており、評価結果ではA
評定 (中期計画を上回つている)と されている。

しかしながら、外国債券については、中期計画において目標とされているベ

ンチマークを上回つた収益率となつているものの、国内債券、国内株式及び短

期資産は、おおむね、ベンチマ~ク 並の収益率、また、外国株式はベンチマー

クを下回る収益率 となつてお り、A評定とする考え方、理由、根拠等が明らか

となつていない。

今後の評価に当たつては、より厳格な評価を行 うとともに、評価の考え方、

理由、根拠等を明らかにした上で評価すべきである。

年金積立金の運用実績の評価については、「評価の視点」

において、「中期目標期間において、各資産ごとのベンチマ

ーク収益率が確保されているか。」の観点だけでなく、「運

用受託機関の選定、管理及び評価は適切に行われている

か。」等の観点からも評価をすることとされており、本委員

会において、これを踏まえて評価をいただいたところであ

るが、評価結果の本文には「厳 しい投資環境である中、中

期目標として確保することを求められているベンチマーク

収益率を概ね確保できたことについては評価できる。」との

記載にとどまっており、「運用受託機関の選定、管理及び評

価は適切に行われているか。」等の観点からの評価の記載が

なかつた。

○




